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第１章 包括外部監査の概要 

１ 外部監査の種類 

  地方自治法第２５２条の３７第１項及び徳島県外部監査契約に基づく監査に関す

る条例第２条に基づく包括外部監査 

 

２ 選定した特定の事件の名称（テーマ） 

 ① 監査対象 

   指定管理者制度導入施設における管理者の選定、事務執行及び管理運営につい

て 

 ② 監査対象施設 

所管 施設名 導入時期 指定管理者 期間  

県民環境部 
徳島県立男女共同参画交流セ

ンター（ホール、研修室等） 
H18.11.11 (財)徳島県観光協会 ５年  

県民環境部 
徳島県立男女共同参画交流セ

ンター（子育て支援事業） 
H18.11.11 (株)クラッシー ５年  

県民環境部 徳島県郷土文化会館 H18.4.1 (財)徳島県文化振興財団 ５年  

県民環境部 徳島県立文学書道館 H18.4.1 (財)徳島県文化振興財団 ５年 ※ 

県民環境部 徳島県立阿波十郎兵衛屋敷 H20.4.1 (財)徳島県文化振興財団 ３年  

徳島県鳴門総合運動公園 

徳島県蔵本公園スポーツ施設 県民環境部 

徳島県立中央武道館 

H18.4.1 
(財)徳島県スポーツ振興

財団 
５年 ※ 

県民環境部 
徳島県立佐那河内いきものふ

れあいの里 
H18.4.1 佐那河内村 ３年  

保健福祉部 徳島県立総合福祉センター H18.4.1 
(社福)徳島県社会福祉事

業団 
３年  

保健福祉部 
徳島県立軽費老人ホーム千秋

園 
H18.4.1 

(社福)徳島県社会福祉事

業団 
３年  

保健福祉部 徳島県立ライトホーム H18.4.1 
(社福)徳島県社会福祉事

業団 
３年  
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保健福祉部 

徳島県立障害者交流プラザ 

（障害者交流センター及び視

聴覚障害者支援センター） 

H18.4.1 
(社福)徳島県社会福祉事

業団 
３年  

保健福祉部 
徳島県立障害者交流プラザ 

（障害者スポーツセンター） 
H18.4.1 (株)ハッピー ３年  

保健福祉部 
徳島県立人権教育啓発推進セ

ンター 
H19.4.1 

NPOヒューマンライツ文

化・福祉ネットワーク 
５年  

徳島県立大鳴門架橋記念館 

（エディ） 商工労働部 

徳島県立渦の道 

H18.4.1 
(株)ネオビエント・(財)徳

島県観光協会共同企業体 
３年 ※ 

商工労働部 徳島県立美馬野外交流の郷 H18.4.1 四国開発土木(株) ３年  

商工労働部 徳島県立出島野鳥公園 H18.4.1 (株)コート・ベール徳島 ３年 ※ 

商工労働部 
徳島県立産業観光交流センタ

ー（アスティとくしま） 
H18.4.1 (財)徳島県観光協会 ５年 ※ 

商工労働部 徳島県立あすたむらんど H18.4.1 (株)ネオビエント ５年 ※ 

農林水産部 徳島県腕山放牧場 H18.4.1 
徳島県酪農業協同組合連

合会 
３年  

農林水産部 徳島県立神山森林公園 H18.4.1 神山町 ３年 ※ 

農林水産部 徳島県立高丸山千年の森 H18.4.1 かみかつ里山倶楽部 ３年  

徳島県日峯大神子広域公園 
県土整備部 

徳島県文化の森総合公園 
H18.4.1 

(財)徳島県建設技術セン

ター 
３年 ※ 

県土整備部 徳島県鳴門ウチノ海総合公園 H18.4.1 鳴門市 ３年 ※ 

県土整備部 徳島県月見が丘海浜公園 H19.4.1 松茂町 ３年 ※ 

徳島県富田浜第一駐車場 

徳島県富田浜第二駐車場 県土整備部 

徳島県幸町駐車場 

H18.4.1 
(社福)徳島県社会福祉協

議会 
３年 ※ 

県土整備部 徳島県借上公共賃貸住宅 H18.4.1 シティハウジング(株) ３年  

県土整備部 徳島県営住宅（改良住宅） H18.4.1 徳島県住宅供給公社 ３年  

企 業 局 徳島県藍場町地下駐車場 H18.4.1 (財)徳島県企業公社 ３年 ※ 
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徳島県松茂駐車場 

教育委員会 徳島県立牟岐少年自然の家 H20.4.1 岡田企画(株) ３年  

教育委員会 
徳島県立埋蔵文化財総合セン

ター 
H18.4.1 

(財)徳島県埋蔵文化財セ

ンター 
３年  

 ※は、第３章において取り上げた施設 

 

 ③ 監査の対象とした期間 

   平成１８年度及び平成１９年度。ただし、必要に応じて平成１７年度以前及び

平成２０年度も監査の対象とする。 

 

３ 監査を実施した期間 

  平成２０年６月１１日から平成２１年３月３１日まで 

 

４ 監査従事者 

 ① 包括外部監査人 

   弁 護 士  元井 信介 

 ② 包括外部監査人補助者 

   弁 護 士  山本 啓司 

   公認会計士  井関 勝令 

 

５ 利害関係 

  包括外部監査人及び補助者は、いずれも監査の対象とした事件について地方自治

法第２５２条の２９に定める利害関係を有していない。 

 

６ 監査テーマ選定の理由 

  平成１５年に地方自治法が一部改正されたことにより、公の施設の管理運営につ

いて、管理委託制度が廃止され、指定管理者制度が創設された。 

  これに伴い、徳島県においても、現在、公の施設のうち３７施設について指定管

理者による管理運営が行われている。 

  この公の施設は、住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するために
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設置される施設であることから、その管理運営状況は県民の生活や福祉に直接関わ

りがある。また、その管理運営には多額の県費を要するのであって、そのあり方に

対する県民の関心も高いと思われる。 

  そこで、徳島県における公の施設の管理が、指定管理者制度創設の趣旨を踏まえ

て、適切に行われているかを監査する必要があると考え、テーマとして選定した。 

 

７ 監査の視点 

 ① 指定管理者制度導入は、制度趣旨からして合理的に行われているか。 

  １）指定管理期間は適切か。 

  ２）指定管理の対象施設の組み合わせは妥当か。 

  ３）利用料金制、報奨金制、ペナルティ条項の導入施設については、施設の基本

的性格に適合しているか。 

 ② 選定手続は、公平、公正な競争の確保に配慮され、適正に行われているか。 

  １）選定委員会の構成等は適正か。 

  ２）募集方法、募集期間は適正か。 

  ３）審査基準や審査方法は、公平、公正に行われているか。 

  ４）選定結果の議会承認手続が、適正に行われているか。 

 ③ 協定書等の内容は、適正か。 

 ④ 指定管理は、適正に行われているか。 

  １）指定管理者の委託契約は、適正に行われているか。 

  ２）指定管理者からの事業報告は、指定管理の状況を適正に報告しているか。 

  ３）指定管理の経費の内容、支出の時期、手続は、適切か。 

４）県は、指定管理者の管理運営の状況について、適切なモニタリングを実施し

ているか。 

５）公の施設として、利用者ニーズに応じた適切な管理運営が行われているか。 

 

８ 主な監査手続 

それぞれの施設の所管部局に依頼して指定管理前の管理状況、選定手続、指定管

理後の管理状況等に関する文書、資料を取り寄せ、これらを精査し、分析した。 

また、それぞれの施設の所管部局や指定管理者からヒアリングし、必要に応じて
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資料等の提示を求めた。 

 さらに、必要に応じて施設の現地調査、確認を行い、現地にて指定管理者からヒ

アリングするなどした。 

 これらの結果を整理、検討し、報告書を作成した。 
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第２章 公の施設と指定管理者制度 

１ 公の施設 

① 公の施設とは、住民の福祉を増進する目的をもって、その住民の利用に供する

ため地方公共団体が設ける施設をいう（地方自治法第２４４条第１項）。具体的に

は、住民が無料または有料にて使用できる文化施設や体育施設などである。 

公の施設は、地方公共団体が「住民の福祉を増進する目的」で設ける施設であ

るから、例えば財政上の理由から設ける競艇場、競輪場などは含まれない。 

また、公の施設は、「住民の利用に供するため」の施設であるから、例えば警察

の留置場などは含まれない。 

② 公の施設は住民の利害に深い関係を持つものであるため、その設置及び管理に

関する事項は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めのあるものを除くほか、

条例で定めなければならない（地方自治法第２４４条の２第１項）。 

 ③ 徳島県における公の施設は、以下のとおりである（平成２０年４月１日現在）。 

 

所管部局 施設名 管理状況 設置条例 

危機管理局 防災センター 直営 
徳島県立防災センターの設置及び管

理に関する条例 

男女共同参画交流センター（ホール、研修

室等を利用に供する業務等） 
指定管理 

徳島県立男女共同参画交流センター

の設置及び管理に関する条例 

男女共同参画交流センター（子育て支援業

務） 
指定管理 

徳島県立男女共同参画交流センター

の設置及び管理に関する条例 

※改修中（青少年センター） ＰＦＩ事業 
徳島県青少年センターの設置及び管

理に関する条例 

郷土文化会館 指定管理 
徳島県郷土文化会館の設置及び管

理に関する条例 

文学書道館 指定管理 
徳島県立文学書道館の設置及び管

理に関する条例 

県民環境部 

阿波十郎兵衛屋敷 指定管理 
徳島県立阿波十郎兵衛屋敷の設置

及び管理に関する条例 
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蔵本公園・鳴門総合運動公園・中央武道館 指定管理 

徳島県都市公園条例・徳島県立中央

武道館の設置及び管理に関する条

例 

佐那河内いきものふれあいの里 指定管理 
徳島県立佐那河内いきものふれあい

の里の設置及び管理に関する条例 

厚生寮 直営 
徳島県厚生寮の設置及び管理に関

する条例 

総合福祉センター 指定管理 
徳島県立総合福祉センターの設置及

び管理に関する条例 

軽費老人ホーム千秋園 指定管理 
徳島県立軽費老人ホーム千秋園の

設置及び管理に関する条例 

婦人保護施設しらぎく寮 直営 
徳島県立婦人保護施設しらぎく寮の

設置及び管理に関する条例 

ライトホーム 指定管理 
徳島県児童福祉施設の設置及び管

理に関する条例 

障害者交流プラザ（障害者交流センター等） 指定管理 
徳島県立障害者交流プラザの設置及

び管理に関する条例 

障害者交流プラザ（障害者スポーツセンタ

ー） 
指定管理 

徳島県立障害者交流プラザの設置及

び管理に関する条例 

あさひ学園 直営 
徳島県児童福祉施設の設置及び管

理に関する条例 

人権教育啓発推進センター 指定管理 
徳島県立人権教育啓発推進センター

の設置及び管理に関する条例 

看護専門学校 直営 
徳島県立看護専門学校の設置及び

管理に関する条例 

看護学院 直営 
徳島県立看護学院の設置及び管理

に関する条例 

保健福祉部 

出羽島診療所 直営 
徳島県診療所の設置及び管理に関

する条例 
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徳島テクノスクール・鳴門テクノスクール・阿

南テクノスクール・西部テクノスクール 
直営 

徳島県職業能力開発校の設置及び

管理に関する条例 

大鳴門橋架橋記念館・渦の道 指定管理 

徳島県立大鳴門橋架橋記念館の設

置及び管理に関する条例・徳島県立

渦の道の設置及び管理に関する条例 

産業観光交流センター 指定管理 
徳島県立産業観光交流センターの設

置及び管理に関する条例 

美馬野外交流の郷 指定管理 
徳島県立野外交流の郷の設置及び

管理に関する条例 

出島野鳥公園 指定管理 
徳島県立出島野鳥公園の設置及び

管理に関する条例 

商工労働部 

あすたむらんど 指定管理 
徳島県立あすたむらんどの設置及び

管理に関する条例 

腕山放牧場 指定管理 
徳島県腕山放牧場の設置及び管理

に関する条例 

神山森林公園 指定管理 
徳島県立神山森林公園の設置及び

管理に関する条例 

高丸山千年の森 指定管理 
徳島県立高丸山千年の森の設置及

び管理に関する条例 

園瀬川貯木場・津田第一貯木場・津田第二

貯木場 
直営 

徳島県貯木場の設置及び管理に関

する条例 

農林水産部 

農業大学校 直営 
徳島県農業大学校の設置及び管理

に関する条例 

南部健康運動公園 管理許可 徳島県都市公園条例 

日峯大神子広域公園・文化の森総合公園 指定管理 徳島県都市公園条例 

鳴門ウチノ海総合公園 指定管理 徳島県都市公園条例 

富田浜第一・富田浜第二・幸町駐車場 指定管理 
徳島県駐車場の設置及び管理に関

する条例 

県土整備部 

月見が丘海浜公園 指定管理 徳島県都市公園条例 
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新町川公園 直営 徳島県都市公園条例 

借上公共賃貸住宅 指定管理 
徳島県借上公共賃貸住宅の設置及

び管理に関する条例 

県営住宅（改良住宅）         ２団地 指定管理 
徳島県営住宅の設置及び管理に関

する条例 

県営住宅（公営住宅）          ４５団

地 
管理代行 

徳島県営住宅の設置及び管理に関

する条例 

港湾施設 直営 徳島県港湾施設管理条例 

企業局 藍場町地下・松茂駐車場 指定管理 徳島県駐車場事業管理条例 

病院局 中央病院・三好病院・海部病院 直営 
徳島県病院事業の設置等に関する

条例 

（寄宿舎）徳島寮・阿南寮・麻植寮・美馬東

部寮・美馬寮・三好寮 
直営 

徳島県立高等学校総合寄宿舎の設

置及び管理に関する条例 

牟岐少年自然の家 指定管理 
徳島県立少年自然の家の設置及び

管理に関する条例 

図書館 直営 
徳島県文化の森総合公園文化施設

条例 

博物館 直営 
徳島県文化の森総合公園文化施設

条例 

近代美術館 直営 
徳島県文化の森総合公園文化施設

条例 

文書館 直営 
徳島県文化の森総合公園文化施設

条例 

２１世紀館 直営 
徳島県文化の森総合公園文化施設

条例 

鳥居記念博物館 直営 徳島県立鳥居記念博物館条例 

教育委員会 

埋蔵文化財総合センター 指定管理 
徳島県立埋蔵文化財総合センターの

設置及び管理に関する条例 
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２ 公の施設の管理と指定管理者制度 

  公の施設の管理について、従来は管理委託制度が採られており、管理運営の委託

先として地方公共団体の出資法人や公共的団体などに限定されていた。 

  これが、平成１５年９月に施行された改正地方自治法によって、これまでの管理

委託制度が廃止され、地方公共団体が指定する指定管理者に管理を代行させる指定

管理者制度が導入された。 

指定管理者制度の最大の特徴は、民間事業者が公の施設の管理運営主体となるこ

とが可能となった点にある。 

このような指定管理者制度導入の目的は、①民間能力の活用により、②住民サー

ビスの向上と③経費の節減等を図ることにある。 

 

〔管理委託制度（従来）〕  〔指定管理者制度〕 

○管理受託者（以下の者に限定） 

・地方公共団体が１/２以上出資し

ている団体 

・公共団体 

・公共的団体 

○管理の内容 

・地方公共団体の管理のもとで委

託された管理業務の執行（施設

の管理権限は地方公共団体が保

有） 

⇒ 

○指定管理者（特段の制限なし） 

・法人その他の団体を議会の議決

を経て、期間を定めて指定（営

利企業やＮＰＯによる施設管理

が可能） 

○管理の内容 

・条例に規定された管理業務の範

囲において管理の代行（施設の

管理権限を指定管理者に委任） 

 

３ 徳島県における公の施設に対する取組み 

  平成１５年９月の地方自治法の改正による指定管理者制度の導入後の徳島県の公

の施設に対する取組みは、次のとおりである。 

 

平成１６年６月 

 

「公の施設改革推進指針」の策定 

※「公の施設を点検評価するとともに、将来の方向性を定
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平成１６～１７年 

 

平成１７年２月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１８年４月 

める。」 

・対象施設  広く一般県民が利用する５９施設 

・取組期間  平成１６～１７年度 

・見直しの方向性 

  分類  ・廃止、休止 

      ・用途変更（機能一部廃止、市町村等への移

管含む） 

      ・存続（指定管理者制度の導入、委託先の変

更等を含む） 

・特徴   ・政策評価の手法を活用 

      ・外部有識者「リフレッシュとくしまプラン

推進委員会」の意見 

 

公の施設の見直し 

 

評価結果「公の施設の見直し状況」の公表 

○直営施設  ２４施設 

  直営           １２施設 

  市町村移管         ３施設 

  廃止            ７施設 

  移転検討          １施設 

  指定管理者制度の導入検討  １施設 

○管理委託施設 ３５施設 

  指定管理者制度の導入検討 ２７施設 

  市町村移管         １施設 

  民営化           ４施設 

  廃止            ２施設 

  休止            １施設 

 

指定管理者制度の導入 ３３施設 
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（平成２０年４月現在 ３７施設） 
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第３章 個別施設の検討と指摘及び意見 

 

徳島県立文学書道館 

 

第１ 施設及び指定管理者等の概要 

１ 施設の概要 

【徳島県立文学書道館】 

① 所在地 徳島市中前川町２丁目２２－１ 

② 根拠条例及び所管課 

条 例 徳島県立文学書道館の設置及び管理に関する条例 

所管課 県民環境部文化国際課 

③ 供用開始 平成１４年１０月２６日 

④ 施設概要、内容 

   施設規模 ３階建て、延べ床面

積４，１９５㎡（積

層書架含み４，５９

８㎡） 

主要施設 文学常設展示室／書

道美術常設展示室／

瀬戸内寂聴記念室／

収蔵展示室／特別展

示室／ギャラリー／講座室／実習室／図書閲覧室ほか 

⑤ 指定管理前の管理状況 

供用開始時から財団法人徳島県文化振興財団に管理委託 

      平成１５年度から同１７年度までの管理委託費 

年度 委託料(円) 

Ｈ１５ １８７，１４１，０００ 

Ｈ１６ ２２８，９１８，０００ 

Ｈ１７ ２２８，５２７，０００ 

⑥ 施設の利用状況 
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平成１５年度から同１９年度までの期間 

      利用人数及び利用料の推移   

年度 利用者数（人） 利用料金(円) 

Ｈ１５ ６２，２５８ ５，３０２，０５０ 

Ｈ１６ ６３，０３３ ４，１７８，６８５ 

Ｈ１７ ６７，３６７ ５，７９３，１５５ 

Ｈ１８ ６２，６５４ ４，８８５，８８５ 

Ｈ１９ ６７，４６１ ４，２６２，３６５ 

 

２ 指定管理者について 

① 名 称 財団法人徳島県文化振興財団 

② 代表者 指定管理開始当時 理事長 木村正裕 

                     （非常勤、現職副知事） 

       現在       理事長 河野博喜 

               （常勤、県職員ＯＢ） 

③ 所在地 徳島県徳島市藍場町２－１４ 

④ 設立時期  平成９年４月１日 

⑤ 目的 

県民の幅広い文化活動を積極的に支援することにより、新しい県民文化創造と

発展に寄与すること 

⑥ 事業内容 

    徳島県郷土文化会館、徳島県立文学書道館、徳島県立阿波十郎兵衛屋敷の管理

運営等 

⑦ 組織 

１）役員 

 理事長   １名（常勤、県職員 OB） 

 副理事長  １名（非常勤） 

 常務理事  １名（常勤、県職員 OB） 

理事   １１名（非常勤） 

２）職員 
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４２名（常勤１８名、非常勤２４名） 

⑧ 出資者、寄付行為者別の出捐金額 

   徳島県      ９０１，０００，０００円 

   市町村その他   １３２，０００，０００円 

   合計     １，０３３，０００，０００円 

 

３ 指定管理者の選定について 

① 申請資格 

徳島県内に主な事務所（本店）を置いている法人等であることその他一定の事

項に該当しないこと 

② 指定管理者募集スケジュール 

平成１７年８月１０日 募集要項の公表 

平成１７年８月１０日 関係書類の配布開始 

平成１７年８月２４日 現地説明会参加申込締切 

平成１７年８月２５日 現地説明会の開催（参加者数・７団体） 

平成１７年９月 ９日 関係書類の配布終了 

平成１７年９月１２日 申請書類の受付 

平成１７年９月２１日 申請書類の提出の締切 

③ 審査方法 

１）選定委員の構成 

外部内部の別と役職名 

 区分  役職名 

 外部 会社役員 

 外部 徳島地方労働審議会委員  

 外部 公認会計士 

 外部 財団法人徳島県文化協会理事  

 内部 徳島県理事  

 内部 県民環境部長 

 内部 県民環境部県民環境政策課長  
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 内部 県民環境部文化国際課長  

２）選定委員会の開催状況 

第１回選定委員会 平成１７年８月８日 

募集要項の承認、審査基準の決定（所要時間１時間１５

分） 

第２回選定委員会 平成１７年１０月１３日 

指定管理候補者の選定（所要時間１時間） 

３）プレゼン・面接の実施状況 

第２回選定委員会にて実施。 

④ 審査基準及び配点 

    審査項目     配点 

・施設の管理運営方針 

・利用者ニーズの把握・分析と利用促進等 

・文化事業の企画・実施 

４０ 

・収支計画 

・サービス向上との整合性   
２０ 

・組織体制の整備 

・職員の専門性 

・適正な維持管理 

・財政基盤等 

３０ 

・地域との連携・貢献 

・安全管理等 
１０ 

  計 １００ 

⑤ 選定結果    

                   団体名      得点 

（指定管理者）財団法人徳島県文化振興財団 ７６．５３点 

A団体 ４８．４６点 

 

４ 指定管理の内容について 
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① 指定管理期間 

平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで（５年間） 

② 指定管理料実績額 

   平成１８年度  １７０，７１５，０００円 

   平成１９年度  １７０，７１５，０００円 

 

 

第２ 指摘及び意見 

１ 選定手続 

 ① 選定委員の選定等（意見） 

本施設について、指定管理者選定委員会の委員の構成は、概要に記載したとお

り、８名の委員のうち、４名が内部委員（現職県職員）であり、全体の半分を占

めている。このような構成は、選定委員会による選定手続及び結果の公平性、客

観性に疑問を生じさせるおそれがある。 

特に、平成１８年度に本施設の指定管理者に応募し、現実に選定された財団法

人徳島県文化振興財団は、副知事がその理事長を兼任するなど、県との関係は密

である。このような関係に鑑みれば、その選定結果の公平性、客観性には一層疑

問を生じさせるおそれがある。 

また、４名の外部委員についても、各団体からの推薦を受けるなどの手続を経

たものではなく、県において個別に就任を依頼したものであって、その点でも公

平性、客観性に疑問がある。 

したがって、選定委員会は、公平性、客観性が確保される構成にすべきである。 

 

 ② 募集期間等（意見） 

本施設について、募集に関するスケジュールは、下記のとおりである。 

〔スケジュール〕 

平成１７年８月１０日 募集要項公表 

     同月２４日 現地説明会参加申込締切 

    同月２５日 現地説明会実施 

 同年９月２１日 申請書類等提出期限 
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上記スケジュールを見ると、募集要項公表から申請書類等の提出期限まで、１

ヶ月余りに過ぎず、その日程は全体的に極めて厳しい。 

このようなタイトなスケジュールを組んだ場合、従前本施設の管理運営に関与

していた者が、そうでない者と比較して有利となることは明らかである。 

この点、本施設については、すでに述べたとおり、現地説明会に参加した団体

数７団体に対して、実際に申請した団体は２団体にとどまった。この結果は、上

記スケジュールが、新規参入者にとって厳しいものであったことが影響したとも

考えられる。 

したがって、指定管理の対象となる施設の状況を初めて知ることになる者も含

めて、各申請者が公平に申請準備ができるように、余裕を持った募集期間等のス

ケジュールにするなど、配慮すべきである。 

 

③ 本施設に関する情報提供（意見） 

本施設に関する情報については、募集要項及びその資料に記載されている一定

の内容のほか、現地説明会により、提供されることになる。 

しかし、上記のとおり、現地説明会はわずかに１日であり、その情報提供の程

度は極めて乏しい。そうなると、やはり従前から本施設の管理運営に関与してい

た者とそうでない者との間で情報の質及び量に格差が生じることは明らかである。

そして、本施設について、実際に申請をした団体が２団体にとどまったことはす

でに述べたとおりであるが、先に述べたスケジュール等の条件に加え、本施設に

関する情報の格差もあって、このような結果になってしまった可能性もある。 

したがって、指定管理の対象となる施設の状況を初めて知ることになる者も含

めて、各申請者ができるだけ公平に情報を得られるように、現地説明会に十分な

時間を確保し、またその日程を複数回設け、さらにはその他施設や経営状況に関

する具体的な資料を提供するなど、十分に配慮すべきである。 

 

④ 審査基準について（意見） 

審査基準は、一応選定委員会に諮られるものの、事前に所管課にて既に作成済

みのものを提示し、選定委員会の了承を得るという手順で決められており、実際

の選定委員会での議事経過を見ても、原案が全く修正されることなく了承されて
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いる。 

以上のような手順、経過は、選定委員会の機能の一部である審査基準作成の形

骸化を招き、ひいては、審査基準の公平性に疑問を抱かせることとなる。 

したがって、審査基準は、選定委員会の独立した意見が反映されるような手続

によって作成されるべきである。 

 

２ 基本協定書等の内容 

 ① 特別展示等の経費など（意見） 

本施設には、一部観覧料あるいは使用料を徴収する施設等が予定されているが、

その観覧料等は県が受領することになっている（基本協定書第２２条）。 

他方で、本施設については、要求水準書により、常設展示の他、特別展示を年

間に一定回数開催することなどが求められているが、特別展示等に要する経費を

県が直接負担する規定はなく、結局指定管理者が受領した指定管理料の中から支

出することになる。 

しかし、このような規定のあり方では、理論上、指定管理者は特別展示等を充

実させればさせるほどその利益が減少してしまうため、特別展示等を充実させて

利用者増を図るというインセンティブは働きにくい。むしろ特別展示等に要する

経費を安価に抑えて自己の利益を確保しようという意識を生じさせてしまうおそ

れがある。 

したがって、本施設では、利用者数に応じた報奨金給付制度の導入や、特別展

示等に要する経費につき、事前事後にその内容を確認することを前提として、県

が最終的にこれを負担する制度の導入など、その展示内容の充実や利用の促進を

確保するための方策を検討すべきである。 

 

② 修繕費について（意見） 

本施設に要する修繕費について、基本的には、大規模修繕は県の負担、それ以

外の修繕は指定管理者の負担とされている（基本協定書第２５条）。 

しかしこのような抽象的な規定では、具体的に修繕の必要が生じた場合に、そ

れが大規模修繕であるか否かが必ずしも明確でないことも十分に考えられる。 

そのため、事後に県と指定管理者との間で意見が食い違うおそれがあるし、指
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定管理者募集段階においても、申請の意向を持つ団体が、そのような事態を懸念

して申請を躊躇する可能性もある。 

 したがって、修繕費の負担については、もっと明確な規定の導入を検討すべき

である。 

 

３ 指定管理の状況 

 ① 委託契約（意見） 

本施設に関する基本協定書では、第三者への委託については事前に県の書面に

よる承諾が必要とされているところ（基本協定書第１５条）、指定管理者から県に

提出された「徳島県立文学書道館管理運営業務計画書承認申請書」には、委託業

者名や委託業務内容を記載した一覧表が添付されているが、これだけでは委託金

額等具体的な委託契約の内容が把握できない上、県の側がこの内容について個別

に検討を加えて承諾をした経過はうかがわれない。 

委託契約の内容については、指定管理者選定の手続が公平公正になされるべき

趣旨に照らしても、確実に承諾を得る手続を履行すべきである。 

また、委託先について、委託金額上位１０契約中１０契約全てが、管理委託時

と指定管理移行後で委託先が同一となっている上、上位１０契約のうち８契約が

一者随意契約にて締結しているところ、真実効率性を追求したものといえるのか

という点で、疑問が残る。 

したがって、委託契約の具体的な内容を事前に把握した上で承認すると共に、

指定管理者において、真実効率を追及した委託契約を締結しているのかを具体的

に確認し、委託契約は原則として入札か相見積もりによって締結するよう、指導

すべきである。 

 

② モニタリングについて（意見） 

本施設について、指定管理者からの月次報告では、利用者数の集計が報告され、

その内容は各年度終了後に提出される事業報告書にも記載されている。 

しかし、その利用者数集計の実情について確認したところ、施設内の常設展示

観覧者、特別展示観覧者、講座等参加者、講座室等の貸館利用者、図書室利用者

の人数を単純に合算して集計したとの説明であった。 
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この点、施設利用者には、例えば講座に参加した後に常設展示を観覧するなど

する利用者も少なくないと推測されるが、このような利用者については二重、三

重にカウントされることになるため、このようにして集計された数字は、その利

用実情とは乖離している可能性がある。 

本施設の基本協定書では、事業報告書に「本件施設の利用状況に関する事項」

を「正確に記載」することが規定されていることからいっても（基本協定書第２

６条）、このような利用者数集計の実情には問題がある。 

したがって、施設の利用状況について、指定管理者が正確な報告をするよう指

導するとともに、報告される利用状況を精査し、県自らその真実性を確認すべき

である。 
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徳島県鳴門総合運動公園スポーツ施設、徳島県蔵本公園スポーツ施設、徳島県立中央

武道館 

 

第１ 施設及び指定管理者等の概要 

１ 施設の概要 

【徳島県鳴門総合運動公園スポーツ施設】 

① 所在地 鳴門市撫養町立岩字四

枚６１番地 

② 根拠条例及び所管課 

条 例 徳島県都市公園条例 

所管課 県民環境部県民スポー

ツ課（平成２０年３月

３１日以前は教育委員

会スポーツ健康課が所

管） 

③ 供用開始 昭和４４年５月２０日 

④ 施設概要、内容 

施設名 施設規模 主要施設 

陸上競技場 面積32,354㎡ 収容20,441人 トラック・フィールド等 

第２陸上競技場 面積13,627㎡ トラック 

野球場 面積22,132㎡ 収容18,600人  

体育館 面積 6,553㎡ 収容 1,500人 アリーナ等 

武道館 面積 2,675㎡ 収容   500人 アリーナ・サブ道場 

弓道場 面積   765㎡ 収容   100人 近的12人立・遠的6人立 

庭球場 面積 9,200㎡ 収容 1,000人 砂入り人工芝4面 

球技場 面積21,966㎡ 収容 2,200人 フィールド 
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相撲場 面積   860㎡ 収容   500人  

集会場 面積   455㎡ 収容   100人  

⑤ 指定管理前の管理状況 

昭和４６年１１月～ 財団法人鳴門総合運動公園協会に管理委託 

昭和４８年７月～ 財団法人徳島県総合運動公園協会（名称変更） 

平成９年４月～  財団法人徳島県スポーツ振興財団（旧財団法人徳島県スポ

ーツ振興事業団と合併） 

平成１５年度から同１７年度までの管理委託費 

年度 委託料（円） 

Ｈ１５   ３０４，６０６，０００ 

Ｈ１６   ４０４，４６５，０００ 

Ｈ１７   ３３９，７５１，０００ 

⑥ 施設の利用状況 

平成１５年度から同１９年度までの期間 

利用人数及び利用料の推移 

年度 利用者数（人） 利用料金（円） 

Ｈ１５     ３６８，９４８    ２３，６４２，８７０ 

Ｈ１６     ４７８，９８２    ２７，１００，６８１ 

Ｈ１７     ５０１，６２３    ３３，６３４，７００ 

Ｈ１８     ５０６，５７０    ３４，７７６，２４１ 

Ｈ１９     ４３４，３３７    ３０，２９３，１０７ 

 

【徳島県蔵本公園スポーツ施設】 

① 所在地 徳島市庄町１丁目７６番地の２ 

② 根拠条例及び所管課 

条 例 徳島県都市公園条例 

所管課 県民環境部県民スポーツ課（平成２０年３月３１日以前は教育委員会

スポーツ健康課が所管） 

③ 供用開始 昭和２７年５月１９日 



 

 24 

④ 施設概要、内容 

施設名 施設規模 主要施設 

野球場 面積23,142㎡ 収容15,000人  

プール 面積 8,847㎡ 収容 1,500人 50ｍプール・25ｍプール等 

庭球場 面積13,530㎡ 収容 1,500人 砂入り人工芝10面等 

相撲場 面積   720㎡ 収容   300人  

⑤ 指定管理前の管理状況 

昭和４６年１１月～ 財団法人鳴門総合運動公園協会に管理委託 

昭和４８年７月～  財団法人徳島県総合運動公園協会（名称変更） 

平成９年４月～   財団法人徳島県スポーツ振興財団（旧財団法人徳島県ス

ポーツ振興事業団と合併） 

平成１５年度から同１７年度までの管理委託費 

年度 委託料（円） 

Ｈ１５    １５０，７８４，０００ 

Ｈ１６    ２７２，８６７，０００ 

Ｈ１７    １２１，７４１，０００ 

⑥ 施設の利用状況 

平成１５年度から同１９年度までの期間 

      利用人数及び利用料の推移 

年度 利用者数（人） 利用料金（円） 

Ｈ１５      ９０，５３７    １４，８８７，２４０ 

Ｈ１６      ８４，３９３    １３，４７３，６５０ 

Ｈ１７    １１０，１６１    １７，１１２，４７８ 

Ｈ１８      ９７，７６５    １６，７２６，０５９ 

Ｈ１９    １０８，２４４    １７，００２，８９８ 

 

【徳島県立中央武道館】 

① 所在地 徳島市徳島町城内６番地 
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② 根拠条例及び所管課 

条 例 徳島県立中央武道館の設置及び管理に関する条例 

所管課 県民環境部県民スポーツ課（平成２０年３月３１日以前は教育委員会

スポーツ健康課が所管） 

③ 供用開始 昭和６３年９月２３日 

④ 施設概要、内容 

施設名 施設規模 主要施設 

柔剣道場棟 面積1,028㎡ 収容196人 柔道場・剣道場 

弓道場 面積421㎡ 近的6人立・研修室 

⑤ 指定管理前の管理状況 

供用開始時～   財団法人徳島県総合運動公園協会 

平成９年４月～  財団法人徳島県スポーツ振興財団（旧財団法人徳島県スポ

ーツ振興事業団と合併） 

平成１５年度から同１７年度までの管理委託費 

年度 委託料（円） 

Ｈ１５     ２８，２０９，０００ 

Ｈ１６     ２８，５８６，０００ 

Ｈ１７     ３５，５４９，０００ 

⑥ 施設の利用状況 

平成１５年度から同１９年度までの期間 

利用人数及び利用料の推移 

年度 利用者数（人） 利用料金（円） 

Ｈ１５      ４５，５２５     ３，６１２，３３０ 

Ｈ１６      ４０，８８０     ３，３３４，７５０ 

Ｈ１７      ４０，４４３     ３，６１３，１４０ 

Ｈ１８      ４４，１６１     ３，５１３，４２０ 

Ｈ１９      ４８，０７６     ３，６４５，６７０ 

 

２ 指定管理者について 
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① 名 称  財団法人徳島県スポーツ振興財団 

② 代表者  指定管理開始当時 理事長職務代理者 副理事長 桐本義春 

                （常勤・県職員ＯＢ） 

        現在       理事長 里見光一郎 

                （非常勤・副知事） 

③ 所在地  鳴門市撫養町立岩字四枚６１番地 

④ 設立時期 平成９年４月１日 

⑤ 目的 

徳島県から委託を受けたスポーツ施設の適切かつ効率的な管理運営等を行うこ

とにより、県民の間に広くスポーツに対する理解と関心を深め、健康で活力のあ

る県民生活の実現に資する。 

⑥ 事業内容 

   徳島県から委託を受けたスポーツ施設の管理運営に関すること等 

⑦ 組織 

１）役員 

理事長   １名（非常勤・副知事） 

専務理事  １名（常勤・現職県職員） 

常務理事  ３名（常勤２名：教職員ＯＢ２名、非常勤１名：教職員ＯＢ１

名） 

理事    ６名（非常勤：うち現職県職員３名） 

２）職員 

３１名（常勤３１名：うち派遣県職員１名、うち教職員ＯＢ２名） 

      ※臨時職員含む 

⑧ 出資者、寄付行為者別の出捐金額  

徳島県 １１，０００，０００円 

 

３ 指定管理者の選定について 

① 申請資格 

徳島県内に主な事務所（本店）を置いている法人等であることその他一定の事

項に該当しないこと 
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② 指定管理者募集スケジュール 

平成１７年８月 ８日 募集要項の公表 

平成１７年８月 ８日 関係書類の配布開始 

平成１７年８月１５日 現地説明会参加申込締切 

平成１７年８月１７日 現地説明会の開催（参加者数・１３団体） 

平成１７年９月 ８日 関係書類の配布終了 

平成１７年９月１５日 申請書類の受付 

平成１７年９月２２日 申請書類の提出の締切 

③ 審査方法 

１）選定委員の構成 

外部内部の別と役職名 

 区分  役職名 

 外部  鳴門教育大学教授 

 外部  会社役員 

 外部  徳島地方労働審議会委員 

 外部  公認会計士 

 内部  教育理事 

 内部  教育委員会参事 

 内部  教育委員会教育総務課長 

 内部  教育委員会予算企画室長 

２）選定委員会の開催状況 

第１回選定委員会 平成１７年８月２日 

         募集要項・審査基準の決定（所要時間 ２時間） 

第２回選定委員会 平成１７年１０月１７日 

最終審査・指定管理候補者の決定（所要時間 ３時間） 

３）プレゼン・面接の実施状況 

なし 

④ 審査基準及び配点 

    審査項目     配点 
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利用者へのサービス向上と施設の効用の最大限の発揮 

・施設の管理運営方針 

・利用者ニーズの把握・分析とその活用 

・スポーツ振興事業 

適・否 

（当初４０） 

効果的な管理運営（経済性の追求） 

・適正な管理運営 

・収支計画 

適・否 

（当初２０） 

安定した管理のための人的・物的経営基盤の状況 

・技術的能力（管理運営体制を含む） 

適・否 

（当初３０） 

地域への貢献及び連携等 適・否 

（当初１０） 

  計 適・否 

（当初１００） 

     ※ 第 1 回選定委員会において、複数団体からの申請があることを前提とし

て、１００点満点の審査基準を決定していたが、申請が１団体だったため、

審査基準を「適・否」によって総合的に判断することとした。 

⑤ 選定結果    

                   団体名      得点 

（指定管理者）財団法人徳島県スポーツ振興財団     適 

 

４ 指定管理の内容について 

① 指定管理期間 

平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで（５年間） 

② 指定管理料実績額 

   平成１８年度  ３６６，５２７，７００円 

   平成１９年度  ３６２，５８１，８００円 

 

 

第２ 指摘及び意見 

１ 指定管理の基本的な内容 
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対象施設の組み合わせ（意見） 

① 平成１８年度から指定管理が導入された際、本件各施設について、同一の指定

管理者による管理とすることとされた。 

この点、本件各施設がいずれもスポーツ施設であることからすれば、これを同

一指定管理者の管理とすることにも一定の合理性があるようにも思われる。しか

し、本件各施設は徳島市及び鳴門市にまたがり、距離的にも相当離れていること

から、同一の指定管理者とする必然性があるわけではない。 

また、本件各施設は、いずれも現在の指定管理者である財団法人徳島県スポー

ツ振興財団（以下「スポーツ振興財団」という。）に対して管理委託されていたも

のであり、指定管理移行時にもそのような事情に配慮したことがうかがわれる。

このような配慮は、従前管理者に対する優遇につながるものであり、考え方とし

ては疑問が残る。 

したがって、指定管理の対象施設の組み合わせについて、従前の管理状況にと

らわれることなく、管理の合理性等を客観的に検討して決定すべきである。 

 

② 本件各施設には、駐車場や遊具等の施設が併設されているが、これらの併設施

設は指定管理の対象とされていない。その理由は、これらの併設施設の所管課が、

本件各施設の所管課と別になっていることによるものと推測される。 

しかし、このように併設され、場合によっては本件各施設の利用に併せて利用

される可能性の高い施設が、所管課が異なるということから指定管理の対象から

外れたり、別の指定管理者によって管理されたりするのは不合理である。 

したがって、本件各施設とこれらの施設を一括して指定管理者の管理とするこ

とも考えるべきである。 

 

２ 選定手続 

 ① 選定委員の選定等（意見） 

本件各施設について、指定管理者選定委員会の委員の構成は、概要に記載した

とおり、８名の委員のうち、４名が内部委員（現職県職員）であり、全体の半分

を占めている。このような構成は、選定委員会による選定手続及び結果の公平性、

客観性に疑問を生じさせるおそれがある。 



 

 30 

特に、平成１８年度に本件各施設の指定管理者に応募し、現実に選定されたス

ポーツ振興財団は、当時の理事長職務代理者（副理事長）が県職員ＯＢであった

し、現在その理事長を現職副知事が兼任し、その他役員１０名中現職県職員が４

名、教職員ＯＢが３名となっている。このような関係に鑑みれば、その選定結果

の公平性、客観性にはやはり疑問を生じさせるおそれがある。 

さらに、指定管理者選定当時、本件各施設を所管していた徳島県教育委員会の

要項では、選定委員会の委員長を県職員である教育理事が就任する旨規定されて

いたが、このような規定のあり方も、選定結果の公平性、客観性に疑問を生じさ

せるおそれがある。 

また、４名の外部委員についても、各団体からの推薦を受けるなどの手続を経

たものではなく、県において個別に就任を依頼したものであって、その点でも公

平性、客観性に疑問がある。 

したがって、選定委員会は、公平性、客観性が確保される構成にすべきである。 

 

 ② 募集期間等（意見） 

本件各施設について、募集に関するスケジュールは、下記のとおりである。 

〔スケジュール〕 

平成１７年８月 ８日 募集要項公表 

    同月１５日 現地説明会参加申込締切 

    同月１７日 現地説明会実施 

  同年９月２２日 申請書類等提出期限 

上記スケジュールのうち、現地説明会は申請者にとって重要であるが、募集要

項公表後わずか７日で参加申込が締め切られ、そのわずか２日後には現地説明会

が実施されることになっており、当初からその予定を把握していない者にとって

は現地説明会自体に参加しづらい内容といわざるを得ない。 

また、申請書類等の提出期限は、募集要項公表後１ヶ月半となっており、この

日程も極めて厳しい。 

このようなタイトなスケジュールを組んだ場合、従前本件各施設の管理運営に

関与していた者が、そうでない者と比較して有利となることは明らかである。 

したがって、指定管理の対象となる施設の状況を初めて知ることになる者も含
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めて、各申請者が公平に申請準備ができるように、余裕を持った募集期間等のス

ケジュールにするなど、配慮すべきである。 

 

③ 本件各施設に関する情報提供（意見） 

本件各施設に関する情報については、募集要項及びその資料に記載されている

一定の内容のほか、現地説明会により、提供されることになる。しかし、上記の

とおり、現地説明会はわずかに１日であり、その情報提供の程度は極めて乏しい。

そうなると、やはり従前から本件各施設の管理運営に関与していた者とそうでな

い者との間で情報の質及び量に格差が生じることは明らかである。 

したがって、指定管理の対象となる施設の状況を初めて知ることになる者も含

めて、各申請者ができるだけ公平に情報を得られるように、現地説明会に十分な

時間を確保し、またその日程を複数回設け、さらにはその他施設や経営状況に関

する具体的な資料を提供するなど、十分に配慮すべきである。 

 

④ 審査基準について（意見） 

審査基準は、一応選定委員会に諮られるものの、事前に所管課にて既に作成済

みのものを提示し、選定委員会の了承を得るという手順で決められており、実際

の選定委員会での議事経過を見ても、原案がほとんど修正されることなく了承さ

れている。 

以上のような手順、経過は、選定委員会の機能の一部である審査基準作成の形

骸化を招き、ひいては、審査基準の公平性に疑問を抱かせることとなる。 

したがって、審査基準は、選定委員会の独立した意見が反映されるような手続

によって作成されるべきである。 

 

３ 指定管理の状況 

 ① 委託契約（意見） 

本件各施設に関する基本協定書では、第三者への委託契約については事前に県

の書面による承諾が必要とされているところ（基本協定書第１８条）、指定管理者

から県に提出された「徳島県蔵本公園、徳島県鳴門総合運動公園及び徳島県立中

央武道館管理運営業務体制報告書」には、委託業者名や委託業務内容を記載した
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一覧表が添付されているが、これだけでは委託額等具体的な委託契約の内容が把

握できない上、県の側がこの内容について個別に検討を加えて承諾した経過はう

かがわれない。 

指定管理者選定の手続が公平公正になされるべき趣旨に照らしても、委託契約

については、確実に県の承諾を得る手続を履行すべきである。 

また、委託先について、徳島県鳴門総合運動公園スポーツ施設では委託金額上

位１０契約中９契約が、徳島県蔵本公園スポーツ施設では委託金額上位１０契約

全てが、徳島県立中央武道館では委託契約全てが、管理委託時と指定管理移行後

で委託先が同一となっているところ、真実効率性を追求したものといえるのかと

いう点で、疑問が残る。 

したがって、委託契約の具体的な内容を事前に把握した上で承認すると共に、

指定管理者において、真実効率を追及した委託契約を締結しているのかを具体的

に確認すべきである。 

 

② 事業報告書について（意見） 

本件各施設について、指定管理者から提出された事業報告書には、指定管理者

自身の貸借対照表が添付されているが、平成１９年度のものとして県で保管され

ていた事業報告書に添付されていた貸借対照表と、外部監査人に対して指定管理

者から直接提出された貸借対照表は、その内容に違いがあった。 

そこで、所管課に確認したところ、指定管理者は貸借対照表を差し替えたよう

であるが、県が管理していた貸借対照表は差し替え前のままとなっていたとの説

明であった。 

この点、基本協定書では、事業報告書に、収支の状況や管理の実態を把握する

ために必要な事項を正確に記載して報告するようになっていることから言っても

（基本協定書第２７条２項）、事業報告書に添付された貸借対照表についても、指

定管理者は差し替えし次第速やかに県に報告すべきであるし、県としてもそのよ

うに指導すべきである。 

したがって、事業報告書等、収支や管理の実態に関する報告については、正確

な数字を提示させるよう指導することは当然であり、決算処理等の結果その内容

が変更された場合には、改めてその内容を提出させるべきである。 
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③ モニタリングについて（意見） 

本件各施設について、指定管理者からは書面で月次の報告がなされているが、

他方で、県のモニタリングは実施されておらず、指定管理者からの報告内容を検

証した形跡は窺われない。 

したがって、施設の利用状況については、報告される利用状況を精査して県自

らその真実性を確認すべきであるし、県自ら定期的にモニタリングを実施すべき

である。 

 

④ 施設全体の安全性等について（意見） 

本件各施設は、それぞれ供用開始時期が昭和２７年、昭和４４年、昭和６３年

であり、いずれの施設も築後相当の年数が経過している。 

本件各施設の修繕費として、県が１７００万円までを負担することとなってい

るが、施設の老朽化に伴う修繕必要箇所からすると１７００万円では全く不足す

る状態である。 

したがって、指定管理者が平成１８年度は６９４万円、平成１９年度は２６３

６万円もの修繕費を自己負担しており、所管課も十分認識しているようである。 

しかし、すでに述べたとおり、県自身はモニタリングを実施していないし、修

繕の必要性について具体的に確認した形跡もなく、本件各施設についての利便性

はもちろん、安全性についても十分な配慮がなされているのか、疑問なしとしな

い。 

このような状態は、広く住民の利用に供されるべき公の施設の、あるべき姿と

は言いがたい。 

なお、本件各施設についての申請が、スポーツ振興財団だけにとどまったのは、

老朽化に伴う修繕費の負担を負わせられかねないと危惧したことが影響した可能

性もある。 

そこで、本件各施設については、その安全性、利便性を十分に点検し、必要な

修繕等を速やかに実施すべきである。 
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徳島県立大鳴門橋架橋記念館（エディ）、徳島県立渦の道 

 

第１ 施設及び指定管理者等の概要 

１ 施設の概要 

【徳島県立大鳴門橋架橋記念館（エディ）】 

① 所在地 鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池 

② 根拠条例及び所管課 

条 例 徳島県立大鳴門橋架橋記念館の設置及び管理に関する条例 

所管課 商工労働部観光戦略局にぎわいづくり課 

③ 供用開始 昭和６０年４月２３日 

 ④ 施設概要，内容 

   施設規模 建築面積 1,003.57 ㎡、

延床面積 2,660.37 ㎡ 

主要施設 うずしお劇場（270 イン

チハイビジョン）、アド

ベンチャーシミュレー

ター「うず丸」等 

⑤ 指定管理前の管理状況 

   供用開始時から財団法人徳島県観光協会（供用開始時は組織統合前の財団法人

徳島県観光開発公社）に管理委託 

     平成１５年度から同１７年度までの管理委託費 

年度 委託料(円) 

 Ｈ１５  ７２，６１８，０００ 

 Ｈ１６ １１３，０００，０００ 

 Ｈ１７  ７２，３０２，９０９ 

⑥ 施設の利用状況 

   平成１５年度から同１９年度までの期間 

     利用人数及び利用料の推移 

年度 利用者数（人） 利用料金(円) 
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 Ｈ１５    ７７，２４１     ３９，９６７，３９０ 

 Ｈ１６    ７０，５１２     ３５，８３０，９５０ 

 Ｈ１７    ６９，３８７     ３５，７６８，１６０ 

 Ｈ１８    ６７，８８４     ３４，６８７，９５０ 

 Ｈ１９    ８６，３０３     ４２，９６６，３５０ 

 

【徳島県立渦の道】 

① 所在地 鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池 

② 根拠条例及び所管課 

条 例 徳島県立渦の道の設置及び管理に関する条例 

所管課 商工労働部観光戦略局にぎわいづくり課 

③ 供用開始 平成１２年４月２２日 

④ 施設概要，内容 

   施設規模 遊歩道総延長 約 480ｍ 

   主要施設 海面眺望床（強化ガラス）12 枚 

        遠隔操作カメラによる海峡風景の映像装置等 

⑤ 指定管理前の管理状況 

   供用開始時から財団法人徳島県観光協会に管理委託 

     平成１５年度から同１７年度までの管理委託費 

年度 委託料(円) 

 Ｈ１５  ９４，７５５，３４６ 

 Ｈ１６ １５０，９００，０００ 

 Ｈ１７ １０６，１３１，７８２ 

⑥ 施設の利用状況 

   平成１５年度から同１９年度までの期間 

     利用人数及び利用料の推移 

年度 利用者数（人） 利用料金(円) 

 Ｈ１５    ６５１，５３５    ２６１，７８５，９９０ 

 Ｈ１６    ５８９，６１２    ２４０，４８０，３１０ 
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 Ｈ１７    ５６１，６９４    ２３０，８９１，６４０ 

 Ｈ１８    ５９１，９１６    ２４０，７６９，６３０ 

 Ｈ１９    ５９７，６６０    ２４１，５７６，１４０ 

 

２ 指定管理者について 

① 名 称 株式会社ネオビエント・財団法人徳島県観光協会共同企業体 

② 代表者 指定管理開始当時 株式会社ネオビエント 代表取締役 中川眞明 

       現在       株式会社ネオビエント 代表取締役 竹内理津子 

③ 所在地 徳島市佐古４番町７番１号 

④ 設立時期 平成１７年９月１日 

⑤ 目 的 

徳島県が募集する徳島県立大鳴門橋架橋記念館及び徳島県立渦の道の指定管理

者制度に係る運営管理業務に関する事項を共同連帯して営む。 

⑥ 事業内容 

徳島県立大鳴門橋架橋記念館及び徳島県立渦の道の指定管理者制度に係る運営

管理業務 

⑦ 組織 

１）役員 

   〔株式会社ネオビエント〕 

代表取締役 １名 

取締役   ４名 

 監査役   １名 

〔財団法人徳島県観光協会〕 

理事長   １名 （常勤） 

副理事長  ２名 （非常勤） 

常務理事  １名 （常勤、県職員 OB） 

理事   １８名 （非常勤：現職県職員１名）  

監事    ２名 （非常勤） 

２）職員 

１３名（常勤１１名，非常勤２名）※パート，派遣職員含む 
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⑧ 出資者，寄付行為者別の出捐金額 

   〔株式会社ネオビエント〕 

    資本金     １０，０００，０００円 

   〔財団法人徳島県観光協会〕 

徳島県      ５，０００，０００円 

市町その他   １０，０００，０００円 

合計      １５，０００，０００円 

 

３ 指定管理者の選定について 

① 申請資格 

徳島県内に主な事務所（本店）を置いている法人等であることその他一定の事

項に該当しないこと 

② 指定管理者募集スケジュール 

平成１７年８月 ３日 募集要項の公表 

平成１７年８月 ３日 関係書類の配布開始 

平成１７年８月 ８日 現地説明会参加申込締切 

平成１７年８月 ９日 現地説明会の開催（参加者数・９団体） 

平成１７年８月３１日 関係書類の配布終了 

平成１７年９月２０日 申請書類の受付 

平成１７年９月３０日 申請書類の提出の締切 

③ 審査方法 

１）選定委員の構成 

       外部内部の別と役職名 

区分 役職名 

外部 四国大学教授 

外部 徳島県観光審議会委員 

外部 徳島県経済再生戦略会議委員 

外部 公認会計士 

内部 商工労働部長 
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内部 交流推進局次長 

内部 観光交流課長 

内部 交流施設課長 

２）選定委員会の開催状況 

第１回選定委員会 平成１７年 ７月２８日 

             募集要項及び審査基準の決定（所要時間２時間） 

第２回選定委員会 平成１７年１０月１１日 

                指定管理候補者の決定（所要時間５時間） 

３）プレゼン・面接の実施状況 

なし 

④ 審査基準及び配点 

審査項目 配点 

県民の平等な利用の確保と施設の効用の最大限の発揮 

・施設の管理運営方針 

・利用者ニーズの把握・分析と利用促進 

・自主事業 

３５ 

効率的な管理運営（経済性の追求） 

・収支計画 
２５ 

安定した管理のための人的・物的経営基盤の状況 

・適正な維持管理 

・管理運営体制 

  安全管理 

・環境への配慮 

３０ 

地域との連携や地域貢献度 

・地域への貢献 

・地域との連携 

１０ 

計 １００ 

⑤ 選定結果 

団体名 得点 
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（指定管理者）株式会社ネオビエント及び財団法人

徳島県観光協会共同企業体 
８６．２５点 

Ａ団体 ６５．８７点 

 Ｂ団体 ６０．９８点 

 

４ 指定管理の内容について 

① 指定管理期間 

平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日まで（３年間） 

② 納付金実績額 

   平成１８年度  １２２，７２１，１４０円 

   平成１９年度  １１８，２１８，１２０円 

 

 

第２ 指摘及び意見 

１ 選定手続 

 ① 選定委員の選定等（意見） 

本件各施設について、指定管理者選定委員会の委員の構成は、概要に記載した

とおり、８名の委員のうち、４名が内部委員（現職県職員）であり、全体の半分

を占めている。このような構成は、選定委員会による選定手続及び結果の公平性、

客観性に疑問を生じさせるおそれがある。 

また、４名の外部委員についても、各団体からの推薦を受けるなどの手続を経

たものではなく、県において個別に就任を依頼したものであって、その点でも公

平性、客観性に疑問がある。 

したがって、選定委員会は、公平性、客観性が確保される構成にすべきである。 

 

 ② 募集期間等（意見） 

本件各施設について、募集に関するスケジュールは、下記のとおりである。 

〔スケジュール〕 

平成１７年８月 ３日 募集要項公表 

    同月 ８日 現地説明会参加申込締切 
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    同月 ９日 現地説明会実施 

  同年９月３０日 申請書類等提出期限 

上記スケジュールのうち、現地説明会は申請者にとって重要であるが、募集要

項公表後わずか５日で参加申込が締め切られ、そのわずか１日後には現地説明会

が実施されることになっており、当初からその予定を把握していない者にとって

は現地説明会自体に参加しづらい内容といわざるを得ない。 

また、申請書類等の提出期限は、募集要項公表後２ヶ月弱となっており、この

日程も極めて厳しい。 

このようなタイトなスケジュールを組んだ場合、従前本件各施設の管理運営に

関与していた者が、そうでない者と比較して有利となることは明らかである。 

この点、本件各施設については、すでに述べたとおり、現地説明会に参加した

団体数９団体に対して、実際に申請した団体は３団体にとどまった。この結果は、

上記スケジュールが、新規参入者にとって厳しいものであったことが影響したと

も考えられる。 

したがって、指定管理の対象となる施設の状況を初めて知ることになる者も含

めて、各申請者が公平に申請準備ができるように、余裕を持った募集期間等のス

ケジュールにするなど、配慮すべきである。 

 

③ 本件各施設に関する情報提供（意見） 

本件各施設に関する情報については、募集要項及びその資料に記載されている

一定の内容のほか、現地説明会により、提供されることになる。 

しかし、上記のとおり、現地説明会はわずかに１日であり、その情報提供の程

度は極めて乏しい。そうなると、やはり従前から本件各施設の管理運営に関与し

ていた者とそうでない者との間で情報の質及び量に格差が生じることは明らかで

ある。 

そして、本件各施設について、実際に申請をした団体が３団体にとどまったこ

とはすでに述べたとおりであるが、先に述べたスケジュール等の条件に加え、本

件各施設に関する情報の格差もあって、このような結果になってしまった可能性

もある。 

したがって、指定管理の対象となる施設の状況を初めて知ることになる者も含
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めて、各申請者ができるだけ公平に情報を得られるように、現地説明会に十分な

時間を確保し、またその日程を複数回設け、さらにはその他施設や経営状況に関

する具体的な資料を提供するなど、十分に配慮すべきである。 

 

④ 審査基準について（意見） 

１）審査基準は、一応選定委員会に諮られるものの、事前に所管課にて既に作成

済みのものを提示し、選定委員会の了承を得るという手順で決められており、

実際の選定委員会での議事経過を見ても、原案が全く修正されることなく了承

されている。 

以上のような手順、経過は、選定委員会の機能の一部である審査基準作成の

形骸化を招き、ひいては、審査基準の公平性に疑問を抱かせることとなる。 

したがって、審査基準は、選定委員会の独立した意見が反映されるような手

続によって作成されるべきである。 

 

２）また、本件各施設の審査基準は、所管課の提案により、県全体の基準と比較

して、下記の項目の配点を下記のとおり変更した。 

 

    審査項目             全体の基準 変更後の基準 

・県民の平等な利用の確保と      ３０点 →  ３５点 

施設の効用の最大限の発揮 

・効率的な管理運営（経済性の追求）  ３０点 →  ２５点 

 

この点、本件各施設のような有料施設において、「効率的な管理運営（経済性

の追求）」が重要であることは明らかであり、これに対する配点を県全体の基準

から下げること、１００点満点中わずか２５点にとどめてしまうことには疑問

がある。また、平成１７年２月に、県人事課が本件各施設を含む公の施設の見

直しを検討した結果によれば、本件各施設のうちエディに関する留意事項とし

て、「施設維持費に比べ使用料収入が少なく、一般会計の負担が大きいので、経

費削減を図る。」とされている。この点に鑑みても、むしろ「効率的な管理運営

（経済性の追求）」を重視してその配点を高く設定すべきであって、逆に配点を
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低くしたことは妥当性を欠く。 

しかも、「効率的な管理運営（経済性の追求）」については、所管課が提案し

た点数の計算方法により、機械的に算出されることとされ、各選定委員による

裁量の余地はない。この点、募集要項に添付された審査基準では、「審査の視点」

として、「管理運営に係る県の負担額について将来にわたって、削減が期待でき

るか。」「収支の内容が適正かつ実現可能であるか。」との内容が記載されている

が、上記計算方法によって機械的に算出されるという審査の手法は、この「審

査の視点」と整合しないように思われる。 

したがって、審査基準の内容の決定や変更は、当該施設の性質を踏まえて慎

重になされるべきであり、特に有料施設について、安易に経済性を軽視するよ

うな決定、変更をすべきではない。また、審査基準は各選定委員の裁量を尊重

する方法を採用すべきである。 

 

⑤ 審査方法について（意見） 

本件各施設について、具体的な審査は、書類審査のみであり、面接等は実施さ

れていない。 

しかし、書類審査のみで各選定委員がそれぞれの申請者の意向をどの程度把握

し、イメージできるか、疑問であるし、申請者の側としても、直接自己の意向を

説明したいという希望を有している可能性もある。 

また、面接等を公開して実施すれば、審査過程が客観的なものとなり、その公

正性が担保されるというメリットもある。 

したがって、面接等を公開して実施するなど、申請者の意向を具体的に把握し、

また審査過程の客観性を確保できる審査方法を積極的に採用するべきである。 

 

２ 基本協定書等の内容 

 修繕費について（意見） 

本件各施設に要する修繕費について、基本的には、大規模修繕は県の負担、それ

以外の修繕は指定管理者の負担とされている（基本協定書第２６条）。 

しかしこのような抽象的な規定では、具体的に修繕の必要が生じた場合に、それ

が大規模修繕であるか否かが必ずしも明確でないことも十分に考えられる。 
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そのため、事後に県と指定管理者との間で意見が食い違うおそれがあるし、指定

管理者募集段階においても、申請の意向を持つ団体が、そのような事態を懸念して

申請を躊躇する可能性もある。 

したがって、修繕費の負担については、もっと明確な規定の導入を検討すべきで

ある。 

 

３ 指定管理の状況 

 ① 委託契約（意見） 

本件各施設に関する基本協定書では、第三者への委託については事前に県の書

面による承諾が必要とされているところ（基本協定書第１８条）、指定管理者から

県に提出された「徳島県立大鳴門橋架橋記念館及び徳島県立渦の道管理運営業務

体制報告書」には、委託業者名や委託業務内容を記載した一覧表が添付されてい

るが、これだけでは委託金額等具体的な委託契約の内容が把握できない上、県の

側がこの内容について個別に検討を加えて承諾をした経過はうかがわれない。 

委託契約の内容については、指定管理者選定の手続が公平公正になされるべき

趣旨に照らしても、確実に承諾を得る手続を履行すべきである。 

また、委託先について、委託金額上位１０契約中６契約が、管理委託時と指定

管理移行後で委託先が同一となっている上、上位１０契約のうち８契約が一者随

意契約にて締結しているところ、真実効率性を追求したものといえるのかという

点で、疑問が残る。 

したがって、委託契約の具体的な内容を事前に把握した上で承認すると共に、

指定管理者において、真実効率を追及した委託契約を締結しているのかを具体的

に確認し、委託契約は原則として入札か相見積もりによって締結するよう、指導

すべきである。 

 

② 事業報告書について（指摘） 

本件各施設については、指定管理料の支払いはなく、指定管理者が本件各施設

の利用料金を自己の収入として収受できるという、利用料金制が採用されている

（基本協定書第２３条）。 

１）本件各施設について、指定管理者から提出された事業報告書のうち、平成１
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８年度のものとして県で保管されていた書面に記載されていた収支の内容は、

下記のとおりであった。 

〔記載内容〕 

 利用料収入  渦の道  240,769,630円（税抜き 229,304,410円） 

        エディ   34,687,950円（税抜き  33,036,142円） 

        小計   275,457,580円（税抜き 262,340,552円） 

 運営経費   全体   270,592,310円（税抜き 259,287,360円） 

しかし、上記のような概括的な内容では、経費の内訳が不明であり、その具

体的な事業状況を把握することができない。 

 

２）また、本件各施設について、指定管理者から提出された事業報告書のうち、

平成１９年度のものとして県が保管していた書面に記載されていた収支の内容

は、概要下記のとおりであった。 

〔事業報告書の内容〕          （単位 千円） 

 収入      利用料収入   ２８４，４１６ 

         自主事業収入      １２７ 

         計       ２８４，５４３ 

 支出      県納付金     ９５，３４２ 

         県上乗せ納付金  ２２，８７８ 

         寄付金       １，０１０ 

         固定費      ９１，３０５ 

         運営費      ３４，２０８ 

         維持管理費    ３９，８００ 

         計       ２８４，５４３ 

この点、収支の内容は当初見込みとの対比形式となっていたが、当初見込み

では相当程度の利益が発生していること、また、指定管理者の決算書でも利益

が計上されていることからして、上記のとおり収支（利益）０というのは不自

然であった。そこで、所管課に確認したところ、上記収支内容は誤りであり、

概要下記のとおりの内容の収支を提示した。 

〔新たに提示した収支の内容〕      （単位 千円） 
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 収入      指定管理料   ２８４，４１６ 

         自主事業収入      １２７ 

         計       ２８４，５４３ 

 支出      県納付金     ９５，３４１ 

         県上乗せ納付金  ２２，８７７ 

         寄付金       １，０１０ 

         固定費      ８３，８６４ 

         運営費      ２９，２６２ 

         維持管理費    ３７，３３３ 

         計       ２６９，６８７ 

    県に保管されている事業報告書と新たに提出された収支内容との間には支出

額合計で１５００万円近い違いがある。 

この点、事業報告書では、当初見込みほど利益が出なかった原因として、各

支出項目の備考欄に「積算ほど契約金額が下がらなかったため」といった記載

がされているが、提示された新たな収支の内容では、当初見込みと同額の金額

に戻されており、なぜこのような備考欄の記載がなされたのか、その意図は不

明であるが、不適切であることは間違いない。 

３）このように、事業報告の内容が極めて概括的で具体的な事業状況が把握でき

ないようなものであったり、ましてや事業報告の内容が事実に反するものであ

ったりするという状況は、それ自体極めて重大な問題である。 

さらに、実際には本件各施設の管理運営については相当程度の利益が出てい

るにもかかわらず、その事実を県が把握できないこととなり、加えて、今後指

定管理へ新規に申請を検討しようとする者に対して事実に反する情報を与え、

その参入を妨げる結果にもなりかねない。 

今年度、平成２１年４月から平成２４年３月までを指定期間とする指定管理

者の募集が実施されたが、その参考資料として提示された「平成１８～２０年

度の管理運営費の状況」に記載された管理運営経費の金額は、誤った数字に基

づいて作成されていた。したがって、新規に申請を検討しようとしていた者は、

この誤った収支の状況に基づいて申請するか否かを判断することになる。ちな

みに今回の募集状況では、現在の指定管理者以外には申請者がなかったが、適
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正な情報が開示されていなかったことが影響した可能性も否定できない。 

平成１８年度の事業報告書については、その内容が概括的で具体的な事業状

況が把握できないようなものであることは直ちに分かるものであるし、平成１

９年度の事業報告書についても、所管課は直ちに新たな収支の内容を提出した

経緯から言って、その内容の確認は容易であったという他はない。それにもか

かわらず、上記のような問題の大きい事業報告書の内容につき、何ら指導する

ことなく放置してあった対応には、強い疑問がある。 

 

〔指摘事項〕 

事業報告書等、収支に関する報告については、具体的、かつ正確な数字を提

示させるよう指導することは当然として、その数字が正確なものであるか否か

について、当該指定管理者の決算書を精査するなどして県自らその真実性を確

認すべきである。 

 

③ モニタリングについて（意見） 

前に述べたとおり、本件各施設については利用料金制が採用されており、指定

管理者は県に対して、３年間で総額２億８７２８万１０５０円の固定納付金を支

払うこと（基本協定書第９条１項）、各年度の利用料金収入の額が指定管理者が応

募の際に提案した収入見込み額を上回った場合には、その上回った額の２分の１

を上乗せ納付金として支払うこととされている（同条２項）。 

そして、平成１８年度と同１９年度には、いずれも利用料金収入が基準額を上

回ったことから、上乗せ納付金が支払われている。 

このように、本件各施設における利用料金収入の額は、県に対する納付金合計

額に直結するものであり、その正確な把握は必要不可欠である。 

ところが、利用料金収入の内容について、県は指定管理者から提出される月次

報告書あるいは事業報告書の内容から把握するだけであり、それ以上に具体的な

収入状況についての確認をしていない。このような対応では、仮に指定管理者が

利用料金収入を実際よりも少なく申告したとしても、県はこれに気づかないであ

ろうし、その結果県に対する納付金合計額が不当に減額されてしまう懸念がある。 

したがって、特に県への納付金額が利用料金収入額によって上下する規定とな
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っている場合には、県自ら指定管理者の利用料金収入の状況について具体的な確

認をすべきである。 
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徳島県立出島野鳥公園 

 

第１ 施設及び指定管理者等の概要 

１ 施設の概要 

【徳島県立出島野鳥公園〕 

 ① 所在地 徳島県阿南市那賀川町苅屋５９２－１ 

② 根拠条例及び所管課  

条 例 徳島県立出島野鳥公園の設置及び管理に関する条例等 

所管課 商工労働部観光戦略局にぎわい

づくり課 

③ 供用開始 平成１２年６月１６日 

④ 施設概要、内容  

   施設規模 敷地面積約 10ha・野鳥園約

9ha・多目的広場約 1ha 

主要施設 学習舎・観察小屋（２箇所）・

テニスコート（２面）・多目的

広場休憩所 

⑤ 指定管理前の管理状況 

供用開始時から株式会社コート・ベール

徳島に管理委託 

      平成１５年度から同１７年度までの管理委託費 

年度 委託料(円) 

Ｈ１５ ７，２００，０００ 

Ｈ１６ ７，２００，０００ 

Ｈ１７ ７，２００，０００ 

⑥ 施設の利用状況 

平成１５年度から同１９年度までの期間 

      利用人数及び利用料の推移（利用人数 野鳥園＋テニスコート）   

年度 利用者数（人） 利用料金(円) 
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Ｈ１５ ６，１８８ ４４２，８００ 

Ｈ１６ ５，８３５ ４５０，３００ 

Ｈ１７ ５，６６０ ４１７，９００ 

Ｈ１８ ５，３３３ ４１１，０００ 

Ｈ１９ ５，０６３ ３８６，１００ 

 

２ 指定管理者について 

① 名 称 株式会社コート・ベール徳島 

② 代表者 指定管理開始当時 代表取締役 下川邉 耕三（常勤） 

       現在       代表取締役 六車 洋二郎（常勤） 

③ 所在地 徳島県阿南市那賀川町みどり台１番地の１ 

④ 設立時期 平成５年１２月２７日 

⑤ 目的   ゴルフ場の経営等 

⑥ 事業内容 ゴルフ場の経営及び管理 

⑦ 組織 

１）役員 

代表取締役 ３名（常勤１名、非常勤２名：うち現職県職員１名） 

取締役   ２名（非常勤２名：うち現職県職員１名） 

監査役   ２名（常勤１名 県警 OB、非常勤１名） 

２）職員 

２０人（うち常勤１９名） 

⑧ 出資者、寄付行為者別の出捐金額 

  徳島県   ３，１７６，９００，０００円 

  市その他  １，８７８，７００，０００円 

  合計    ５，０５５，６００，０００円 

 

３ 指定管理者の選定について 

① 申請資格 

徳島県内に主な事務所（本店）を置いている法人等であること等その他一定の

事項に該当しないこと 
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② 指定管理者募集スケジュール 

平成１７年８月 ４日 募集要項の公表 

平成１７年８月 ４日 関係書類の配布開始 

平成１７年８月 ９日 現地説明会参加申込締切 

平成１７年８月１１日 現地説明会の開催（参加者数・４団体） 

平成１７年８月３１日 関係書類の配布終了 

平成１７年９月２０日 申請書類の受付 

平成１７年９月３０日 申請書類の提出の締切 

③ 審査方法 

１）選定委員の構成 

       外部内部の別と役職名 

 区分 役職名 

 外部 四国大学教授 

 外部 徳島県観光審議会委員  

 外部 徳島県経済再生戦略会議委員 

 外部 公認会計士  

 内部 商工労働部長  

 内部 交流推進局次長  

 内部 観光交流課長 

 内部 交流施設課長 

２）選定委員会の開催状況 

第１回選定委員会 平成１７年 ７月２８日 

募集要項及び審査基準の決定（所要時間２時間） 

第２回選定委員会 平成１７年１０月１１日 

                 指定管理候補者の決定（所要時間５時間） 

３）プレゼン・面接の実施状況 

なし 

④ 審査基準及び配点 

    審査項目     配点 
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県民の平等な利用の確保と施設の効用の最大限の発揮 

・施設の管理運営方針 

・利用者ニーズの把握・分析と利用促進 

・自主事業 

３５ 

効率的な管理運営（経済性の追求） 

・収支計画 
２５ 

安定した管理のための人的・物的経営基盤の状況 

・適正な維持管理 

・管理運営体制 

  安全管理 

・環境への配慮 

３０ 

地域との連携や地域貢献度 

・地域への貢献 

・地域との連携 

１０ 

  計 １００ 

⑤ 選定結果    

                   団体名      得点 

（指定管理者）株式会社コート・ベール徳島 ７８．６２点 

A団体 ５８．３１点 

B団体 ５３．２６点 

 

４ 指定管理の内容について 

① 指定管理期間 

     平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日まで（３年間） 

② 指定管理料実績額 

   平成１８年度  ５，７７５，０００円 

   平成１９年度  ５，７７５，０００円 
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第２ 指摘及び意見 

１ 指定管理の基本的な内容（意見） 

本施設は、有料施設も含めて「利用料金制」も「報奨金制」も採用していない。 

この点、利用料金制あるいは報奨金制の趣旨は、収入実績や対象施設の利用実績

に応じて指定管理者の利益が増加することにより、指定管理者にインセンティブを

与え、より効率的な管理運営や施設利用の充実を図ることにある。 

そして、本施設については、後記のとおり、その利用状況が不十分であることに

鑑みれば、特にその利用の充実を図る必要性が高い。 

したがって、本施設については、利用料金制あるいは報奨金制その他指定管理者

にインセンティブを与える制度を導入するなど、施設利用の充実を図るための具体

的な方策を検討すべきである。 

 

２ 選定手続 

 ① 選定委員の選定等（意見） 

本施設について、指定管理者選定委員会の委員の構成は、概要に記載したとお

り、８名の委員のうち、４名が内部委員（現職県職員）であり、全体の半分を占

めている。このような構成は、選定委員会による選定手続及び結果の公平性、客

観性に疑問を生じさせるおそれがある。 

また、４名の外部委員についても、各団体からの推薦を受けるなどの手続を経

たものではなく、県において個別に就任を依頼したものであって、その点でも公

平性、客観性に疑問がある。 

したがって、選定委員会は、公平性、客観性が確保される構成にすべきである。 

 

 ② 募集期間等（意見） 

本施設について、募集に関するスケジュールは、下記のとおりである。 

〔スケジュール〕 

平成１７年８月 ４日 募集要項公表 

    同月 ９日 現地説明会参加申込締切 

    同月１１日 現地説明会実施 

 同年９月３０日 申請書類等提出期限 
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上記スケジュールのうち、現地説明会は申請者にとって重要であるが、募集要

項公表後わずか５日で参加申込が締め切られ、そのわずか２日後には現地説明会

が実施されることになっており、当初からその予定を把握していない者にとって

は現地説明会自体に参加しづらい内容といわざるを得ない。 

また、申請書類等の提出期限は、募集要項公表後２ヶ月弱となっており、この

日程も極めて厳しい。 

このようなタイトなスケジュールを組んだ場合、従前本施設の管理運営に関与

していた者が、そうでない者と比較して有利となることは明らかである。 

したがって、指定管理の対象となる施設の状況を初めて知ることになる者も含

めて、各申請者が公平に申請準備ができるように、余裕を持った募集期間等のス

ケジュールにするなど、配慮すべきである。 

 

③ 本施設に関する情報提供（意見） 

本施設に関する情報については、募集要項及びその資料に記載されている一定

の内容のほか、現地説明会により、提供されることになる。 

しかし、上記のとおり、現地説明会はわずかに１日であり、その情報提供の程

度は極めて乏しい。そうなると、やはり従前から本施設の管理運営に関与してい

た者とそうでない者との間で情報の質及び量に格差が生じることは明らかである。 

したがって、指定管理の対象となる施設の状況を初めて知ることになる者も含

めて、各申請者ができるだけ公平に情報を得られるように、現地説明会に十分な

時間を確保し、またその日程を複数回設け、さらにはその他施設や経営状況に関

する具体的な資料を提供するなど、十分に配慮すべきである。 

 

④ 審査基準について（意見） 

１）審査基準は、一応選定委員会に諮られるものの、事前に所管課にて既に作成

済みのものを提示し、選定委員会の了承を得るという手順で決められており、

実際の選定委員会での議事経過を見ても、原案が全く修正されることなく了承

されている。 

以上のような手順、経過は、選定委員会の機能の一部である審査基準作成の

形骸化を招き、ひいては、審査基準の公平性に疑問を抱かせることとなる。 
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したがって、審査基準は、選定委員会の独立した意見が反映されるような手

続によって作成されるべきである。 

 

２）また、本施設の審査基準は、所管課の提案により、県全体の基準と比較して、

下記の項目の配点を下記のとおり変更した。 

 

    審査項目             全体の基準 変更後の基準 

・県民の平等な利用の確保と      ３０点 →  ３５点 

施設の効用の最大限の発揮 

・効率的な管理運営（経済性の追求）  ３０点 →  ２５点 

 

この点、本施設のように一部有料施設がある場合、「効率的な管理運営（経済

性の追求）」が重要であることは明らかであり、これに対する配点を県全体の基

準から下げること、１００点満点中わずか２５点にとどめてしまうことには疑

問がある。 

しかも、「効率的な管理運営（経済性の追求）」については、所管課が提案し

た点数の計算方法により、機械的に算出されることとされ、各選定委員による

裁量の余地はない。この点、募集要項に添付された審査基準では、「審査の視点」

として、「管理運営に係る県の負担額について将来にわたって、削減が期待でき

るか。」「収支の内容が適正かつ実現可能であるか。」との内容が記載されている

が、上記計算方法によって機械的に算出されるという審査の手法は、この「審

査の視点」と整合しないように思われる。 

したがって、審査基準の内容の決定や変更は、当該施設の性質を踏まえて慎

重になされるべきであり、特に有料施設について、安易に経済性を軽視するよ

うな決定、変更をすべきではない。また、審査基準は各選定委員の裁量を尊重

する方法を採用すべきである。 

 

 ⑤ 審査方法について（意見） 

本施設について、具体的な審査は、書類審査のみであり、面接等は実施されて

いない。 
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しかし、書類審査のみで各選定委員がそれぞれの申請者の意向をどの程度把握

し、イメージできるか、疑問であるし、申請者の側としても、直接自己の意向を

説明したいという希望を有している可能性もある。 

また、面接等を公開して実施すれば、審査過程が客観的なものとなり、その公

正性が担保されるというメリットもある。 

したがって、面接等を公開して実施するなど、申請者の意向を具体的に把握し、

また審査過程の客観性を確保できる審査方法を積極的に採用するべきである。 

 

３ 基本協定書等の内容 

 修繕費について（意見） 

本施設に要する修繕費について、基本的には、大規模修繕は県の負担、それ以外

の修繕は指定管理者の負担とされている（基本協定書第２６条）。 

しかしこのような抽象的な規定では、具体的に修繕の必要が生じた場合に、それ

が大規模修繕であるか否かが必ずしも明確でないことも十分に考えられる。 

そのため、事後に県と指定管理者との間で意見が食い違うおそれがあるし、指定

管理者募集段階においても、申請の意向を持つ団体が、そのような事態を懸念して

申請を躊躇する可能性もある。 

したがって、修繕費の負担については、もっと明確な規定の導入を検討すべきで

ある。 

 

４ 指定管理の状況 

① 委託契約（意見） 

本施設に関する基本協定書では、第三者への委託契約については事前に県の書

面による承諾が必要とされているところ（基本協定書第１８条）、指定管理者から

県に提出された「徳島県立出島野鳥公園管理運営業務体制報告書」には、委託業

者名や委託業務内容を記載した一覧表が添付されているが、これだけでは委託額

等具体的な委託契約の内容が把握できない上、県の側がこの内容について個別に

検討を加えて承諾した経過はうかがわれない。 

指定管理者選定の手続が公平公正になされるべき趣旨に照らしても、委託契約

については、確実に県の承諾を得る手続を履行すべきである。 
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また、委託契約は、その全てが管理委託時と指定管理移行後で委託先が同一と

なっているところ、真実効率性を追求したものといえるのかという点で、疑問が

残る。 

したがって、委託契約の具体的な内容を事前に把握した上で承認すると共に、

指定管理者において、真実効率を追及した委託契約を締結しているのかを具体的

に確認すべきである。 

 

② モニタリングについて（意見） 

１）本施設の利用状況につき、指定管理者はすでに述べたとおりの内容を報告し

ているが、その利用者数の具体的な把握の方法は、学習舎とテニスコートの利

用者数を合算して算出するというものであり、これらの施設を利用していない

利用者についてはカウントしていない。 

その意味で、その報告内容は実態とは明らかなズレがあると思われる。 

２）また、利用者に対するアンケートを行っているようであるが、アンケートは

本施設とは全く別施設であるゴルフ場に備え置かれているため、その回収状況

は良くないとのことである。 

３）さらに、県のモニタリングは、所管課は行っていると説明するものの、平成

１８年度、同１９年度にはその結果を全く書面化しておらず、その内容が全く

把握できないし、今後の引継もできない。 

また、平成２０年度に実施したモニタリングのうち２回については報告書面

が作成されているが、その内容は後記の管理の実情に対する問題意識が全く示

されていない。 

４）このように、利用状況や管理の実情を正確に把握しておらず、またその問題

点を意識していないことが、後記の管理の実情に対する問題を放置する結果に

つながっているといえる。 

したがって、指定管理者に対して本施設の利用状況を正確に把握するよう指

導することはもちろん、本施設については県自らモニタリングを徹底して行い、

本施設の管理の実情を理解し、その問題点を改善するよう指導すべきである。 

 

③ 管理の実情（指摘） 
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１）本施設は、学習舎、西観察舎、東観察舎、駐車場、テニスコートによって構

成されている。 

   利用者は、まず駐車場に車両を駐車し、フェンス扉の設置された入口を通っ

て学習舎に至り、さらに観察路を通って西観察舎や東観察舎まで進むなどして、

野鳥を観察するようになっている。 

   テニスコートは学習舎等からは離れた場所にある。 

   トイレは、学習舎内にのみ設置されている。 

２）ところが、駐車場から学習舎までの間のフェンス扉は常時閉じられたままで

あり、利用者はフェンス扉の脇のわずかなすき間を通り抜けて園内に入らなけ

ればならない。しかも、本施設には管理者は常駐しておらず、フェンス扉の外

側には何らの案内もないため、初めて訪れる者からすれば、本施設が開園して

いるとは到底思えない状態となっている。 

なお、本施設のパンフレットには、車いすでの利用が可能である旨の記載が

あるが、そもそも車いすでフェンス扉脇のすき間を通り抜けることは通常不可

能である。 

３）また、学習舎は無料で利用できるようになっているが、常時施錠されており、

その鍵は全く別施設であるゴルフ場のフロントまで移動して借りなければなら

ないシステムになっている。 

しかも、本施設の駐車場からゴルフ場までは１．５ｋｍの距離があり、車両

にて移動する必要がある。 

そして、すでに述べたとおり、本施設ではトイレは学習舎にしか設置されて

いないため、鍵を借りなければトイレも利用できないという状態である。 

４）さらに、観察路も各観察舎も、よく手入れ、管理されているとは言えず、夏

場は雑草が覆い繁って通行すら困難であるし、常時蜘蛛の巣が張り、また設置

されているいすも著しく破損しているなど、一般の利用者が通行、使用するの

に適した状態からはほど遠いと言わざるをえない。 

５）本施設の利用状況把握のあり方は、前述のとおり問題があるが、少なくとも

指定管理者が報告する利用状況は下記のとおりであるところ、指定管理後にそ

の利用状況が改善された様子はない。 
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利用者数（人）         利用料金（円） 

Ｈ１５    ６，１８８          ４４２，８００ 

Ｈ１６    ５，８３５          ４５０，３００ 

Ｈ１７    ５，６６０          ４１７，９００ 

Ｈ１８    ５，３３３          ４１１，０００ 

Ｈ１９    ５，０６３          ３８６，１００ 

６）以上のような管理の実情は、コスト削減のみを優先し、利用者の立場、便宜

を考えての管理とは言いがたい。 

 

  〔指摘事項〕 

本施設については、特に利用者の立場に立った管理、運営を行うよう、徹底

して指導し、その利用の充実を図るべきである。 
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徳島県立産業観光交流センター（アスティとくしま） 

 

第１ 施設及び指定管理者の概要等 

１ 施設の概要 

【徳島県立産業観光交流センター（アスティとくしま）】 

① 所在地 徳島市山城町東山傍示１－１ 

② 根拠条例及び所管課 

条 例 徳島県立産業観光交流センターの設置及び管理に関する条例 

所管課 商工労働部観光戦略局にぎわいづくり課 

③ 供用開始 昭和４３年１月１１日 

④ 施設概要、内容  

   施設規模 敷地面積約 5.4ha・

建 築 面 積 12,336

㎡ ・ 延 べ 床 面 積

22,385㎡ 

主要施設 多目的ホール・会議

室(8 室)・多目的広

場等 

⑤ 指定管理前の管理状況 

供用開始時から財団法人徳島県観光協会に管理委託 

平成１５年度から同１７年度までの管理委託費 

年度 委託料(円) 

Ｈ１５ ５１２，２７３，２１９ 

Ｈ１６ ５４６，３０５，１１０ 

Ｈ１７ ３６１，００５，０８８ 

⑥ 施設の利用状況 

平成１５年度から同１９年度までの期間 

      利用料の推移  

年度 利用料金(円) 
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Ｈ１５ １９０，２２７，８２５ 

Ｈ１６ １８９，１５０，６８６ 

Ｈ１７ １２１，１４５，６２１ 

Ｈ１８ １４２，７６３，１８８ 

Ｈ１９ １７０，７８８，０７２ 

 

２ 指定管理者について 

① 名 称 財団法人徳島県観光協会 

② 代表者 指定管理開始当時 理事長 清重泰孝（常勤） 

      現在       理事長 清重泰孝（常勤） 

③ 所在地 徳島市山城町東山傍示１ 

④ 設立時期 平成４年４月１日 

⑤ 目的   観光振興等    

⑥ 事業内容 観光事業の調査研究・ＰＲ等 

⑦ 組織 

１）役員 

理事長   １名 （常勤） 

副理事長  ２名 （非常勤） 

常務理事  １名 （常勤、県職員 OB） 

理事   １８名 （非常勤：現職県職員１名）  

監事    ２名 （非常勤） 

２）職員 

  ２４名（常勤、うち県からの派遣２名） 

⑧ 出資者、寄付行為者別の出捐金額  

徳島県      ５，０００，０００円 

市町その他   １０，０００，０００円 

合計      １５，０００，０００円 

 

３ 指定管理者の選定について 

① 申請資格 
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徳島県内に主な事務所（本店）を置いている法人等であることその他一定の事

項に該当しないこと 

② 指定管理者募集スケジュール 

平成１７年８月 ４日 募集要項の公表 

平成１７年８月 ４日 関係書類の配布開始 

平成１７年８月 ８日 現地説明会参加申込締切 

平成１７年８月 ９日 現地説明会の開催（参加者数・１８団体） 

平成１７年８月３１日 関係書類の配布終了 

平成１７年９月２０日 申請書類の受付 

平成１７年９月３０日 申請書類の提出の締切 

③ 審査方法 

１）選定委員の構成 

       外部内部の別と役職名 

 区分 役職名 

 外部 四国大学教授 

 外部 徳島県観光審議会委員  

 外部 徳島県経済再生戦略会議委員 

 外部 公認会計士  

 内部 商工労働部長  

 内部 交流推進局次長  

 内部 観光交流課長 

 内部 交流施設課長 

２）選定委員会の開催状況 

第１回選定委員会 平成１７年 ７月２８日 

募集要項及び審査基準の決定（所要時間２時間） 

第２回選定委員会 平成１７年１０月１１日 

指定管理候補者の決定（所要時間５時間） 

３）プレゼン・面接の実施状況 

なし 
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④ 審査基準及び配点 

    審査項目     配点 

県民の平等な利用の確保と施設の効用の最大限の発揮 

・施設の管理運営方針 

・利用者ニーズの把握・分析と利用促進 

・自主事業 

３５ 

効率的な管理運営（経済性の追求） 

・収支計画 
２５ 

安定した管理のための人的・物的経営基盤の状況 

・適正な維持管理 

・管理運営体制 

  安全管理 

・環境への配慮 

３０ 

地域との連携や地域貢献度 

・地域への貢献 

・地域との連携 

１０ 

  計 １００ 

⑤ 選定結果    

団体名 得点 

（指定管理者）財団法人徳島県観光協会   ８１．８８点 

 

４ 指定管理の内容について 

① 指定管理期間 

   平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで（５年間） 

② 指定管理料実績額 

   平成１８年度  ２８６，７８４，３２０円 

   平成１９年度  ２８８，５５７，８５０円 
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第２ 指摘及び意見 

１ 指定管理の基本的な内容 

ペナルティ等の条項について（意見） 

本施設にかかる指定管理では、その施設使用料収入に関する基準を下回った場合

のペナルティや、施設稼働率に関する基準を下回った場合の措置について定められ

ている。その具体的な内容は下記のとおりである。 

 

『（ペナルティ） 

各年度において、「使用料収入が平成１４年度から１６年度までの３カ年の平均

（16,960 万円）未満」で、かつ「大会・会議等の使用料収入が平成１４年度から

１６年度までの３カ年の平均（3,220 万円）未満」の両条件を満たした場合、「大

会・会議等の使用料減収分の５割」を指定管理料から減額する。 

ただし、ペナルティは、使用料収入全体の減収相当額を限度とする。 

（指定の取消） 

多目的ホール稼働率が６０％を下まわった場合には、県が改善措置を通告し、

次年度も達成できない場合は、指定取消の対象とする。』 

 

この点、上記のようなペナルティ等は、一般的には指定管理者による効率的施設

運営に真剣に取り組ませる動機付けになる面はありうるが、他方で、当初からこの

ような基準を提示した場合には、特に従前当該施設の管理運営に携わった経験のな

い者に対して、申請自体を躊躇させてしまうおそれもはらんでいる。 

実際に、本施設については、現地説明会に参加した団体数が１８団体あったのに

対し、実際に申請した団体はわずかに２団体にとどまり、そのうち１団体について

は途中で申請を取り下げるに至り、結局従前管理者だけが残る結果となった。すわ

なち、上記ペナルティ等の条項が新規参入の意向を示した団体にとって大きな障壁

になってしまった可能性は否定できない。 

指定管理者制度は、民間活力を導入するなどして柔軟な施設運営を実現すること

を目的とするものであるが、そもそも民間団体等新規参入者が申請を躊躇するよう

ではその目的を達成することはできない。 

したがって、ペナルティ等の条項については、新規参入者を過度に躊躇させるよ
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うな内容になっていないか、十分に検討して導入を決定すべきである。 

 

２ 選定手続 

 ① 選定委員の選定等（意見） 

本施設について、指定管理者選定委員会の委員の構成は、概要に記載したとお

り、８名の委員のうち、４名が内部委員（現職県職員）であり、全体の半分を占

めている。このような構成は、選定委員会による選定手続及び結果の公平性、客

観性に疑問を生じさせるおそれがある。 

また、４名の外部委員についても、各団体からの推薦を受けるなどの手続を経

たものではなく、県において個別に就任を依頼したものであって、その点でも公

平性、客観性に疑問がある。 

したがって、選定委員会は、公平性、客観性が確保される構成にすべきである。 

 

 ② 募集期間等（意見） 

本施設について、募集に関するスケジュールは、下記のとおりである。 

〔スケジュール〕 

平成１７年８月 ４日 募集要項公表 

同月 ８日 現地説明会参加申込締切 

同月 ９日 現地説明会実施 

同年９月３０日 申請書類等提出期限 

上記スケジュールのうち、現地説明会は申請者にとって重要であるが、募集要

項公表後わずか４日で参加申込が締め切られ、そのわずか１日後には現地説明会

が実施されることになっており、当初からその予定を把握していない者にとって

は現地説明会自体に参加しづらい内容といわざるを得ない。 

また、申請書類等の提出期限は、募集要項公表後２ヶ月弱となっており、この

日程も極めて厳しい。 

このようなタイトなスケジュールを組んだ場合、従前本施設の管理運営に関与

していた者が、そうでない者と比較して有利となることは明らかである。 

この点、本施設については、すでに述べたとおり、現地説明会に参加した団体

数１８団体に対して、実際に申請した団体は２団体であり、そのうち１団体は途
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中で申請を取り下げるに至り、結局従前管理者だけが残る結果となった。この結

果は、上記スケジュールが、新規参入者にとって厳しいものであったことが影響

したとも考えられる。 

したがって、指定管理の対象となる施設の状況を初めて知ることになる者も含

めて、各申請者が公平に申請準備ができるように、余裕を持った募集期間等のス

ケジュールにするなど、配慮すべきである。 

 

③ 本施設に関する情報提供（意見） 

本施設に関する情報については、募集要項及びその資料に記載されている一定

の内容のほか、現地説明会により、提供されることになる。 

しかし、上記のとおり、現地説明会はわずかに１日であり、その情報提供の程

度は極めて乏しい。そうなると、やはり従前から本施設の管理運営に関与してい

た者とそうでない者との間で情報の質及び量に格差が生じることは明らかである。 

そして、本施設について、結局従前管理者のみがその申請を維持する結果とな

ったことはすでに述べたとおりであるが、先に述べたスケジュール等の条件に加

え、本施設に関する情報の格差もあって、このような結果になってしまった可能

性もある。 

したがって、指定管理の対象となる施設の状況を初めて知ることになる者も含

めて、各申請者ができるだけ公平に情報を得られるように、現地説明会に十分な

時間を確保し、またその日程を複数回設け、さらにはその他施設や経営状況に関

する具体的な資料を提供するなど、十分に配慮すべきである。 

 

④ 審査基準について（意見） 

１）審査基準は、一応選定委員会に諮られるものの、事前に所管課にて既に作成

済みのものを提示し、選定委員会の了承を得るという手順で決められており、

実際の選定委員会での議事経過を見ても、原案が全く修正されることなく了承

されている。 

以上のような手順、経過は、選定委員会の機能の一部である審査基準作成の

形骸化を招き、ひいては、審査基準の公平性に疑問を抱かせることとなる。 

したがって、審査基準は、選定委員会の独立した意見が反映されるような手
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続によって作成されるべきである。 

 

２）また、本施設の審査基準は、所管課の提案により、県全体の基準と比較して、

下記の項目の配点を下記のとおり変更した。 

 

    審査項目             全体の基準 変更後の基準 

・県民の平等な利用の確保と      ３０点 →  ３５点 

施設の効用の最大限の発揮 

・効率的な管理運営（経済性の追求）  ３０点 →  ２５点 

 

この点、本施設のような有料施設において、「効率的な管理運営（経済性の追

求）」が重要であることは明らかであり、これに対する配点を県全体の基準から

下げること、１００点満点中わずか２５点にとどめてしまうことには疑問があ

る。また、平成１７年２月に、県人事課が本施設を含む公の施設の見直しを検

討した結果によれば、本施設に関する留意事項として、「施設維持費に比べ使用

料収入が少なく、一般会計の負担が非常に大きいので、大幅な経費削減を図る。」

とされている。この点に鑑みても、むしろ「効率的な管理運営（経済性の追求）」

を重視してその配点を高く設定すべきであって、逆に配点を低くしたことは妥

当性を欠く。 

しかも、「効率的な管理運営（経済性の追求）」については、所管課が提案し

た点数の計算方法により、機械的に算出されることとされ、各選定委員による

裁量の余地はない。この点、募集要項に添付された審査基準では、「審査の視点」

として、「管理運営に係る県の負担額について将来にわたって、削減が期待でき

るか。」「収支の内容が適正かつ実現可能であるか。」との内容が記載されている

が、上記計算方法によって機械的に算出されるという審査の手法は、この「審

査の視点」と整合しないように思われる。 

したがって、審査基準の内容の決定や変更は、当該施設の性質を踏まえて慎

重になされるべきであり、特に有料施設について、安易に経済性を軽視するよ

うな決定、変更をすべきではない。また、審査基準は各選定委員の裁量を尊重

する方法を採用すべきである。 
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⑤ 審査方法について（意見） 

本施設について、具体的な審査は、書類審査のみであり、面接等は実施されて

いない。 

しかし、書類審査のみで各選定委員がそれぞれの申請者の意向をどの程度把握

し、イメージできるか、疑問であるし、申請者の側としても、直接自己の意向を

説明したいという希望を有している可能性もある。 

また、面接等を公開して実施すれば、審査過程が客観的なものとなり、その公

正性が担保されるというメリットもある。 

したがって、面接等を公開して実施するなど、申請者の意向を具体的に把握し、

また審査過程の客観性を確保できる審査方法を積極的に採用するべきである。 

 

３ 指定管理の状況 

 ① 委託契約（意見） 

本施設に関する基本協定書では、第三者への委託については事前に県の書面に

よる承諾が必要とされているところ（基本協定書第１９条）、指定管理者から県に

提出された「徳島県立観光交流センター管理運営業務体制報告書」には、委託業

者名や委託業務内容を記載した一覧表が添付されているが、これだけでは委託金

額等具体的な委託契約の内容が把握できない上、県の側がこの内容について個別

に検討を加えて承諾をした経過は伺われない。 

指定管理者選定の手続が公平公正になされるべき趣旨に照らしても、委託契約

については、確実に県の承諾を得る手続を履行すべきである。 

また、委託先について、委託金額上位１０契約中９契約が、管理委託時と指定

管理移行後で委託先が同一となっている上、上位１０契約のいずれもが一者随意

契約にて締結しており、真実効率性を追求したものといえるのかという点で、疑

問が残る。 

したがって、委託契約の具体的な内容を事前に把握した上で承認すると共に、

指定管理者において、真実効率を追及した委託契約を締結しているのかを具体的

に確認し、委託契約は原則として入札か相見積もりによって締結するよう、指導

すべきである。 
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② 事業報告書について（指摘） 

１）本施設の平成１８年度の事業報告書のうち、県で保管されていた書面に記載

されていた収支の内容は、概要下記のとおりであった。 

〔県保管の事業報告書の内容〕      （単位 千円） 

 収入      指定管理料   ２７３，１２８ 

         計       ２７３，１２８ 

 支出      固定費     １２３，７９８ 

         運営費       ６，６６０ 

         その他     １４２，６７０ 

         計       ２７３，１２８ 

この点、指定管理者に対し確認をしたところ、指定管理者が提出した平成１

８年度の事業報告書に記載されていた内容は、概要以下のとおりの内容であり、

指定管理者が提出した書面と県で保管されていた書面との間に齟齬があること

が判明した。 

〔指定管理者提出の事業報告書の内容〕  （単位 千円） 

 収入      指定管理料   ２７３，２０４ 

         計       ２７３，２０４ 

 支出      固定費     １１１，８４５ 

         運営費       ６，６６０ 

         その他     １３５，２９７ 

         計       ２５３，８０２ 

そこで、所管課に確認したところ、事業報告書添付の計算書は収支を０にす

べきであるとの考えから、県においてその内容を修正し、その部分を差し替え

て添付したと説明した。そして、その修正した後の収支内容について、指定管

理者に確認をしたかどうか、今となっては分からないとの説明であった。 

このような処理は、県がすでに受領している文書の内容を、独自の判断で変

更したものという他はなく、それ自体不適正な処理として強く非難されるべき

ものである。 

そして、事業報告の内容が事実に反するものであるという点でも極めて重大
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な問題がある。さらにいえば、県において管理している書面上では真実の収支

の状況が把握できないことになり、今後の指定管理料の適切な設定に支障を来

すことになる。加えて、今後指定管理へ新規に申請を検討しようとする者に対

して事実に反する情報を与え、その参入を妨げる結果にもなりかねない。 

２）さらに、事業報告書は、翌年度の４月に提出されることになっているが、そ

の時点では決算処理の関係から最終的な収支が確定していない。そのため、事

業報告書添付の収支計算書は、提出時点での暫定的なものであり、最終の収支

とは異なるものである。ところが、最終収支に基づく収支計算書は県に提出さ

れていない。基本協定書に正確な収支の状況を報告するようになっていること

から言っても（基本協定書第２８条２項）、確定し次第速やかに最終収支の内容

を県に報告すべきであるし、県としてもそのように指導すべきである。 

３）また、事業報告書に添付されている収支計算書には、平成１８年度、平成１

９年度とも、みなし寄付金支出１０００万円、特定預金積立金支出５００万円

が計上されている。しかしながら、これらの支出は当該年度の管理運営経費と

は全く関係ないものであり、これらの支出を管理運営経費として計上した収支

計算書では、真実の収支の状況を誤認させるおそれがある。 

４）上記問題点を検討のうえ、監査人が別途適正と思われる修正を加えた収支は、

以下のとおりとなる。 

〔平成１８年度〕            （単位 千円） 

 収入      指定管理料   ２７３，１２８ 

         計       ２７３，１２８ 

 支出      固定費      ９８，９６８ 

         運営費       ７，５３７ 

         その他     １２５，３７８ 

（固定資産取得費  ５，１２１千円含む） 

         計       ２３１，８８３ 

〔平成１９年度〕            （単位 千円） 

 収入      指定管理料   ２８８，５５８ 

         計       ２８８，５５８ 

 支出      固定費     １０９，１９１ 
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         運営費       ７，９７６ 

         その他     １３７，８５０ 

（固定資産取得費 １２，１８４千円含む） 

         計       ２５５，０１７ 

以上を、すでに示した県保管の事業報告書と比較すれば、その内容に大きな

違いがあることは明らかである。 

そして、指定管理者は本施設の指定管理により、平成１８年度は４１２４万

５０００円、同１９年度は３３５４万１０００円の利益を得ているにもかかわ

らず、県保管の事業報告書によれば、全く利益が出ていないことになる。その

結果、以後の指定管理者募集において、従前管理者以外の団体が、本施設に対

する申請を手控えるという事態につながりかねず、到底看過できないものであ

る。 

 

〔指摘事項〕 

指定管理者から提出された内容を合理的理由なく修正することは絶対に許さ

れない。また、事業報告書等、収支に関する報告については、正確な数字を提

示させるよう指導することは当然であり、決算処理の結果、収支が最終的に確

定した時点で、改めてその収支の内容を提出させるべきである。 

 

③ 修繕費について 

１) 修繕費の内容について（意見） 

基本協定書では、本施設の修繕費について、実際に要した修繕費用のうち、

年間２５００万円までは県が指定管理料の範囲で負担することになっている

（基本協定書第２７条）。すなわち、当該年度に実際に要した修繕費が２５００

万円を下回った場合には、２５００万円と当該年度に実際に要した費用との差

額に５％上乗せした額を、指定管理料から減額することとされている（基本協

定書第９条５項）。 

そして、本施設の事業報告書添付の「修繕・備品購入費の内訳」では、平成

１８年度に２４９２万３９２３円、同１９年度に２６０５万７８５０円の修繕

費が発生したと報告されている。 
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この点、その修繕費の具体的な内容には、この２５００万円を意識したと推

測されるものが散見され、その中には会計処理として問題があると思われるも

のがいくつかある。 

ⅰ）平成１８年度の執行済未払で処理されているもの 

平成１８年度の支出について、事業報告書添付の「修繕・備品購入費の内

訳」では、執行済未払とされていた金額が１７５６万５５００円に上ってい

た。 

そこで、その内容について指定管理者に対して具体的に確認したところ、

執行済未払とは当年度に修繕行為等が完了しているにもかかわらず、支払い

が翌年度になっているものであるとの説明を受けた。ところが、実際の修繕

は平成１９年５月初旬に行われており、しかも、その修繕工程表も平成１９

年４月９日に作成されていた。 

このような修繕について、平成１８年度の執行済未払の扱いとしてよいの

か強い疑問がある。その金額も７３０万円と高額であり、これを平成１８年

度の事業報告書に記載することで指定管理料の範囲として県に負担をさせる

ことはさらに大きな問題がある。 

ⅱ）監視カメラ（Ｈ１８）  ２２０，０００円 

新規物品の購入であり、修繕費ではない。 

実際に本施設に必要なものであるなら、本来県は指定管理料とは別に予算

計上し、県の予算において購入すべきであるところ、修繕費という名目で指

定管理料として県が負担することは、予算の流用に該当する 

したがって、修繕費の内容について、指定管理者が誤った報告あるいは請

求をしないよう指導するとともに、報告等される修繕費の内容を精査し、県

自らその真実性を確認すべきである。 

 

２）修繕費の削減について（意見） 

本施設について、すでに述べたとおり、修繕費は２５００万円までの範囲に

ついては実質的に県が負担する規定となっているところ、不必要な修繕を未然

に防止する観点から、一定の金額等の基準を設けて、それを超える金額の修繕

については事前協議することが必要である。 
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また、修繕は一者随意契約によって行われていることが多いようであるが、

やはり修繕費が実質的に県の負担となることからすれば、一定の金額等の基準

を設けて、それを超える金額の修繕については、相見積もり、入札等により修

繕費の削減を図るべきである。 

したがって、修繕について、事前に県と協議することや相見積もり、入札等

によって行うことなどを指導し、今後はそのような内容を基本協定書に規定す

るなどして、修繕費の削減を図るよう対策を講じるべきである。 

 

④ モニタリングについて（意見） 

指定管理者は県に対して、修繕費の支出をした結果につき、具体的な書類は提

出していない。 

また、県の側も、指定管理者の具体的な支出について、事後的にチェックした

様子はない。 

すでに述べたとおり、これらの支出には県が負担する部分がある上、本施設の

管理運営状況を正確に把握するためにも県は正確な情報を把握しなければならな

い。また、基本協定書上も、県が指定管理者に対して説明要求することを前提と

する規定等が存在する（基本協定書第２９条など）。 

したがって、指定管理者による具体的な支出については、県自らその内容を事

後的にきちんと確認する手続を取るべきである。 
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徳島県立あすたむらんど 

 

第１ 施設及び指定管理者等の概要 

１ 施設の概要 

【徳島県立あすたむらんど】 

① 所在地 徳島県板野郡板野町那東字キビガ谷４５－２２ 

② 根拠条例及び所管課 

条 例 徳島県立あすたむらんどの設置及び管理に関する条例（平成１３年徳

島県条例第１０号） 

所管課 商工労働部観光戦略局にぎわいづくり課 

③ 供用開始 平成１３年７月１日 

④ 施設概要、内容 

   施設規模 敷地面積 

約２４３，５６５㎡ 

        建築面積 

１２，９２４．８０㎡ 

        延床面積 

１３，８０９．９７㎡ 

   主要施設 子ども科学館、四季彩

館、吉野川めぐり、探検の国、冒険の国、風車の丘、くつろぎ館等 

⑤ 指定管理前の管理状況 

供用開始時から財団法人徳島県観光協会に管理委託 

      平成１５年度から同１７年度までの管理委託費 

年度 委託料(円) 

Ｈ１５      ７８３，１３４，７４９ 

Ｈ１６      ８５３，２５４，９４４ 

Ｈ１７      ７７０，６２４，４１４ 

⑥ 施設の利用状況 

平成１５年度から同１９年度までの期間 

      利用人数及び利用料の推移   
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年度 利用者数（人） 利用料金(円) 

Ｈ１５     ４６２，１５４      ９２，４０６，８２０ 

Ｈ１６     ４０２，５４８       ７１，０３７，３８０ 

Ｈ１７     ４０２，０９２      ７２，４７５，８００ 

Ｈ１８     ４１２，３７１       ７０，５４５，２９６ 

Ｈ１９     ４２２，５０２       ７０，３８９，２６７ 

 

２ 指定管理者について 

① 名 称 株式会社ネオビエント 

② 代表者 指定管理開始当時 代表取締役 中川眞明（徳島県観光協会 OB） 

       現在       代表取締役 竹内理津子 

③ 所在地 徳島市佐古４番町７番１号 

④ 設立時期 平成１７年６月２日 

⑤ 目的 

地方公共団体等が所有する観光施設の管理運営及びコンサルティング等 

⑥ 事業内容 観光施設の管理運営等 

⑦ 組織 

１）役員 

代表取締役 １名 

取締役   ４名 

 監査役   １名 

２）職員 

３３名 

⑧ 出資者、寄付行為者別の出捐金額 

   資本金：１０，０００，０００円 

 

３ 指定管理者の選定について 

① 申請資格 

徳島県内に主な事務所（本店）を置いている法人等であることその他一定の事

項に該当しないこと 
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② 指定管理者募集スケジュール 

平成１７年８月 ３日 募集要項の公表 

平成１７年８月 ３日 関係書類の配布開始 

平成１７年８月 ９日 現地説明会参加申込締切 

平成１７年８月１０日 現地説明会の開催（参加者数・１７団体） 

平成１７年８月３１日 関係書類の配布終了 

平成１７年９月２０日 申請書類の受付 

平成１７年９月３０日 申請書類の提出の締切 

③ 審査方法 

１）選定委員の構成 

       外部内部の別と役職名 

 区分 役職名 

 外部 四国大学教授 

 外部 徳島県観光審議会委員  

 外部 徳島県経済再生戦略会議委員 

 外部 公認会計士  

 内部 商工労働部長  

 内部 交流推進局次長  

 内部 観光交流課長 

 内部 交流施設課長 

２）選定委員会の開催状況 

第１回選定委員会 平成１７年 ７月２８日 

募集要項及び審査基準の決定（所要時間２時間） 

第２回選定委員会 平成１７年１０月１１日 

指定管理候補者の決定（所要時間５時間） 

３）プレゼン・面接の実施状況 

なし 

④ 審査基準及び配点 

    審査項目     配点 
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県民の平等な利用の確保と施設の効用の最大限の発揮 

・施設の管理運営方針 

・利用者ニーズの把握・分析と利用促進 

・自主事業 

３５ 

効率的な管理運営（経済性の追求） 

・収支計画 
２５ 

安定した管理のための人的・物的経営基盤の状況 

・適正な維持管理 

・管理運営体制 

  安全管理 

・環境への配慮 

３０ 

地域との連携や地域貢献度 

・地域への貢献 

・地域との連携 

１０ 

  計 １００ 

⑤ 選定結果    

                   団体名      得点 

（指定管理者）株式会社ネオビエント    ８１．５３点 

Ａ団体    ７２．３２点 

 

４ 指定管理の内容について 

① 指定管理期間 

     平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日まで（５年間） 

② 指定管理料実績額 

   平成１８年度  ６５２，５７５，０００円 

   平成１９年度  ６５１，４９９，１３６円 

 

 

第２ 指摘及び意見 
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１ 指定管理の基本的な内容 

 ① 指定管理の期間について（意見） 

本施設については、指定管理期間を５年と定められている。 

徳島県における指定管理者制度では、その指定管理期間を３年と定めているも

のと５年と定めているものがある。 

確かに、指定管理期間を短期に定めると、施設の管理運営の継続性や、管理運

営に従事する人員の採用、異動などの点で問題があり得る。そして、県は本施設

について、イベント企画の必要性がある施設であり、指定管理期間を長期に定め

るべき事情があるという見解を示している。 

しかし、指定管理期間を長期に定めると、管理のあり方を固定化するなどして、

柔軟な施設の管理運営という指定管理の趣旨にそぐわないことにある。 

したがって、指定管理期間の定めは、指定管理者制度の趣旨を踏まえた上で、

当該具体的な施設について、短期に定めた場合と長期に定めた場合のメリットと

デメリットを具体的に比較検討して決定するべきである。 

 

 ② 「報奨金制」について（意見） 

本施設には、一部有料施設があるが、これについては「報奨金制」を採用して

いる。その「報奨金制」の具体的な内容は下記のとおりである。 

『（報奨金制） 

各年度において、年度入園者数実績４０万人以上を達成し、かつ年度収入実績

が下記に定める金額を上回った場合、年度収入実績と下記金額との差額の５割を

報奨金として支払う。 

 （別表） 

年度 Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 

（万円） 6,660 6,450 6,230 6,040 5,860 

 』 

 

そもそも、「報奨金制」の導入趣旨は、管理実績に応じて指定管理者に対して報

奨金を与えることにより、指定管理者にインセンティブを与え、より効率的な管

理運営を図ることにある。 
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   しかしながら、本施設において報奨金を支払う基準となるべき金額が、年度を

追うごとに下げられていることは、効率的な管理運営を図るという「報奨金制」

の趣旨にそぐわず、施設の安易な管理運営にもつながりかねない。 

   したがって、「報奨金制」の導入に当たっては、それが当該施設の効率的な管理

運営に資するかという視点をもって、具体的に検討すべきである。 

 

２ 選定手続 

 ① 選定委員の選定等（意見） 

本施設について、指定管理者選定委員会の委員の構成は、概要に記載したとお

り、８名の委員のうち、４名が内部委員（現職県職員）であり、全体の半分を占

めている。このような構成は、選定委員会による選定手続及び結果の公平性、客

観性に疑問を生じさせるおそれがある。 

また、４名の外部委員についても、各団体からの推薦を受けるなどの手続を経

たものではなく、県において個別に就任を依頼したものであって、その点でも公

平性、客観性に疑問がある。 

したがって、選定委員会は、公平性、客観性が確保される構成にすべきである。 

 

 ② 募集期間等（意見） 

本施設について、募集に関するスケジュールは、下記のとおりである。 

〔スケジュール〕 

平成１７年８月 ３日 募集要項公表 

    同月 ９日 現地説明会参加申込締切 

    同月１０日 現地説明会実施 

  同年９月３０日 申請書類等提出期限 

上記スケジュールのうち、現地説明会は申請者にとって重要であるが、募集要

項公表後わずか６日で参加申込が締め切られ、そのわずか１日後には現地説明会

が実施されることになっており、当初からその予定を把握していない者にとって

は現地説明会自体に参加しづらい内容といわざるを得ない。 

また、申請書類等の提出期限は、募集要項公表後２ヶ月弱となっており、この

日程も極めて厳しい。 
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このようなタイトなスケジュールを組んだ場合、従前本施設の管理運営に関与

していた者が、そうでない者と比較して有利となることは明らかである。 

したがって、指定管理の対象となる施設の状況を初めて知ることになる者も含

めて、各申請者が公平に申請準備ができるように、余裕を持った募集期間等のス

ケジュールにするなど、配慮すべきである。 

 

③ 本施設に関する情報提供（意見） 

本施設に関する情報については、募集要項及びその資料に記載されている一定

の内容のほか、現地説明会により、提供されることになる。 

しかし、上記のとおり、現地説明会はわずかに１日であり、その情報提供の程

度は極めて乏しい。そうなると、やはり従前から本施設の管理運営に関与してい

た者とそうでない者との間で情報の質及び量に格差が生じることは明らかである。 

したがって、指定管理の対象となる施設の状況を初めて知ることになる者も含

めて、各申請者ができるだけ公平に情報を得られるように、現地説明会に十分な

時間を確保し、またその日程を複数回設け、さらにはその他施設や経営状況に関

する具体的な資料を提供するなど、十分に配慮すべきである。 

 

④ 審査基準について（意見） 

１）審査基準は、一応選定委員会に諮られるものの、事前に所管課にて既に作成

済みのものを提示し、選定委員会の了承を得るという手順で決められており、

実際の選定委員会での議事経過を見ても、原案が全く修正されることなく了承

されている。 

以上のような手順、経過は、選定委員会の機能の一部である審査基準作成の

形骸化を招き、ひいては、審査基準の公平性に疑問を抱かせることとなる。 

したがって、審査基準は、選定委員会の独立した意見が反映されるような手

続によって作成されるべきである。 

 

２）また、本施設の審査基準は、所管課の提案により、県全体の基準と比較して、

下記の項目の配点を下記のとおり変更した。 
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    審査項目             全体の基準 変更後の基準 

・県民の平等な利用の確保と      ３０点 →  ３５点 

施設の効用の最大限の発揮 

・効率的な管理運営（経済性の追求）  ３０点 →  ２５点 

 

この点、本施設のように一部有料施設がある場合、「効率的な管理運営（経済

性の追求）」が重要であることは明らかであり、これに対する配点を県全体の基

準から下げること、１００点満点中わずか２５点にとどめてしまうことには疑

問がある。また、平成１７年２月に、県人事課が本施設を含む公の施設の見直

しを検討した結果によれば、本施設に関する留意事項として、「施設維持費に比

べ使用料収入が少なく、一般会計の負担が非常に大きいので、大幅な経費削減

を図る。」とされている。この点に鑑みても、むしろ「効率的な管理運営（経済

性の追求）」を重視してその配点を高く設定すべきであって、逆に配点を低くし

たことは妥当性を欠く。 

しかも、「効率的な管理運営（経済性の追求）」については、所管課が提案し

た点数の計算方法により、機械的に算出されることとされ、各選定委員による

裁量の余地はない。この点、募集要項に添付された審査基準では、「審査の視点」

として、「管理運営に係る県の負担額について将来にわたって、削減が期待でき

るか。」「収支の内容が適正かつ実現可能であるか。」との内容が記載されている

が、上記計算方法によって機械的に算出されるという審査の手法は、この「審

査の視点」と整合しないように思われる。 

したがって、審査基準の内容の決定や変更は、当該施設の性質を踏まえて慎

重になされるべきであり、特に有料施設について、安易に経済性を軽視するよ

うな決定、変更をすべきではない。また、その審査基準は各選定委員の裁量を

尊重する方法を採用すべきである。 

 

⑤ 審査方法について（意見） 

１）選定委員会事務局の関与について 

本施設に関する第２回選定委員会において、委員会事務局は、冒頭で「休業

日について、Ａ社は、年中無休にすると提案していますが、県としては安全性
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の確保の点から、一定の休業日を確保する必要があるのではないかと考えてお

ります。」と発言した。 

この発言は、具体的な申請者であるＡ社にとって明らかに不利益な内容であ

り、冒頭に発言されたという点で各選定委員に与える影響が大きく、しかも、

事務局からの発言であることから極めて不適切である。 

また、その内容は、安全性確保の点から休業日を確保すべきというものであ

るが、それ自体合理性がある意見といえるのか。現に、指定管理開始後、指定

管理者は月１回あった木曜日の休業日を廃止し、本来の休業日である水曜日に

ついても夏休み等長期休暇期間や年末年始期間については開業するようにし、

時期によっては開業時間を延長するなどしていることから、安全性の確保のた

めに休業日を設けるとの委員会事務局の見解自体疑問がある。 

したがって、選定委員会において、事務局は、特定の申請者に利益または不

利益に作用するような発言や議事進行をすべきではない。 

 

２）面接について 

本施設について、具体的な審査は、書類審査のみであり、面接等は実施され

ていない。 

しかし、書類審査のみで各選定委員がそれぞれの申請者の意向をどの程度把

握し、イメージできるか、疑問であるし、申請者の側としても、直接自己の意

向を説明したいという希望を有している可能性もある。 

また、面接等を公開して実施すれば、審査過程が客観的なものとなり、その

公正性が担保されるというメリットもある。 

したがって、面接等を公開して実施するなど、申請者の意向を具体的に把握

し、また審査過程の客観性を確保できる審査方法を積極的に採用するべきであ

る。 

 

３ 指定管理の状況 

 ① 委託契約（意見） 

本施設に関する基本協定書では、第三者への委託契約については事前に県の書

面による承諾が必要とされているところ（基本協定書第１９条）、指定管理者から
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県に提出された「徳島県立あすたむらんど管理運営業務計画書」には、委託業者

名や委託業務内容を記載した一覧表が添付されているが、これだけでは委託額等

具体的な委託契約の内容が把握できない上、県の側がこの内容について個別に検

討を加えて承諾した経過はうかがわれない。 

指定管理者選定の手続が公平公正になされるべき趣旨に照らしても、委託契約

については、確実に県の承諾を得る手続きを履行すべきである。 

また、委託先について、委託金額上位１０契約中８契約が、管理委託時と指定

管理移行後で委託先が同一となっていること、上位１０契約のいずれもが一者随

意契約にて締結していることから、真実効率性を追求したものといえるのか疑問

が残る。 

したがって、委託契約の具体的な内容を事前に把握した上で承認すると共に、

指定管理者において、真実効率を追及した委託契約を締結しているのかを具体的

に確認し、委託契約は原則として入札か相見積もりによって締結するよう、指導

すべきである。 

 

② 事業報告書について（指摘） 

本施設について指定管理者から提出された事業報告書の収支状況の内容は下記

のとおりであった。 

〔平成１８年度〕          （単位 千円） 

 収入      指定管理料   ６２１，５００ 

         自主事業収入    ２，８３０ 

         計       ６２４，３３０ 

 支出      固定費     ２３１，９２０ 

         運営費     ２１８，０４４ 

         その他     １７４，３６６ 

         計       ６２４，３３０ 

〔平成１９年度〕          （単位 千円） 

 収入      指定管理料   ６２０，４７６ 

         自主事業収入    ３，１３１ 

         計       ６２３，６０７ 
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 支出      固定費     ２４５，１０１ 

         運営費     ２１３，６３０ 

         その他     １６４，８７６ 

         計       ６２３，６０７ 

この点、指定管理者の業務内容のほとんどが県の指定管理業務であること、指

定管理者の決算書では数千万円の利益が発生していると認められることからして、

上記のように収支（利益）が０というのは明らかに不自然であった。そこで、指

定管理者及び所管課に確認したところ、決算書の内容が正確であり、事業報告書

は管理費の一部を水増しして収支を一致させるように調整した内容となっている

とのことである。 

このような取り扱いは、事業報告書の内容が事実に反するものであるという点

で極めて重大な問題がある。さらにいえば、実際には本施設の管理運営について

は相当程度の利益が出ているにもかかわらず、その事実を県が把握できないこと

となり、今後の指定管理料の適切な設定に支障を来す。加えて、今後指定管理へ

新規に申請を検討しようとする者に対して事実に反する情報を与え、その参入を

妨げる結果にもなりかねない。 

 

〔指摘事項〕 

事業報告書等、収支に関する報告については、正確な数字を提示させるよう指

導することは当然として、その数字が正確なものであるか否かについて、当該指

定管理者の決算書を精査するなどして、県自らその真実性を確認すべきである。 

 

 ③ 修繕費について 

１）修繕費の内容について（意見） 

基本協定書では、本施設の修繕費について、実際に要した修繕費用のうち、

年間２５００万円までは県が指定管理料の範囲で負担することになっている

（基本協定書第２７条）。すなわち、当該年度に実際に要した修繕費が２５００

万円を下回った場合には、２５００万円と当該年度に実際に要した費用との差

額に５％上乗せした額を、指定管理料から減額することとされている（基本協

定書第９条５項）。 
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そして、本施設の事業報告書では、平成１８年度に２５０１万７０００円、

同１９年度に２３９７万５０００円の修繕費が発生したと報告されている。 

この点、報告書に記載された修繕費の具体的な内容を確認したところ、下記

のような内容のものが見受けられた。 

ⅰ) 新規物品の購入等であり、修繕費ではないもの 

（ア）新倉庫（Ｈ１８）     ２，６２５，０００円 

     （イ）エアトランポリン撤去・整地工事（Ｈ１８）     

１，１７０，７５０円 

（ウ）看板（業者名フジ工芸・Ｈ１８） 

  ４７３，５５０円 

（エ）ルーフトップバウンサー（Ｈ１９） 

          ７００，０００円 

ⅱ）リース料であり、修繕費ではないもの 

（ア）デジタルフルカラー複合機リース料（Ｈ１９） 

１６５，６００円 

まず、上記ⅰ）については、実際に本施設に必要なものであるなら、本来県

は指定管理料とは別に予算計上し、県の予算において購入すべきである。本件

のように修繕費という名目で指定管理料として県が負担することは、予算の流

用に該当するというほかない。 

また、上記ⅱ）については、単なるリース料であり、本来指定管理者が負担

すべきものであるところ、修繕費という名目で指定管理料として県が負担する

ことは、県が基本協定書上の規定を超えて指定管理料を支払っていることにな

る。 

このような予算の流用あるいは基本協定書に基づかない費用負担が不適切で

あることはいうまでもない。 

したがって、修繕費の内容について、指定管理者が誤った報告あるいは請求

をしないよう指導するとともに、報告等される修繕費の内容を精査し、県自ら

その真実性を確認すべきである。 

      

２）修繕費の削減について（意見） 
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本施設について、すでに述べたとおり、修繕費は２５００万円までの範囲に

ついては県が負担する規定となっているところ、不必要な修繕を未然に防止す

る観点から、一定の金額等の基準を設けて、それを超える金額の修繕について

は事前協議することが必要である。 

また、ほとんどすべての修繕が、一者随意契約によって行われているが、や

はり修繕費が県の負担となることからすれば、一定の金額等の基準を設けて、

それを超える金額の修繕については、相見積もり、入札等により修繕費の削減

を図るべきである。 

したがって、修繕について、事前に県と協議することや相見積もり、入札等

によって行うことなどを指導し、今後はそのような内容を基本協定書に規定す

るなどして、修繕費の削減を図るよう対策を講じるべきである。 
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徳島県立神山森林公園 

 

第１ 施設及び指定管理者等の概要 

１ 施設の概要 

【徳島県立神山森林公園】 

① 所在地   徳島県名西郡神山町阿野地区の一部，鬼籠野地区の一部 

        徳島市入田町の一部   

② 根拠条例及び所管課 

条 例    徳島県立神山森林公園の設置及び管理に関する条例 

所管課   農林水産部林業振興課 

③ 供用開始  平成元年７月２９日 

④ 施設概要、内容 

施設規模 敷地面積 

２８１．３１ヘク

タール 

               建築面積 

１６８８．４１㎡ 

（３８棟・基） 

主要施設 森林学習館，レス

トハウス，記念広場，森の運動場，水遊びの広場，ファミリー広場

（すべり台等遊具施設あり），泉の広場，デイキャンプ場（炊飯所），

展望広場，林間広場，ゲートボール場，アスレチック 

⑤ 指定管理前の管理状況 

供用開始時から神山町に管理委託 

      平成１５年度から同１７年度までの管理委託費 

年度 委託料(円) 

Ｈ１５    １０８，７６４，０００ 

Ｈ１６    １０７，７７７，０００ 

Ｈ１７     ９３，６００，０００ 

⑥ 施設の利用状況 
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平成１５年度から同１９年度までの期間 

      利用人数の推移   

年度 利用者数（人） 

Ｈ１５        ９３，９１２ 

Ｈ１６        ８９，９６０ 

Ｈ１７        ７１，６１３ 

Ｈ１８       １０５，７２４ 

Ｈ１９       １３１，４７１ 

 

２ 指定管理者について 

① 名 称  神山町 

② 代表者  指定管理開始当時    町長 後藤正和 

        現在          町長 後藤正和 

③ 所在地  徳島県名西郡神山町神領字本野間１００ 

 

３ 指定管理者の選定について 

① 申請資格 

徳島県内に主な事務所（本店）を置いている法人等であることその他一定の事

項に該当しないこと 

② 指定管理者募集スケジュール 

平成１７年８月 ５日 募集要項の公表 

平成１７年８月 ５日 関係書類の配布開始 

平成１７年８月１５日 現地説明会参加申込締切 

平成１７年８月１９日 現地説明会の開催（参加者数・１０団体） 

平成１７年９月 ９日 関係書類の配布終了 

平成１７年９月１２日 申請書類の受付 

平成１７年９月２０日 申請書類の提出の締切 

③ 審査方法 

１）選定委員の構成 

外部内部の別と役職名 
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 区分 役職名 

 外部  四国大学教授 

 外部  公認会計士 

 外部  徳島県経済再生戦略会議委員 

 外部  徳島商工会議所女性会会長 

 内部  農林水産部長 

 内部  農林水産部参事（畜産課長事務取扱） 

 内部  農林水産部農林水産政策課長 

 内部  農林水産部林業振興課長 

２）選定委員会の開催状況（選定委員会全体の所要時間） 

第１回選定委員会 平成１７年８月１日 

募集要項の承認，審査基準の決定（所要時間２時間） 

第２回選定委員会 平成１７年１０月１３日 

選定要領の決定，書類審査の実施（所要時間３時間） 

第３回選定委員会 平成１７年１０月２１日 

面接審査の実施，指定管理者候補者の決定（所要時間５

時間） 

３）プレゼン・面接の実施状況 

面接審査実施 

④ 審査基準及び配点 

審査項目 配点 

県民の平等な利用の確保と施設の効用の最大限の発揮 

・施設の管理運営方針 

・利用者ニーズの把握・分析と利用促進 

・自主事業 

３０ 

効率的な管理運営（経済性の追求） 

・収支計画 
２０ 

安定した管理のための人的・物的経営基盤の状況 

・適正な維持管理 
４０ 
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・管理運営体制 

・安全管理 

・環境への配慮 

地域への貢献及び地域との連携 １０ 

  計 １００ 

⑤ 選定結果    

団体名 得点 

（指定管理者）神山町   ７９．５点 

 Ａ団体   ７５．６点 

 

４ 指定管理の内容について 

① 指定管理期間 

平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日まで（３年間） 

② 指定管理料実績額 

   平成１８年度 ７９，１３８，５００円 

   平成１９年度 ７８，９２８，５００円 

 

 

第２ 指摘及び意見 

１ 選定手続 

 ① 選定委員の選定等（意見） 

本施設について、指定管理者選定委員会の委員の構成は、概要に記載したとお

り、８名の委員のうち、４名が内部委員（現職県職員）であり、全体の半分を占

めている。このような構成は、選定委員会による選定手続及び結果の公平性、客

観性に疑問を生じさせるおそれがある。 

また、４名の外部委員についても、各団体からの推薦を受けるなどの手続を経

たものではなく、県において個別に就任を依頼したものであって、その点でも公

平性、客観性に疑問がある。 

したがって、選定委員会は、公平性、客観性が確保される構成にすべきである。 
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 ② 募集期間等（意見） 

本施設について、募集に関するスケジュールは、下記のとおりである。 

〔スケジュール〕 

平成１７年８月 ５日 募集要項公表 

 同月１５日 現地説明会参加申込締切 

同月１９日 現地説明会実施 

同年９月２０日 申請書類等提出期限 

上記スケジュールのうち、現地説明会は申請者にとって重要であるが、募集要

項公表後わずか１０日で参加申込が締め切られ、そのわずか４日後には現地説明

会が実施されることになっており、当初からその予定を把握していない者にとっ

ては現地説明会自体に参加しづらい内容といわざるを得ない。 

また、申請書類等の提出期限は、募集要項公表後１ヶ月半となっており、この

日程も極めて厳しい。 

このようなタイトなスケジュールを組んだ場合、従前本施設の管理運営に関与

していた者が、そうでない者と比較して有利となることは明らかである。 

この点、本施設については、すでに述べたとおり、現地説明会に参加した団体

数１０団体に対して、実際に申請した団体は２団体にとどまった。この結果は、

上記スケジュールが、新規参入者にとって厳しいものであったことが影響したと

も考えられる。 

したがって、指定管理の対象となる施設の状況を初めて知ることになる者も含

めて、各申請者が公平に申請準備ができるように、余裕を持った募集期間等のス

ケジュールにするなど、配慮すべきである。 

 

③ 本施設に関する情報提供（意見） 

本施設に関する情報については、募集要項及びその資料に記載されている一定

の内容のほか、現地説明会により、提供されることになる。 

しかし、上記のとおり、現地説明会はわずかに１日であり、その情報提供の程

度は極めて乏しい。そうなると、やはり従前から本施設の管理運営に関与してい

た者とそうでない者との間で情報の質及び量に格差が生じることは明らかである。 

そして、本施設について、実際に申請をした団体が２団体にとどまったことは
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すでに述べたとおりであるが、先に述べたスケジュール等の条件に加え、本施設

に関する情報の格差もあって、このような結果になってしまった可能性もある。 

したがって、指定管理の対象となる施設の状況を初めて知ることになる者も含

めて、各申請者ができるだけ公平に情報を得られるように、現地説明会に十分な

時間を確保し、またその日程を複数回設け、さらにはその他施設や経営状況に関

する具体的な資料を提供するなど、十分に配慮すべきである。 

 

④ 審査基準について（意見） 

１）審査基準は、一応選定委員会に諮られるものの、事前に所管課にて既に作成

済みのものを提示し、選定委員会の了承を得るという手順で決められており、

実際の選定委員会での議事経過を見ても、原案が全く修正されることなく了承

されている。 

以上のような手順、経過は、選定委員会の機能の一部である審査基準作成の

形骸化を招き、ひいては、審査基準の公平性に疑問を抱かせることとなる。 

したがって、審査基準は、選定委員会の独立した意見が反映されるような手

続によって作成されるべきである。 

 

２）また、本施設の審査基準は、所管課の提案により、県全体の基準と比較して、

下記の項目の配点を下記のとおり変更した。 

 

    審査項目             全体の基準 変更後の基準 

・効率的な管理運営（経済性の追求）  ３０点 →  ２０点 

・安定した管理のための 

人的・物的経営基盤の状況      ３０点 →  ４０点 

 

上記変更について、所管課は、本施設は公園の維持管理に重点を置いている

ことをその理由としている。 

しかし、公園の維持管理においても、「効率的な管理運営（経済性の追求）」

が重要であることは明らかであり、これに対する配点を１００点満点中わずか

２０点にとどめてしまうことには違和感がある。 
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しかも、「効率的な管理運営（経済性の追求）」については、所管課が提案し

た点数の計算方法により、機械的に算出されることとされ、各選考委員による

裁量の余地はない。この点、募集要項に添付された審査基準では、「審査の視点」

として、「管理運営に係る県の負担額について、将来にわたって削減が期待でき

るか。」「収支の内容が適正かつ実現可能であるか。」との内容が記載されている

が、上記計算方法によって機械的に算出されるという審査の手法は、この「審

査の視点」と整合しないように思われる。 

他方で、「安定した管理のための人的・物的経営基盤の状況」が重要であるこ

とに異論はないが、これを重視しすぎると、結果として従前からの管理者が新

規参入者と比較して有利となってしまうという弊害がある。 

そして、本施設の審査結果が下記のとおりとなっていることに鑑みれば、す

でに述べた審査基準の変更が、候補者選定結果にそのまま影響したといえる。 

 

審査項目             指定管理者   補欠者 

               （従前管理者） 

・効率的な管理運営（経済性の追求）  ７．０点  ２０．０点 

・安定した管理のための 

人的・物的経営基盤の状況     ３５．０点  ２６．６点 

合計得点             ７９．５点  ７５．６点 

 

このような基準の変更手順、変更内容、審査の結果は、従前管理者に有利に

なるような取り扱いがなされたと見る余地があり、本施設に関する審査の公平

性、公正性に疑念を生じさせかねない。 

したがって、審査基準の内容の決定や変更は、公平性、公正性に配慮すべき

であり、特に従前管理者と新規参入者との間に不公平が生じないよう、十分留

意して行うべきである。 

 

２ 基本協定書等の内容（意見） 

 修繕費について 

本施設に要する修繕費について、基本的には、大規模修繕は県の負担、それ以外
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の修繕は指定管理者の負担とされている（基本協定書第２４条）。 

しかしこのような抽象的な規定では、具体的に修繕の必要が生じた場合に、それ

が大規模修繕であるか否かが必ずしも明確でないことも十分に考えられる。 

そのため、事後に県と指定管理者との間で意見が食い違うおそれがあるし、指定

管理者募集段階においても、申請の意向を持つ団体が、そのような事態を懸念して

申請を躊躇する可能性もある。 

したがって、修繕費の負担については、もっと明確な規定の導入を検討すべきで

ある。 

 

３ 指定管理の状況 

 ① 委託契約（意見） 

本施設に関する基本協定書では、第三者への委託については事前に県の書面に

よる承諾が必要とされているところ（基本協定書第１５条）、指定管理者から県に

提出された「徳島県立神山森林公園管理運営業務体制報告書」には、委託業者名

や委託業務内容を記載した一覧表が添付されているが、これだけでは委託金額等

具体的な委託契約の内容が把握できない上、県の側がこの内容について個別に検

討を加えて承諾をした経過はうかがわれない。 

指定管理者選定の手続が公平公正になされるべき趣旨に照らしても、委託契約

については、確実に承諾を得る手続を履行すべきである。 

また、委託先について、委託金額上位１０契約中８契約が、管理委託時と指定

管理移行後で委託先が同一となっている上、上位３契約（委託金額４１，６０９，

４００円、７，３４２，３１２円、３，０００，０００円）を一者随意契約にて、

それも３契約とも同一委託先との間で締結しているところ、真実効率性を追求し

たものといえるのかという点で、疑問が残る。 

したがって、委託契約の具体的な内容を事前に把握した上で承認すると共に、

指定管理者において、真実効率を追及した委託契約を締結しているのかを具体的

に確認し、委託契約は原則として入札か相見積もりによって締結するよう、指導

すべきである。 

 

② モニタリングについて（意見） 
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本施設について、指定管理者からの月次報告では、入園者数の集計が報告され、

その内容は各年度終了後に提出される事業報告書にも記載されている。 

しかし、その入園者数集計の実情について確認したところ、時間を決めて駐車

場に駐車している車両台数を確認し、普通車両とバスに分けてそれぞれ一定の数

字を乗じ、算出した数字を入園者数としているとの説明であった。 

しかし、このようにして算出される数字と実際の入園者数が一致しないことは

明らかであり、場合によっては実態と大きく異なる数字になってしまうこともあ

り得る。 

本施設の基本協定書では、事業報告書に「本件施設の利用状況に関する事項」

を「正確に記載」することが規定されていることからいっても（基本協定書第２

５条）、このような入園者数集計の実情には問題がある。 

また、県のモニタリングは、所管課は行っていると説明するものの、その結果

を全く書面化しておらず、その内容が全く把握できないし、引継もできない。 

したがって、施設の利用状況について、指定管理者が正確な報告をするよう指

導するとともに、報告される利用状況を精査して県自らその真実性を確認すべき

であるし、県によるモニタリングのあり方ももっと充実させるべきである。 
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徳島県日峯大神子広域公園、徳島県文化の森総合公園 

 

第１ 施設及び指定管理者等の概要 

１ 施設の概要 

【徳島県日峯大神子広域公園】 

① 所在地 徳島県徳島市大原町大神子７－１ 

② 根拠条例及び所管課 

条 例 徳島県都市公園条例 

所管課 県土整備部都市計画課 

③ 供用開始 昭和５０年１月１４日都市計画決定 

④ 施設概要、内容 

施設規模 供用面積 ：６５．４ ｈａ(内小松島市管理３.４８ｈａ) 

主要施設 こども広場,キャンプ場,展望広場、園路、テニスコート、休憩所、

駐車場 

【徳島県文化の森総合公園】 

① 所在地 徳島県徳島市八万町向寺山 

② 根拠条例及び所管課 

条 例 徳島県都市公園条例 

所管課 県土整備部都市計画課 

③ 供用開始 平成２年１１月３日 

④ 施設概要、内容 

   施設規模 供用面積 

２９．２ ｈａ 

(教育委員会分を含

む) 

主要施設 園路、広場、駐車場、

遊具 

【本件両施設】 

⑤ 指定管理前の管理状況 

日峯大神子広域公園については、平成４年以前は県の直営管理、平成４年から
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は、現財団法人徳島県建設技術センターに管理委託 

文化の森総合公園については、供用開始から現財団法人徳島県建設技術センタ

ーに管理委託 

     平成１５年度から同１７年度までの管理委託費 

年度 委託料(円) 

Ｈ１５ ２２１，１９９，０００ 

Ｈ１６ ２２１，０００，０００ 

Ｈ１７ ２２２，５７１，２５６ 

⑥ 施設の利用状況 

平成１５年度から同１９年度までの期間 

利用人数及び利用料の推移   

年度 利用者数（人） 利用料金(円) 

Ｈ１５ ４１，７３６ ６，６８１，１１０ 

Ｈ１６ ４２，９６８ ７，２３１，８９０ 

Ｈ１７ ４１，６３５ ７，６５６，２７０ 

Ｈ１８ ４２，４６２ ８，４４１，９４０ 

Ｈ１９ ４３，１８５ ８，０８６，３１０ 

          但し、利用人数は大神子テニスコート利用者数 

 

２ 指定管理者について 

① 名 称  財団法人徳島県建設技術センター 

② 代表者  指定管理開始当時 理事長 納田 孝彦（常勤、県職員ＯＢ）  

        現在             理事長 楠瀬 圭三（常勤、県職員ＯＢ） 

③ 所在地   徳島市かちどき橋１丁目４１番地（徳島県林業センター内） 

④ 設立時期 昭和４９年３月３０日（平成１８年４月１日に財団法人徳島県土木

技術協会より名称変更） 

⑤ 目的 

     センターは、建設行政の能率化を図るとともに、都市公園等の管理運営及び下

水道の普及等を行い、建設事業の振興と公共の福祉の増進に寄与することを目的
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とする。 

⑥ 事業内容 

建設事業に係る測量、調査、設計及び積算に関すること等 

公園等の管理運営に関すること等 

⑦ 組織 

１）役員 

理事長    1名（常勤、県職員ＯＢ） 

副理事長   1名（常勤、県職員ＯＢ） 

   専務理事   1名（常勤、現職県職員） 

   常務理事   1名（常勤、現職県職員） 

２）職員 

３７名     県派遣職員３人（常勤） 

           プロパー職員２３人（常勤） 

           県職兼務職員５人（常勤） 

           県職員ＯＢ１人（常勤） 

           県職員ＯＢ１人（非常勤） 

           非常勤職員２人（非常勤） 

           臨時職員２人（常勤） 

⑧ 出資者、寄付行為者別の出捐金額 

徳島県      ２５，０００，０００円 

   徳島市他１９市町 １０，０００，０００円 

   合計       ３５，０００，０００円 

 

３ 指定管理者の選定について 

① 申請資格 

徳島県内に主な事務所（本店）を置いている法人等であることその他一定の事

項に該当しないこと 

② 指定管理者募集スケジュール 

平成１７年８月１０日 募集要項の公表 

平成１７年８月１０日 関係書類の配布開始 
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平成１７年８月１９日 現地説明会参加申込締切 

平成１７年８月２３日 現地説明会の開催（参加者数・２２団体） 

平成１７年９月 ９日 関係書類の配布終了 

平成１７年９月１２日 申請書類の受付 

平成１７年９月２０日 申請書類の提出の締切 

③ 審査方法 

１）選定委員の構成 

外部内部の別と役職名 

 区分 役職名 

 外部 徳島大学大学院教授 

 外部 県中小企業団体中央会会長  

 外部 徳島地方労働審議会委員 

 外部 公認会計士  

 内部 徳島県県土整備部次長  

 内部 徳島県県土整備部参事  

 内部 徳島県県土整備部建設管理課長 

 内部 徳島県県土整備部都市計画課管理・公園担当主幹 

２）選定委員会の開催状況 

第１回選定委員会 平成１７年８月３日 

 募集要項の決定（所要時間１時間３０分） 

第２回選定委員会 平成１７年１０月１３日 

 申請団体の状況及び申請内容の報告、詳細な審査基準の

決定（所要時間２時間） 

第３回選定委員会 平成１７年１０月１９日 

 最終審査、指定管理候補者の決定（所要時間３時間） 

３）プレゼン・面接の実施状況 

なし 

④ 審査基準及び配点 

    審査項目     配点 
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県民の平等な利用の確保と施設の効用の最大限の発揮 ３０ 

効率的な管理運営（経済性の追求）   ２０ 

安定した管理のための人的・物的経営基盤の状況 ４０ 

その他、地域への貢献及び連携等 １０ 

  計     １００ 

⑤ 選定結果    

                   団体名      得点 

（指定管理者）財団法人徳島県土木技術協会 ７０．１点 

 Ａ団体 ６７．５点 

 Ｂ団体 ６２．３点 

 Ｃ団体 ６２．０点 

 Ｄ団体 ６０．２点 

 Ｅ団体 ５１．７点 

 

４ 指定管理の内容について 

① 指定管理期間 

   平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日 

  ② 指定管理料実績額 

   平成１８年度  １８６，００３，０６６円 

   平成１９年度  １８６，５１６，４０９円 

 

 

第２ 指摘及び意見 

１ 指定管理の基本的な内容 

  対象施設の組み合わせ（意見） 

平成１８年度から指定管理が導入された際、本件各施設について、同一の指定管

理者による管理とすることとされた。 

この点、所管課は本件各施設が場所的に比較的近接していること、地形上の共通

点があること、及び、公園管理業務に類似性があること等から同一の指定管理者の
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管理としたと説明する。しかし、両者は全く別個の公園であり、併設されているわ

けでもない。県立公園は他にもあり、なぜ両公園だけを同一指定管理者の管理とす

べきなのか、合理的な理由は見いだしがたい。 

他方で、本件各施設は、いずれも財団法人徳島県土木技術協会（Ｈ１８．４．１

に財団法人徳島県下水技術センターを統合して財団法人徳島県建設技術センターに

名称変更。以下「建設技術センター」という。）に対して管理委託されていたもので

あり、指定管理移行時にもそのような事情が影響した可能性がある。仮にそうであ

るならば、従前管理者に対する優遇につながるものであり、疑問が残る。 

したがって、指定管理の対象施設の組み合わせについて、従前の管理状況にとら

われることなく、管理の合理性等を客観的に検討して決定すべきである。 

 

２ 選定手続 

 ① 選定委員の選定等（指摘） 

本件各施設について、指定管理者選定委員会の委員の構成は、概要に記載した

とおり、８名の委員のうち、４名が内部委員（現職県職員）であり、全体の半分

を占めている。このような構成は、選定委員会による選定手続及び結果の公平性、

客観性に疑問を生じさせるおそれがある。 

特に、内部委員は、全員が県土整備部所属であるが、平成１８年度の指定管理

者に応募し、現実に選定された建設技術センターは、県土整備部の現職職員が複

数その役員や職員を兼任したり、徳島県ＯＢがその理事長及び副理事長に就任し

たりするなど、徳島県との関係、特に県土整備部との関係は極めて密である。こ

のような関係に鑑みれば、その選定手続及び結果の公平性、客観性にはさらに大

きな疑問を抱かざるを得ない。 

さらにいえば、４名の外部委員についても、各団体からの推薦を受けるなどの

手続を経たものではなく、県において個別に就任を依頼したものであって、その

点でも公平性、客観性に疑問がある。 

 

〔指摘事項〕 

選定委員会は、公平性、客観性が確保される構成にすべきである。 

特に、指定管理者に応募する可能性のある団体と一定の関係のある部局の職員
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は、選定委員会を構成すべきでない。 

 

② 募集期間等（意見） 

本件各施設について、募集に関するスケジュールは、下記のとおりである。 

〔スケジュール〕 

平成１７年８月１０日 募集要項公表 

 同月１９日 現地説明会参加申込締切 

同月２３日 現地説明会実施 

（同日午後１時３０分から、二公園について実施） 

同年９月２０日 申請書類等提出期限 

上記スケジュールのうち、現地説明会は申請者にとって重要であるが、募集要

項公表後わずか９日で参加申込が締め切られ、そのわずか４日後には現地説明会

が実施されることになっており、当初からその予定を把握していない者にとって

は現地説明会自体に参加しづらい内容といわざるを得ない。 

また、申請書類等の提出期限は、募集要項公表後１ヶ月余りとなっており、こ

の日程も極めて厳しい。 

このようなタイトなスケジュールを組んだ場合、従前本件各施設の管理運営に

関与していた者が、そうでない者と比較して有利となることは明らかである。 

この点、本件各施設については、すでに述べたとおり、現地説明会に参加した

団体数２２団体に対して、実際に申請した団体は６団体にとどまった。この結果

は、上記スケジュールが、新規参入者にとって厳しいものであったことが影響し

たとも考えられる。 

したがって、指定管理の対象となる施設の状況を初めて知ることになる者も含

めて、各申請者が公平に申請準備ができるように、余裕を持った募集期間等のス

ケジュールにするなど、配慮すべきである。 

 

③ 本件各施設に関する情報提供（意見） 

本件各施設に関する情報については、募集要項及びその資料に記載されている

一定の内容のほか、現地説明会により、提供されることになる。 

しかし、上記のとおり、現地説明会はわずかに半日（各公園についていえばそ
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れぞれ数時間程度）であり、その情報提供の程度は極めて乏しい。そうなると、

やはり従前から本件各施設の管理運営にあたっていた者とそうでない者との間で

情報の質及び量に格差が生じることは明らかである。 

そして、本件各施設について、実際に申請をした団体が６団体にとどまったこ

とはすでに述べたとおりであるが、先に述べたスケジュール等の条件に加え、本

件各施設に関する情報の格差もあって、このような結果になってしまった可能性

もある。 

したがって、指定管理の対象となる施設の状況を初めて知ることになる者も含

めて、各申請者ができるだけ公平に情報を得られるように、現地説明会に十分な

時間を確保し、またその日程を複数回設け、さらにはその他施設や経営状況に関

する具体的な資料を提供するなど、十分に配慮すべきである。 

 

④ 審査基準について（意見） 

１）審査基準は、一応選定委員会に諮られるものの、事前に所管課にて既に作成

済みのものを提示し、選定委員会の了承を得るという手順で決められており、

実際の選定委員会での議事経過を見ても、原案が全く修正されることなく了承

されている。 

以上のような手順、経過は、選定委員会の機能の一部である審査基準作成の

形骸化を招き、ひいては、審査基準の公平性に疑問を抱かせることとなる。 

したがって、審査基準は、選定委員会の独立した意見が反映されるような手

続によって作成されるべきである。 

 

２）また、本件各施設の審査基準は、所管課の提案により、県全体の基準と比較

して、下記の項目の配点を下記のとおり変更した。 

 

    審査項目             全体の基準 変更後の基準 

・効率的な管理運営（経済性の追求）  ３０点 →  ２０点 

・安定した管理のための 

人的・物的経営基盤の状況      ３０点 →  ４０点 
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この点、公園の維持管理においても、「効率的な管理運営（経済性の追求）」

が重要であることは明らかであり、これに対する配点を１００点満点中わずか

２０点にとどめてしまうことには違和感がある。また、平成１７年２月に、県

人事課が本件各施設を含む公の施設の見直しを検討した結果によれば、本件各

施設のうち日峯大神子広域公園に関する留意事項として、「施設維持費に比べ使

用料収入が少なく、一般会計の負担が非常に大きいので、大幅な経費削減を図

る。」とされている（なお、文化の森総合公園についてはこの時点では検討対象

となっていない。）。そして、この点に留意するのであれば、むしろ「効率的な

管理運営（経済性の追求）」を重視すべきであって、安易にその配点を低くすべ

きではない。 

しかも、「効率的な管理運営（経済性の追求）」の項目のうち、「管理運営費の

縮減」（２０点中１５点配点）については、所管課が提案した点数の計算方法に

より、機械的に算出されることとされ、各選定委員による裁量の余地はない。

この点、募集要項に添付された審査基準では、「審査の視点」として、「管理運

営に係る県の負担額について、将来にわたって削減が期待できるか。」との内容

が記載されているが、上記計算方法によって機械的に算出されるという審査の

手法は、この「審査の視点」と整合しないように思われる。 

他方で、「安定した管理のための人的・物的経営基盤の状況」が重要であるこ

とに異論はないが、これを重視しすぎると、結果として従前からの管理者が新

規参入者と比較して有利となってしまうという弊害がある。 

このような基準の変更手順、変更内容は、従前管理者に有利になるような取

り扱いがなされたと見る余地があり、本件各施設に関する審査の公平性、公正

性に疑念を生じさせかねない。 

したがって、審査基準の内容の決定や変更は、公平性、公正性に配慮すべき

であり、特に従前管理者と新規参入者との間に不公平が生じないよう、十分留

意して行うべきである。 

 

⑤ 審査方法について（意見） 

本件各施設について、具体的な審査は、書類審査のみであり、面接等は実施さ

れていない。 
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しかし、書類審査のみで各選定委員がそれぞれの申請者の意向をどの程度把握

し、イメージできるか、疑問であるし、申請者の側としても、直接自己の意向を

説明したいという希望を有している可能性もある。 

また、面接等を公開して実施すれば、審査過程が客観的なものとなり、その公

正性が担保されるというメリットもある。 

したがって、面接等を公開して実施するなど、申請者の意向を具体的に把握し、

また審査過程の客観性を確保できる審査方法を積極的に採用するべきである。 

 

３ 指定管理の状況 

 ① 委託契約（意見） 

本件各施設に関する基本協定書では、第三者への委託については事前に県の書

面による承諾が必要とされているところ（基本協定書第１８条）、指定管理者から

県に提出された「徳島県日峯大神子広域公園・徳島県文化の森総合公園管理運営

業務体制報告書」には、委託業者名や委託業務内容を記載した一覧表が添付され

ているが、これだけでは具体的な委託契約の内容が把握できない上（例えば平成

１８年度については契約期間の記載がなく、平成１９年度については委託金額の

記載がない。）、県の側がこの内容について個別に検討を加えて承諾をした経過は

うかがわれない。 

指定管理者選定の手続が公平公正になされるべき趣旨に照らしても、委託契約

については、確実に承諾を得る手続を履行すべきである。 

したがって、委託契約の具体的な内容を事前に把握した上で承認する手続を徹

底すべきである。 

 

 ② 事業報告書について（指摘） 

本件各施設について指定管理者から提出された平成１８年度の事業報告書の内

容は下記のとおりであり、収支差（利益）は０となっている。 

〔平成１８年度〕          （単位 千円） 

 収入      指定管理料   １８６，００３ 

         自主事業収入      ２１９ 

         計       １８６，２２２ 
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 支出      人件費      ４２，１８２ 

         維持管理費   １２２，７９９ 

         諸経費      ２１，２４１ 

         計       １８６，２２２ 

しかし、指定管理者の決算書では４１万９０００円の利益が発生していた。そ

こで、決算書と事業報告書の差異について確認したところ、決算書の内容が正確

であり、報告書は収支を一致させるようにとの県の指導に従い、諸経費の一部を

水増しして作成したものであったことが判明した。 

このような取り扱いは、事業報告の内容が事実に反するものであるという点、

及びそのような報告書の作成を県の指導で行ったという点で問題である。 

また、事業報告書では、施設の管理運営に係る人件費として、平成１８年度４

２，１８２，２２１円、平成１９年度３８，１８２，５０８円が計上されている

が、これには、過年度の退職給付費用の引当不足額が平成１８年度５，８１７，

０００円、平成１９年度３，０６３，０００円含まれていた。これらは当年度の

管理運営経費とは無関係のものであり、これらの支出を管理運営経費として計上

した収支計算書では、真実の収支の状況を誤認させる。 

さらに、これらの事業報告書の数値に基づき、平成２０年度の指定管理者募集

時の参考資料が作成され、申請予定者に対して交付されている。これにより、従

前管理者以外の団体が、本件各施設に対する収支の状況を誤認し、場合によって

は申請を手控えるという事態につながりかねない。 

 

〔指摘事項〕 

事業報告書等、収支に関する報告については、指定管理者として正確な数字を

提示する必要があるし、また、県としてもそのように指導すべきである。 

 

③ 修繕費について 

１）修繕費の内容について（意見） 

基本協定書では、本件各施設の修繕費について、実際に要した修繕費用のう

ち、年間１４７０万円までは県が指定管理料の範囲で負担することになってい

る（基本協定書第２６条）。すなわち、当該年度に実際に要した修繕費が１４７
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０万円を下回った場合には、１４７０万円と当該年度に実際に要した費用との

差額を、指定管理料から減額することとされている（基本協定書第９条５項）。 

そして、平成１９年度の修繕費として１２０７万４０９円が報告されている

が、その中に下記のような内容が含まれていた。 

ⅰ）西側除草工（文化の森総合公園）     ５９５，３５０円 

ⅱ）西側草地整理業務（文化の森総合公園）  １９８，６８１円 

これらは、指定管理の対象区域外県有地の除草業務であり、指定管理業務と

は全く無関係の業務である。 

除草業務が県として必要であるならば、本来県は指定管理料とは別に予算計

上し、県の予算において実施すべきであるところ、指定管理者に業務を依頼し、

修繕費という名目で指定管理料として県が負担することは、予算の流用に該当

する。 

したがって、修繕費について、指定管理業務と無関係の費用を指定管理料と

して処理しないようにすべきである。 

 

２）修繕費の削減について（意見） 

本件各施設について、すでに述べたとおり、修繕費は１４７０万円までの範

囲については県が負担する規定となっているところ、不必要な修繕を未然に防

止する観点から、一定の金額等の基準を設けて、それを超える金額の修繕につ

いては事前協議することが必要である。 

また、ほとんどすべての修繕が、一者随意契約によって行われているが、や

はり修繕費が県の負担となることからすれば、一定の金額等の基準を設けて、

それを超える金額の修繕については、相見積もり、入札等により修繕費の削減

を図るべきである。 

したがって、修繕について、事前に県と協議することや相見積もり、入札等

によって行うことなどを指導し、今後はそのような内容を基本協定書に規定す

るなどして、修繕費の削減を図るよう対策を講じるべきである。 

 

④ モニタリングについて（意見） 

本件各施設について、所管課はモニタリングを行っていると説明するものの、
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その結果をほとんど書面化しておらず、その内容が把握できないし、今後の引継

もできない。 

したがって、施設の利用状況については、県自ら定期的にモニタリングを実施

すべきである。 
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徳島県鳴門ウチノ海総合公園 

 

第１ 施設及び指定管理者等の概要 

１ 施設の概要 

【徳島県鳴門ウチノ海総合公園】       

① 所在地 鳴門市鳴門町高島字北６７９ 

② 根拠条例及び所管課 

条 例 徳島県都市公園条例 

所管課 県土整備部都市計画課 

③ 供用開始 平成１５年５月３１日 

④ 施設概要、内容 

   施設規模 公園面積：２２．１ha 

主要施設 パークセンター、多目

的芝生広場、デイキャ

ンプ場、海底探検遊具、

多目的コート、ウェー

ブコート、園路広場、

遊歩道、駐車場、グラ

ウンドゴルフ場等 

⑤ 指定管理前の管理状況 

供用開始時から鳴門市に管理委託 

      平成１５年度から同１７年度までの管理委託費 

年度    委託料(円) 

Ｈ１５ １２２，５０５，８７４ 

Ｈ１６ １３３，７０５，３００ 

Ｈ１７ １１４，８７７，７５５ 

⑥ 施設の利用状況 

平成１５年度から同１９年度までの期間 

      利用人数の推移   
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年度 利用者数（人） 

Ｈ１５ ２０１，０５１ 

Ｈ１６ ２０２，５３６ 

Ｈ１７ ２０１，６４８ 

Ｈ１８ １８８，２４７ 

Ｈ１９ ２２２，１６５ 

 

２ 指定管理者について 

① 名 称 鳴門市 

② 代表者 指定管理開始当時 市長 亀井俊明 

       現在       市長 吉田忠志 

③ 所在地 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜１７０ 

 

３ 指定管理者の選定について 

① 申請資格 

徳島県内に主な事務所（本店）を置いている法人等であることその他一定の事

項に該当しないこと 

② 指定管理者募集スケジュール 

平成１７年８月１０日 募集要項の公表 

平成１７年８月１０日 関係書類の配布開始 

平成１７年８月１９日 現地説明会参加申込締切 

平成１７年８月２３日 現地説明会の開催（参加者数・１２団体） 

平成１７年９月 ９日 関係書類の配布終了 

平成１７年９月１２日 申請書類の受付 

平成１７年９月２０日 申請書類の提出の締切 

③ 審査方法 

１）選定委員の構成 

外部内部の別と役職名 

区分  役職名 
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外部 徳島大学大学院教授 

外部 県中小企業団体中央会会長  

外部 徳島地方労働審議会委員 

外部 公認会計士  

内部 徳島県県土整備部次長  

内部 徳島県県土整備部参事  

内部 徳島県県土整備部建設管理課長 

内部 徳島県県土整備部都市計画課管理・公園担当主幹 

２）選定委員会の開催状況 

第１回選定委員会 平成１７年８月３日 

 募集要項の決定（所要時間１時間３０分） 

第２回選定委員会 平成１７年１０月１３日 

申請団体の状況及び申請内容の報告、詳細な審査基準の

決定（所要時間２時間） 

第３回選定委員会 平成１７年１０月１９日 

最終審査、指定管理候補者の決定（所要時間３時間） 

３）プレゼン・面接の実施状況 

なし 

④ 審査基準及び配点 

    審査項目     配点 

県民の平等な利用の確保と施設の効用の最大限の発揮 ３０ 

効率的な管理運営（経済性の追求） 
２０ 

安定した管理のための人的・物的経営基盤の状況 ４０ 

その他、地域への貢献及び連携等 １０ 

  計 １００ 

⑤ 選定結果    

                   団体名      得点 
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（指定管理者）鳴門市 ７２．２点 

 Ａ団体 ６７．８点 

 Ｂ団体 ６２．９点 

 Ｃ団体 ６２．５点 

 Ｄ団体 ５４．２点 

 

４ 指定管理の内容について 

① 指定管理期間 

   平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日 

② 指定管理料実績額 

   平成１８年度  １０７，０６０，５９３円 

   平成１９年度  １０９，０５８，４８６円 

 

 

第２ 指摘及び意見 

１ 選定手続 

 ① 選定委員の選定等（意見） 

本施設について、指定管理者選定委員会の委員の構成は、概要に記載したとお

り、８名の委員のうち、４名が内部委員（現職県職員）であり、全体の半分を占

めている。このような構成は、選定委員会による選定手続及び結果の公平性、客

観性に疑問を生じさせるおそれがある。 

また、４名の外部委員についても、各団体からの推薦を受けるなどの手続を経

たものではなく、県において個別に就任を依頼したものであって、その点でも公

平性、客観性に疑問がある。 

したがって、選定委員会は、公平性、客観性が確保される構成にすべきである。 

 

 ② 募集期間等（意見） 

本施設について、募集に関するスケジュールは、下記のとおりである。 

〔スケジュール〕 

平成１７年８月１０日 募集要項公表 
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 同月１９日 現地説明会参加申込締切 

同月２３日 現地説明会実施 

同年９月２０日 申請書類等提出期限 

上記スケジュールのうち、現地説明会は申請者にとって重要であるが、募集要

項公表後わずか９日で参加申込が締め切られ、そのわずか４日後には現地説明会

が実施されることになっており、当初からその予定を把握していない者にとって

は現地説明会自体に参加しづらい内容といわざるを得ない。 

また、申請書類等の提出期限は、募集要項公表後１ヶ月余りとなっており、こ

の日程も極めて厳しい。 

このようなタイトなスケジュールを組んだ場合、従前本施設の管理運営に関与

していた者が、そうでない者と比較して有利となることは明らかである。 

したがって、指定管理の対象となる施設の状況を初めて知ることになる者も含

めて、各申請者が公平に申請準備ができるように、余裕を持った募集期間等のス

ケジュールにするなど、配慮すべきである。 

 

③ 本施設に関する情報提供（意見） 

本施設に関する情報については、募集要項及びその資料に記載されている一定

の内容のほか、現地説明会により、提供されることになる。 

しかし、上記のとおり、現地説明会はわずかに１日であり、その情報提供の程

度は極めて乏しい。そうなると、やはり従前から本施設の管理運営にあたってい

た者とそうでない者との間で情報の質及び量に格差が生じることは明らかである。 

したがって、指定管理の対象となる施設の状況を初めて知ることになる者も含

めて、各申請者ができるだけ公平に情報を得られるように、現地説明会に十分な

時間を確保し、またその日程を複数回設け、さらにはその他施設や経営状況に関

する具体的な資料を提供するなど、十分に配慮すべきである。 

 

④ 審査基準について（意見） 

１）審査基準は、一応選定委員会に諮られるものの、事前に所管課にて既に作成

済みのものを提示し、選定委員会の了承を得るという手順で決められており、

実際の選定委員会での議事経過を見ても、原案が全く修正されることなく了承
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されている。 

以上のような手順、経過は、選定委員会の機能の一部である審査基準作成の

形骸化を招き、ひいては、審査基準の公平性に疑問を抱かせることとなる。 

したがって、審査基準は、選定委員会の独立した意見が反映されるような手

続によって作成されるべきである。 

 

２）また、本施設の審査基準は、所管課の提案により、県全体の基準と比較して、

下記の項目の配点を下記のとおり変更した。 

 

    審査項目             全体の基準 変更後の基準 

・効率的な管理運営（経済性の追求）  ３０点 →  ２０点 

・安定した管理のための 

人的・物的経営基盤の状況      ３０点 →  ４０点 

 

この点、公園の維持管理においても、「効率的な管理運営（経済性の追求）」

が重要であることは明らかであり、これに対する配点を１００点満点中わずか

２０点にとどめてしまうことには違和感がある。 

しかも、「効率的な管理運営（経済性の追求）」の項目のうち、「管理運営費の

縮減」（２０点中１５点配点）については、所管課が提案した点数の計算方法に

より、機械的に算出されることとされ、各選考委員による裁量の余地はない。

この点、募集要項に添付された審査基準では、「審査の視点」として、「都市公

園の管理運営に係る県の負担額について将来にわたって、削減が期待できる

か。」との内容が記載されているが、上記計算方法によって機械的に算出される

という審査の手法は、この「審査の視点」と整合しないように思われる。 

他方で、「安定した管理のための人的・物的経営基盤の状況」が重要であるこ

とに異論はないが、これを重視しすぎると、結果として従前からの管理者が新

規参入者と比較して有利となってしまうという弊害がある。 

このような基準の変更手順、変更内容は、従前管理者に有利になるような取

り扱いがなされたと見る余地があり、本施設に関する審査の公平性、公正性に

疑念を生じさせかねない。 
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したがって、審査基準の内容の決定や変更は、公平性、公正性に配慮すべき

であり、特に従前管理者と新規参入者との間に不公平が生じないよう、十分留

意して行うべきである。 

 

⑤ 審査方法について（意見） 

本施設について、具体的な審査は、書類審査のみであり、面接等は実施されて

いない。 

しかし、書類審査のみで各選定委員がそれぞれの申請者の意向をどの程度把握

し、イメージできるか、疑問であるし、申請者の側としても、直接自己の意向を

説明したいという希望を有している可能性もある。 

また、面接等を公開して実施すれば、審査過程が客観的なものとなり、その公

正性が担保されるというメリットもある。 

この点、選定委員会では、点数が離れているなどという意見が出され、面接を

実施しないことにされたが、各委員によっては実際に指定管理者となった鳴門市

よりも、それ以外の申請者に対して顕著に高い得点を与えた委員が複数いたこと

（いずれも外部委員である。）、鳴門市の財政難を指摘する意見も出されていたこ

となど、各委員によって評価に違いがあったことが見受けられるところ、特に本

施設では書面審査のみで顕著な結果が出ていたとは言い難い。 

したがって、面接等を公開して実施するなど、申請者の意向を具体的に把握し、

また審査過程の客観性を確保できる審査方法を積極的に採用するべきである。 

 

２ 基本協定書等の内容（意見） 

 修繕費について 

本施設に要する修繕費について、基本的には、大規模修繕は県の負担、それ以外

の修繕は指定管理者の負担とされている（基本協定書第２５条）。 

しかしこのような抽象的な規定では、具体的に修繕の必要が生じた場合に、それ

が大規模修繕であるか否かが必ずしも明確でないことも十分に考えられる。 

そのため、事後に県と指定管理者との間で意見が食い違うおそれがあるし、指定

管理者募集段階においても、申請の意向を持つ団体が、そのような事態を懸念して

申請を躊躇する可能性もある。 
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したがって、修繕費の負担については、もっと明確な規定の導入を検討すべきで

ある。 

 

３ 指定管理の状況 

 ① 委託契約（意見） 

本施設に関する基本協定書では、第三者への委託については事前に県の書面に

よる承諾が必要とされているところ（基本協定書第１８条）、指定管理者から県に

提出された「徳島県鳴門ウチノ海総合公園管理運営業務体制報告書」には、委託

業者名や委託業務内容、契約期間、委託料を記載した一覧表が添付されているが、

これだけでは必ずしも具体的な委託契約の内容が把握できない上、県の側がこの

内容について個別に検討を加えて承諾をした経過はうかがわれない。 

指定管理者選定の手続が公平公正になされるべき趣旨に照らしても、委託契約

については、確実に承諾を得る手続を履行すべきである。 

したがって、委託契約の具体的な内容を事前に把握した上で承認する手続を徹

底すべきである。 

 

② モニタリングについて（意見） 

本施設について、所管課はモニタリングを行っていると説明するものの、その

結果をほとんど書面化しておらず、その内容が把握できないし、今後の引継もで

きない。 

したがって、施設の利用状況については、県自ら定期的にモニタリングを実施

すべきである。 
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徳島県月見が丘海浜公園 

 

第１ 施設及び指定管理者等の概要 

１ 施設の概要 

【徳島県月見が丘海浜公園】 

① 所在地 板野郡松茂町豊岡字山ノ手４２他 

② 根拠条例及び所管課 

条 例 徳島県都市公園条例 

所管課 県土整備部都市計画課 

③ 供用開始 平成１９年４月１日 

④ 施設概要、内容 

   施設規模 公園面積：１４ha 

主要施設 管理棟（鉄筋コンク

リート造一部鉄骨鉄

筋コンクリート床面

積約１，３００m2 

エレベータ有）、コテ

ージ（１０棟）、エン

トランス広場、駐車

場スポーツ広場、満

ち欠けの池、キャンプエリア、コテージ、芝生広場、月見の丘、遊

びの森、幼児遊具広場、じゃぶじゃぶ池、人工海浜連絡デッキ等 

⑤ 指定管理前の管理状況 

平成１９年供用開始時から指定管理者制度導入 

平成１５年度から同１７年度までの管理委託費 

年度    委託料(円) 

Ｈ１５ 該当無し 

Ｈ１６ 〃 

Ｈ１７ 〃 

⑥ 施設の利用状況 
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平成１５年度から同１９年度までの期間 

      利用人数及び利用料の推移   

年度 利用者数（人） 利用料金(円) 

Ｈ１５       該当無し        該当無し 

Ｈ１６          〃              〃    

Ｈ１７          〃              〃    

Ｈ１８          〃              〃    

Ｈ１９ ３９１，１８０ ※１８，０７９，６００ 

                               ※コテージ料金 

 

２ 指定管理者について 

① 名 称 松茂町 

② 代表者 指定管理開始当時 町長 広瀬憲発 

       現在       町長 広瀬憲発 

③ 所在地 板野郡松茂町広島字東裏３０番地 

 

３ 指定管理者の選定について 

① 申請資格 

徳島県内に主な事務所（本店）を置いている法人等であることその他一定の事

項に該当しないこと 

② 指定管理者募集スケジュール 

平成１８年８月１０日 募集要項の公表 

平成１８年８月１０日 関係書類の配布開始 

平成１８年８月２１日 現地説明会参加申込締切 

平成１８年８月２３日 現地説明会の開催（参加者数・２２団体） 

平成１８年９月 ８日 関係書類の配布終了 

平成１８年９月１２日 申請書類の受付 

平成１８年９月２２日 申請書類の提出の締切 

③ 審査方法 

１）選定委員の構成 
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外部内部の別と役職名 

 区分  役職名 

 外部 徳島大学大学院教授 

 外部 県中小企業団体中央会会長  

 外部 徳島地方労働審議会委員 

 外部 公認会計士  

 内部 徳島県県土整備部理事  

 内部 徳島県県土整備部次長  

 内部 徳島県県土整備部都市計画課長 

 内部 徳島県県土整備部空港地域整備課長 

２）選定委員会の開催状況 

第１回選定委員会 平成１８年８月１日 

 募集要項の決定（所要時間１時間） 

第２回選定委員会 平成１８年１０月１７日 

申請団体の状況及び申請内容の報告、詳細な審査基準の

決定（所要時間１時間） 

第３回選定委員会 平成１８年１０月２３日 

 最終審査、指定管理候補者の決定（所要時間１時間） 

３）プレゼン・面接の実施状況 

なし 

④ 審査基準及び配点 

    審査項目     配点 

県民の平等な利用の確保と施設の効用の最大限の発揮 ３５ 

効率的な管理運営（経済性の追求） ２５ 

安定した管理のための人的・物的経営基盤の状況 ３０ 

その他、地域への貢献及び連携等 １０ 

  計 １００ 

⑤ 選定結果 

団体名 得点 
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（指定管理者）松茂町 ７１．８点 

 Ａ団体 ６４．０点 

 Ｂ団体 ５８．４点 

 Ｃ団体 ５６．３点 

 Ｄ団体 ５６．０点 

 Ｅ団体 ５５．０点 

 Ｆ団体 ５４．３点 

 Ｇ団体 ５３．５点 

 Ｈ団体 ４７．３点 

 

４ 指定管理の内容について 

① 指定管理期間 

   平成１９年４月１日から平成２２年３月３１日まで（３年間） 

② 指定管理料実績額 

   平成１９年度  ６０，３５８，１３９円 

     （追加納付金  １，７９１，５３６円） 

 

 

第２ 指摘及び意見 

１ 選定手続 

 ① 選定委員の選定等（意見） 

本施設について、指定管理者選定委員会の委員の構成は、概要に記載したとお

り、８名の委員のうち、４名が内部委員（現職県職員）であり、全体の半分を占

めている。このような構成は、選定委員会による選定手続及び結果の公平性、客

観性に疑問を生じさせるおそれがある。 

また、４名の外部委員についても、各団体からの推薦を受けるなどの手続を経

たものではなく、県において個別に就任を依頼したものであって、その点でも公

平性、客観性に疑問がある。 

したがって、選定委員会は、公平性、客観性が確保される構成にすべきである。 
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 ② 募集期間等（意見） 

本施設について、募集に関するスケジュールは、下記のとおりである。 

〔スケジュール〕 

平成１８年８月１０日 募集要項公表 

 同月２１日 現地説明会参加申込締切 

同月２３日 現地説明会実施 

同年９月２２日 申請書類等提出期限 

上記スケジュールのうち、現地説明会は申請者にとって重要であるが、募集要

項公表後わずか１１日で参加申込が締め切られ、そのわずか２日後には現地説明

会が実施されることになっており、当初からその予定を把握していない者にとっ

ては現地説明会自体に参加しづらい内容といわざるを得ない。 

また、申請書類等の提出期限は、募集要項公表後１ヶ月半となっており、この

日程も極めて厳しい。 

したがって、各申請者が十分な申請準備ができるように、余裕を持った募集期

間等のスケジュールにするなど、配慮すべきである。 

 

③ 本施設に関する情報提供（意見） 

本施設に関する情報については、募集要項及びその資料に記載されている一定

の内容のほか、現地説明会により、提供されることになる。 

しかし、上記のとおり、現地説明会はわずかに１日であり、その情報提供の程

度は極めて乏しい。 

したがって、各申請者ができるだけ十分な情報を得られるように、現地説明会

に十分な時間を確保し、またその日程を複数回設け、さらにはその他施設や経営

状況に関する具体的な資料を提供するなど、十分に配慮すべきである。 

 

④ 審査基準について（意見） 

１）審査基準は、一応選定委員会に諮られるものの、事前に所管課にて既に作成

済みのものを提示し、選定委員会の了承を得るという手順で決められており、

実際の選定委員会での議事経過を見ても、原案が全く修正されることなく了承

されている。 
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以上のような手順、経過は、選定委員会の機能の一部である審査基準作成の

形骸化を招き、ひいては、審査基準の公平性に疑問を抱かせることとなる。 

したがって、審査基準は、選定委員会の独立した意見が反映されるような手

続によって作成されるべきである。 

 

２）また、本施設の審査基準は、所管課の提案により、県全体の基準と比較して、

下記の項目の配点を下記のとおり変更した。 

 

    審査項目             全体の基準 変更後の基準 

・県民の平等な利用の確保と      ３０点 →  ３５点 

施設の効用の最大限の発揮 

・効率的な管理運営（経済性の追求）  ３０点 →  ２５点 

 

この点、本施設のように一部有料施設がある場合、「効率的な管理運営（経済

性の追求）」が重要であることは明らかであり、これに対する配点を県全体の基

準から下げること、１００点満点中わずか２５点にとどめてしまうことには疑

問がある。 

しかも、「効率的な管理運営（経済性の追求）」については、所管課が提案し

た点数の計算方法により、機械的に算出されることとされ、各選定委員による

裁量の余地はない。この点、募集要項に添付された審査基準では、「審査の視点」

として、「管理運営に係る県の負担額について将来にわたって、削減が期待でき

るか。」「収支の内容が適正かつ実現可能であるか。」との内容が記載されている

が、上記計算方法によって機械的に算出されるという審査の手法は、この「審

査の視点」と整合しないように思われる。 

したがって、審査基準の内容の決定や変更は、当該施設の性質を踏まえて慎

重になされるべきであり、特に有料施設について、安易に経済性を軽視するよ

うな決定、変更をすべきではない。また、審査基準は各選定委員の裁量を尊重

する方法を採用すべきである。 

 

⑤ 審査方法について（意見） 
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本施設について、具体的な審査は、書類審査のみであり、面接等は実施されて

いない。 

しかし、書類審査のみで各選定委員がそれぞれの申請者の意向をどの程度把握

し、イメージできるか、疑問であるし、申請者の側としても、直接自己の意向を

説明したいという希望を有している可能性もある。 

また、面接等を公開して実施すれば、審査過程が客観的なものとなり、その公

正性が担保されるというメリットもある。 

したがって、面接等を公開して実施するなど、申請者の意向を具体的に把握し、

また審査過程の客観性を確保できる審査方法を積極的に採用するべきである。 

 

２ 基本協定書等の内容 

利用料金の取り扱いについて（指摘） 

① 本施設の管理については、指定管理料が支払われる一方で、有料施設（コテー

ジ）の利用料金の一部を指定管理者が受け取ることのできる規定となっている。

具体的には、コテージの収益（収入－支出）額が、一定の基準額を上回った場合

に、その超過額の半額を県に納付し、残りを指定管理者自身の収入とすることが

できる（基本協定書第９条４項）。 

② この点、コテージの支出の範囲については、特段の制限が設けられておらず、

解釈上はコテージの修繕費もこの支出に含まれることになる。しかし、後に述べ

るように、修繕費は一定の限度があるとはいえ県が最終負担することになってお

り、指定管理者自身の負担とはならない。このため、コテージの修繕をしてもし

なくても、指定管理者の最終的な負担となる支出額は変わらない。しかし、コテ

ージの修繕をした場合の方がしない場合に比べて、修繕費を支出として計上する

ことによりコテージ収益が減少し、県への納付額が減少することになる。逆に言

えば、指定管理者がコテージの修繕をすれば、指定管理者に帰属する利潤が増加

するということになり、その不合理性は明らかである。 

③ また、修繕費に限らず、「コテージの収益」を算出するに当たって控除されるべ

き支出の範囲が不明確である。つまり、本施設ではコテージ以外の施設が圧倒的

に多く、施設全体での支出は多岐に渡る。他方で、「コテージの収益」と規定され

ている以上は、その算出に当たって控除されるべき支出はコテージの維持管理に



 

 123 

関して必要となった支出に限定されるべきであるが、控除対象となる支出となら

ない支出の区別が協定書の規定内容からは必ずしも明らかでない。 

そして、現に指定管理者が「コテージの収益」の算出に当たって控除している

支出の具体的な内容を見ると、 

１）コテージのみについてなされた支出として全額を控除したもの 

２）コテージには無関係の支出として一切控除しなかったもの 

３）本施設全体に関わる支出としてその２割（あるいはその他の割合）を控除    

したもの 

があるが、このような取り扱いが果たして妥当といえるかは疑問がある。特に

３）について、芝刈トラクタ用アタッチメントや軽トラック購入費などの支出を

一律に２割控除しているが、その２割という割合には合理的な根拠がない。さら

に、芝刈トラクタ用アタッチメント購入費については、コテージ利用とは極めて

関係の薄い支出であり、２割の経費計上は過大であるとの感はぬぐえない。 

 

〔指摘事項〕 

利用料金の一部を県に納付する規定を採用する場合には、その算出方法を一義

的かつ合理的な内容で規定すべきである。 

 

３ 指定管理の状況 

 ① 委託契約（意見） 

本施設に関する基本協定書では、第三者への委託については事前に県の書面に

よる承諾が必要とされているところ（基本協定書第１８条）、指定管理者から県に

提出された「徳島県月見が丘海浜公園管理運営業務体制報告書」では具体的な委

託契約の内容が把握できない上（平成１９年度のもの一定の業務について外部委

託する予定であることが記載されているだけであり、平成２０年度のものも契約

期間や業務内容の詳細等契約の具体的な内容は不明である。）は、県の側がこの内

容について個別に検討を加えて承諾をした経過はうかがわれない。 

指定管理者選定の手続が公平公正になされるべき趣旨に照らしても、委託契約

については、確実に承諾を得る手続を履行すべきである。 

したがって、委託契約は、その具体的な内容を事前に把握した上で承認する手
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続を徹底すべきである。 

 

② 修繕、備品購入費について 

  １）修繕、備品購入費の内容について（指摘） 

基本協定書では、本施設の修繕、備品購入費について、実際に要した費用の

うち、年間１０５０万円までは県が指定管理料の範囲で負担することになって

いる（基本協定書第２６条）。すなわち、当該年度に実際に要した修繕、備品購

入費が１０５０万円を下回った場合には、１０５０万円と当該年度に実際に要

した費用との差額を、指定管理料から減額することとされている（基本協定書

第１０条４項）。 

そして、備品購入については、基本協定書に下記のとおりの規定がある（「甲」

は県、「乙」は指定管理者）。 

  

『〔基本協定書第１０条（指定管理料の変更）〕 

   ４項）修繕、備品購入費（執行に当たっては事前に甲の承諾を要する）につい

ては、第２６条第１項及び第３８条第３項の規定に基づき、当該年度に実際に

要した費用が１０５０万円を下回った場合には、１０５０万円と当該年度に要

した費用との差額を指定管理料から減額する。 

〔基本協定書第３８条（備品の取り扱い）〕 

３項）県有備品が、経年劣化等により管理運営業務の用に供することができな

くなった場合、甲は、乙との協議により、必要に応じて自己の費用で当該県有

備品を購入又は調達するものとする。ただし、１件２０万円以下の県有備品の

更新及び新規備品の購入については、甲の承諾を得て、修繕費と併せた１０５

０万円の調整枠の範囲で乙が実施するものとし、この場合、当該備品は甲に帰

属するものとする。 

５項）乙は、乙の任意により県有備品以外の備品を購入又は調達し、管理運営

業務の用に供することができることとし、この場合、当該備品は乙に帰属する

ものとする。』 

 

ところで、指定管理者から提出された「平成１９年度月見が丘海浜公園決算
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報告書について」と題する書面に添付された「事業報告書（収支計算書）」では、

平成１９年度に８８７万８１３９円の修繕費・備品購入費が発生したと報告さ

れている。 

このうち備品として軽トラックが９１３，０００円で購入されている。これ

は、平成１９年４月１１日に県の承認なく指定管理者名義で購入していたもの

を、同年１２月２０日になって初めて県に対して備品購入の承認申請をし、こ

れを県が基本協定書第３８条３項ただし書きに基づいて承認したという経緯を

たどっている。 

この点、所管課によると基本協定書第３８条３項ただし書きの「１件２０万

円以下の」という限定は、次の「県有備品の更新」だけにかかり、「新規備品の

購入」には２０万円という限定はないと解釈し、指定管理者が自己の費用で購

入する必要はないと説明した。 

しかし、このただし書きは、規定内容等から新規備品購入についても１件２

０万円以下のものに適用されるべきものであり、２０万円を超える本件９１３，

０００円の新規の軽トラック購入について適用されるべき規定とは考えがたい。

仮に、新規備品の購入については、２０万円の限度はないと解釈して同３項た

だし書きを適用するとしても、事前に県の承認が必要であることは同書第１０

条４項に明確に規定されている。このように、いずれにしても軽トラックを備

品として購入した経緯には大きな問題がある。 

次に、備品として芝刈トラクタ用アタッチメントが４，０６８，７５０円で

購入されているが、これも県の承認なく購入されていたもの（記録によれば指

定管理開始前の平成１８年度に購入してしまっていたとの記載もある。）を、事

後的に承認するという経緯をたどっているところ、その問題性は、金額、購入

時期等からいっても、軽トラックよりもさらに大きいというべきである。 

このように基本協定書上の規定に反する手続によって、県負担の備品購入と

する取り扱いは、不適切であるという他ない。 

 

  〔指摘事項〕 

したがって、修繕、備品購入費の処理について、指定管理者が適正な手続を

するよう指導するとともに、誤った手続による申請に対しては、安易な追認を
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するべきではない。 

 

２）修繕、備品購入費の削減について（意見） 

本施設について、すでに述べたとおり、修繕費は１０５０万円までの範囲に

ついては県が負担する規定となっているところ、不必要な修繕を未然に防止す

る観点から、一定の金額等の基準を設けて、それを超える金額の修繕について

は事前協議することが必要である。 

また、ほとんどすべての修繕が、一者随意契約によって行われているが、や

はり修繕費が県の負担となることからすれば、一定の金額等の基準を設けて、

それを超える金額の修繕については、相見積もり、入札等により修繕費の削減

を図るべきである。 

したがって、修繕について、事前に県と協議することや相見積もり、入札等

によって行うことなどを指導し、今後はそのような内容を基本協定書に規定す

るなどして、修繕費の削減を図るよう対策を講じるべきである。 

 

③ モニタリングについて（意見） 

本施設について、所管課は、県のモニタリングも行っていると説明するものの、

その結果を全く書面化しておらず、その内容が全く把握できないし、引継もでき

ない。 

したがって、施設の利用状況については、県自ら定期的にモニタリングを実施

し、その記録をきちんと書面化すべきである。 
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徳島県富田浜第一駐車場、徳島県富田浜第二駐車場、徳島県幸町駐車場 

 

第１ 施設及び指定管理者等の概要 

１ 施設の概要 

【富田浜第一駐車場】 

① 所在地  徳島県徳島市富田浜町３丁目１４番 

           富田浜町４丁目９番 

② 根拠条例及び所管課 

条 例  徳島県駐車場の設置及び管理に関する条例 

所管課  県土整備部都市計画課 

③ 供用開始 昭和４２年８月 

④ 施設概要、内容 

   施設規模 敷地面積２，６５３m2 

台数 普通自動車７２台 

        施設構造 平面式  

主要施設 管理棟(鉄骨平屋) 

【富田浜第二駐車場】 

① 所在地 徳島県徳島市富田浜２丁目４番・２２番・２４番 

② 根拠条例及び所管課 

条 例  徳島県駐車場の設置及び管理に関する条例 

所管課  県土整備部都市計画課 

③ 供用開始 昭和４３年７月 

④ 施設概要、内容 

   施設規模 敷地面積８０４m2 

台数  普通自動車 ３８台 

        施設構造 平面式  

主要施設 自動料金徴収システム、管理棟(鉄骨平屋) 

【幸町駐車場】 

① 所在地 徳島県徳島市幸町３丁目８３番 

② 根拠条例及び所管課 
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条 例  徳島県駐車場の設置及び管理に関する条例 

所管課  県土整備部都市計画課 

③ 供用開始 昭和４３年７月 

④ 施設概要、内容 

   施設規模 敷地面積８０４m2 

台数  普通自動車 ４４台 

        施設構造 平面式  

主要施設 管理棟(鉄骨平屋) 

【本件３施設】 

 ⑤ 指定管理前の管理状況 

 供用開始時から社会福祉法人徳島県社会福祉協議会に管理委託 

平成１５年度から同１７年度までの管理委託費 

年度 委託料(円) 

Ｈ１５ ４６，８８４，０００ 

Ｈ１６ ４７，６６０，０００ 

Ｈ１７ ４７，８２７，０００ 

⑥ 施設の利用状況 

平成１５年度から同１９年度までの期間 

利用人数及び利用料の推移   

年度 利用者数（件） 利用料金(円) 

Ｈ１５ ６８，６４４ ５０，５０７，９２０ 

Ｈ１６ ６１，５６６ ４６，０５８，１６０ 

Ｈ１７ ５９，１４０ ４４，０２１，６３０ 

Ｈ１８ ６２，９８６ ４８，７１３，３８０ 

Ｈ１９ ５５，９９１ ４５，７４５，２００ 

 

２ 指定管理者について 

① 名 称 社会福祉法人徳島県社会福祉協議会 

② 代表者 指定管理開始当時 会長 岸 一郎  非常勤 
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現      在 会長 岸 一郎  非常勤 

③ 所在地 徳島県徳島市中昭和町 1 丁目 2 番地 徳島県総合福祉センター3 階 

④ 設立時期 昭和３０年３月２２日 

⑤ 目的 

徳島県における社会福祉事業その他社会福祉を目的とする事業の健全な発達 

及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的と

する。 

⑥ 事業内容 

社会福祉を目的とする事業の企画及び実施等 

⑦ 組織 

１）役員 

 会 長    １名（非常勤） 

 副会長    ４名（常勤１名〔県職員ＯＢ〕、非常勤３名） 

 理 事   １９名（非常勤：うち現職県職員１名、県職員ＯＢ２名） 

 監 事    ３名（非常勤） 

２）職員 

常 勤   ４１名 

非常勤    ７名 

⑧ 出資者、寄付行為者別の出捐金額 

基本財産：３，０００，０００円 

 

３ 指定管理者の選定について 

① 申請資格 

徳島県内に主な事務所（本店）を置いている法人等であることその他一定の事

項に該当しないこと 

② 指定管理者募集スケジュール 

平成１７年８月１０日 募集要項の公表 

平成１７年８月１０日 関係書類の配布開始 

平成１７年８月１９日 現地説明会参加申込締切 

平成１７年８月２２日 現地説明会の開催（参加者数・８団体） 
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平成１７年９月 ９日 関係書類の配布終了 

平成１７年９月１２日 申請書類の受付 

平成１７年９月２０日 申請書類の提出の締切 

③ 審査方法 

１）選定委員の構成 

外部内部の別と役職名 

 区分  役職名 

 外部 徳島大学大学院教授 

 外部 県中小企業団体中央会会長  

 外部 徳島地方労働審議会委員 

 外部 公認会計士  

 内部 徳島県県土整備部次長  

 内部 徳島県県土整備部参事  

 内部 徳島県県土整備部建設管理課長 

 内部 徳島県県土整備部都市計画課管理・公園担当主幹 

２）選定委員会の開催状況 

第１回選定委員会 平成１７年８月３日 募集要項の決定（所要時間１時間

３０分） 

第２回選定委員会 平成１７年１０月１３日 申請団体の状況及び申請内容

の報告、詳細な審査基準の決定（所要時間２時間） 

第３回選定委員会 平成１７年１０月１９日 最終審査、指定管理候補者の

決定（所要時間３時間） 

３）プレゼン・面接の実施状況 

なし 

④ 審査基準及び配点 

    審査項目     配点 

県民の平等な利用の確保と施設の効用の最大限の発揮 ３０ 

効率的な管理運営（経済性の追求）   ３０ 

安定した管理のための人的・物的経営基盤の状況 ３０ 
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その他、地域への貢献及び連携等 １０ 

  計    １００ 

⑤ 選定結果    

                   団体名      得点 

（指定管理者）(社福)徳島県社会福祉協議会 ７４．４点 

 Ａ団体 ７１．６点 

Ｂ団体 ６４．３点 

 Ｃ団体 ５４．９点 

 Ｄ団体 ５１．９点 

 

４ 指定管理の内容について 

① 指定管理期間 

   平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日 

② 納付金実績額 

   平成１８年度  １７，５８４，４６７円 

   平成１９年度  １５，９９８，５１８円 

 

 

第２ 指摘及び意見 

１ 指定管理の基本的な内容 

  対象施設の組み合わせ（意見） 

平成１８年に指定管理が導入された際、本件各施設について、同一の指定管理者

による管理とすることとされた。本件各施設がいずれも駐車場であることからすれ

ば、これを同一指定管理者の管理とすることにも一定の合理性があるようにも思わ

れる。他方で、本件各施設は、いずれも社会福祉法人徳島県社会福祉協議会（以下

「社会福祉協議会」という。）に対して管理委託されていたものであり、指定管理移

行時にもそのような事情が影響した可能性がある。仮にそうであるならば、従前管

理者に対する優遇につながるものであり、疑問が残る。 

また、県営駐車場は他にもあり、これらと一括して指定管理の対象とすることも
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考えるべきである。 

したがって、指定管理の対象施設の組み合わせについて、従前の管理状況にとら

われることなく、管理の合理性等を客観的に検討して決定すべきである。 

 

２ 選定手続 

 ① 選定委員の選定等（意見） 

本件各施設について、指定管理者選定委員会の委員の構成は、概要に記載した

とおり、８名の委員のうち、４名が内部委員（現職県職員）であり、全体の半分

を占めている。このような構成は、選定委員会による選定手続及び結果の公平性、

客観性に疑問を生じさせるおそれがある。 

また、４名の外部委員についても、各団体からの推薦を受けるなどの手続を経

たものではなく、県において個別に就任を依頼したものであって、その点でも公

平性、客観性に疑問がある。 

したがって、選定委員会は、公平性、客観性が確保される構成にすべきである。 

 

 ② 利用時間について（意見） 

本件各施設の利用時間は、下記のとおりである。 

〔富田浜第一駐車場〕  ８時～２０時 

〔富田浜第二駐車場〕  ０時～２４時 

〔幸町駐車場〕     ８時～２０時 

これは、指定管理者の募集前に募集要項によって一律に決定されてしまってい

る。つまり、申請者において、申請段階で、利用時間についてさらに利用者の利

便を図る内容を提示することができないシステムになっている。このように、申

請段階で利用時間に関する条件面での競争ができないシステムは、利用者の利便

を図るべき駐車場の管理運営という観点からは疑問である。 

なお、上記利用時間は、従前の管理委託時の利用時間をそのまま維持したもの

であり、このような条件設定のあり方は、従前管理者に対する配慮につながりか

ねない。 

したがって、利用時間についても、申請段階における自由な競争をできるだけ

確保できる条件の募集要項にすべきである。 
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③ 募集期間等（意見） 

本件各施設について、募集に関するスケジュールは、下記のとおりである。 

〔スケジュール〕 

平成１７年８月１０日 募集要項公表 

    同月１９日 現地説明会参加申込締切 

    同月２２日 現地説明会実施 

  同年９月２０日 申請書類等提出期限 

上記スケジュールのうち、現地説明会は申請者にとって重要であるが、募集要

項公表後わずか９日で参加申込が締め切られ、そのわずか３日後には現地説明会

が実施されることになっており、当初からその予定を把握していない者にとって

は現地説明会自体に参加しづらい内容といわざるを得ない。 

また、申請書類等の提出期限は、募集要項公表後１ヶ月余りとなっており、こ

の日程も極めて厳しい。 

このようなタイトなスケジュールを組んだ場合、従前本件各施設の管理運営に

あたっていた者が、そうでない者と比較して有利となることは明らかである。 

したがって、指定管理の対象となる施設の状況を初めて知ることになる者も含

めて、各申請者が公平に申請準備ができるように、余裕を持った募集期間等のス

ケジュールにするなど、配慮すべきである。 

 

④ 本件各施設に関する情報提供（意見） 

本件各施設に関する情報については、募集要項及びその資料に記載されている

一定の内容のほか、現地説明会により、提供されることになる。 

しかし、上記のとおり、現地説明会はわずかに１日（各施設についていえばそ

れぞれ数時間程度）であり、その情報提供の程度は極めて乏しい。そうなると、

やはり従前から本件各施設の管理運営にあたっていた者とそうでない者との間で

情報の質及び量に格差が生じることは明らかである。 

したがって、指定管理の対象となる施設の状況を初めて知ることになる者も含

めて、各申請者ができるだけ公平に情報を得られるように、現地説明会に十分な

時間を確保し、またその日程を複数回設け、さらにはその他施設や経営状況に関
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する具体的な資料を提供するなど、十分に配慮すべきである。 

 

⑤ 審査基準について（指摘） 

１）審査基準は、一応選定委員会に諮られるものの、事前に所管課にて既に作成

済みのものを提示し、選定委員会の了承を得るという手順で決められており、

実際の選定委員会での議事経過を見ても、原案が全く修正されることなく了承

されている。 

以上のような手順、経過は、選定委員会の機能の一部である審査基準作成の

形骸化を招き、ひいては、審査基準の公平性に疑問を抱かせることとなる。 

２）また、本件各施設の審査基準のうち、「効率的な管理運営（経済性の追求）」

に対する配点は、１００点満点中３０点とされている。 

この点、有料施設、無料施設を含めた県全体の基準では、「効率的な管理運営

（経済性の追求）」に対する配点が１００点満点中３０点であり、それぞれの施

設に応じてその配点を上下１０点の範囲で増減できることになっている。 

そして、本件各施設のように営利を目的とする施設であり、少なくとも現在

では公益的な意義が著しく低下している施設において、「効率的な管理運営（経

済性の追求）」が特に重要であることは明らかであり、これに対する配点を県全

体の基準そのままの１００点満点中わずか３０点にとどめてしまうことには強

い疑問がある。また、平成１７年２月に、県人事課が本施設を含む公の施設の

見直しを検討した結果によれば、本施設に関する留意事項として、「・・・近年

では民間駐車場が増加し、利用台数は減少傾向にある。」とされているところ、

「効率的な管理運営（経済性の追求）」の視点は重要である。 

このような施設の性質や現状に鑑みれば、「効率的な管理運営（経済性の追

求）」については、その配点を県全体の基準よりも高く設定する方向を検討すべ

きである。 

３）また、「効率的な管理運営（経済性の追求）」の具体的な内容として、要項で

は「管理運営費の縮減」を掲げている。 

これについて、第１回選定委員会で採用された審査基準をもとに作成された

事務局案では、下記のとおりの採点方法であった。 

すなわち、本件各施設では利用料金制度を導入しており、申請者に、売上金
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（利用料金収入）、経費、利潤額（申請者の確保する利益額）及び県への納付金

を提示させる。そして、納付金の最高額を提示した団体を、満点の２０点とし、

事前に県が公表した基準額（最低額）４４８８万９０００円を提示した団体を

４点とする。 

そして、その他の申請者の点数は、各自が提示した納付金を「提案額」とし、

全申請者が提示する納付金のうち最高額のものを｢最高提案額｣として、 

 

（提案額－基準額） 
得点＝４点＋１６点× 

（最高提案額－基準額） 

 

で算出されることとなっていた。 

この点、第２回目の選定委員会において、内部委員から、各申請者が提示し

た納付金は、あくまで最低納付金額であり、実際の納付金額とは異なることか

ら、納付金を「提案額」として採用するのは妥当でない旨の意見が出された。

すなわち、各申請者がすべて、最高の売上金額を見積もった団体と同じ売上金

額を計上し、かつ、経費は各申請者が提示した金額と同金額のままであると仮

定した場合の見込納付額を計算し、これを「提案額」とするというものであっ

た。この意見に基づき事務局案が修正され、委員会でこの修正案が採択決議さ

れた。 

しかし、最も高く見積もった申請者の売上金をそのまま他の申請者に当ては

めることは全く不適当である。しかも、収入増を図るためには、一般的には、

それに伴って必要となる経費もある程度増大するはずであるが、上記採点方法

では売上金を高く変更することに伴う経費変動については全く考慮しないこと

になるのであって、この点でも不適当である。 

加えて、上記修正に伴い、「管理運営費の縮減」に関する得点（配点２０点）

と最終の合計得点（１００点満点）が下記のように大きく異なる結果になった。 

 

〔管理運営費の縮減（合計得点）〕 

           修正前の基準        修正後の基準 

社会福祉協議会  ４．２（合計得点 60.7）   １７．９（合計得点 74.4） 
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Ａ団体     ２０．０（合計得点 71.6）   ２０．０（合計得点 71.6） 

Ｂ団体      ９．６（合計得点 60.0）   １３．７（合計得点 64.3） 

Ｃ団体      ４．０（合計得点 53.5）    ５．４（合計得点 54.9） 

Ｄ団体      ４．２（合計得点 52.0）    ４．１（合計得点 51.9） 

 

    (注)上記修正が行われた第二回選定委員会では、他の項目の採点は行われて

いなかった。上記の合計得点は、当時の集計ではなく、事後的に監査人が

他の項目の点数と合わせて集計したものである。 

 

このように、上記採点方法の修正により、現実の採点結果が大きく変わり、

指定管理者候補の選定結果に影響を及ぼした可能性があることから、上記修正

の合理性には問題があるといわざるを得ない。 

なお、さらに付け加えれば、上記採点方法の修正の提案がなされた第２回選

定委員会は、申請者がすでに申請書類を提出した後に開かれたものであり、県

はすでに上記採点方法の前提となるべき申請者提示の数字をすべて把握できる

状況にあった。このような状況で、上記のように採点方法に修正を加えた事実

は、不適切である。 

 

〔指摘事項〕 

審査基準は、選定委員会の独立した意見が反映されるような手続によって作

成されるべきである。また、審査基準の内容の決定は、当該施設の性質を踏ま

えて慎重になされるべきであり、特に有料施設では経済性を重視すべきである。

そして、本件各施設に関する審査基準のうち、特に「管理運営費の縮減」に関

する項目について、申請書類提出後にその採点方法を修正した点は、その内容

の合理性や手順の公平性、公正性の観点から不適切である。 

  

⑥ 審査方法について（意見） 

本件各施設について、具体的な審査は、書類審査のみであり、面接等は実施さ

れていない。 

しかし、書類審査のみで各選定委員がそれぞれの申請者の意向をどの程度把握
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し、イメージできるか、疑問であるし、申請者の側としても、直接自己の意向を

説明したいという希望を有している可能性もある。 

また、面接等を公開して実施すれば、審査過程が客観的なものとなり、その公

正性が担保されるというメリットもある。 

したがって、面接等を公開して実施するなど、申請者の意向を具体的に把握し、

また審査過程の客観性を確保できる審査方法を積極的に採用するべきである。 

 

⑦ 議会承認の手続（意見） 

選定手続は非公開にてなされ、選定された指定管理候補者を、指定管理者とす

るかにつき、県議会で承認手続を経ることになる。 

この点、議会での資料には、指定管理候補者の提案内容と選定結果（審査項目

別得点）が記載されているのみであり、具体的な採点方法や他の申請者の提案内

容についての特段記載はない。 

上記のとおり、上記各項目についてはその合理性、公平性、公正性に疑問があ

り、県議会でもその是非について議論がなされた上で承認手続がなされなければ

ならない。 

したがって、県議会での承認手続にあたり、具体的な採点方法や他の申請者の

提案内容等についても、具体的に資料に記載して提出すべきである。 

 

３ 基本協定書等の内容 

 修繕費について（意見） 

本件各施設に要する修繕費について、基本的には、大規模修繕は県の負担、それ

以外の修繕は指定管理者の負担とされている（基本協定書第２６条）。 

しかしこのような抽象的な規定では、具体的に修繕の必要が生じた場合に、それ

が大規模修繕であるか否かが必ずしも明確でないことも十分に考えられる。 

そのため、事後に県と指定管理者との間で意見が食い違うおそれがあるし、指定

管理者募集段階においても、申請の意向を持つ団体が、そのような事態を懸念して

申請を躊躇する可能性もある。 

したがって、修繕費の負担については、もっと明確な規定の導入を検討すべきで

ある。 
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４ 指定管理の状況 

 ① 委託契約（意見） 

本件各施設に関する基本協定書では、第三者への委託については事前に県の書

面による承諾が必要とされているところ（基本協定書第１８条）、指定管理者から

県に提出された「徳島県駐車場（富田浜第一、富田浜第二、幸町）管理運営業務

体制報告書」には、外部委託なしとなっており、委託契約についての事前の承諾

手続きは行われていない。 

しかしながら、実際には保守契約等について、外部委託を行っており、基本協

定書の規定に反している。 

この点、所管課に確認したところ徳島県管理運営業務要求水準書で、特定会社

と保守契約等を締結するように定められているため、それに従ったものであると

のことであった。 

県が特定の会社と委託契約を締結するように要求している点について、その妥

当性には疑問がある。また、たとえ徳島県管理運営業務要求水準書で要求されて

いるとはいえ、基本協定書で事前の承諾が必要と定められている以上、その手続

を履行すべきである。 

 

② 管理の実情（意見） 

１）本件各施設のうち、富田浜第一駐車場と幸町駐車場の業務時間は午前８時か

ら午後８時まで、機械による自動料金徴収システムを導入している富田浜第二

駐車場のみ２４時間の業務としているところ、この業務時間帯は指定管理開始

以前と変更はない。 

２）本件各施設については、指定管理開始以降、特に新たな設備を導入している

事実はない。 

３）本件各施設のうち、富田浜第一駐車場と幸町駐車場は、午後８時から翌日午

前８時までは業務時間外であり、夜間は開放して無料での使用を認めている。 

しかし、このような取り扱いに便乗して、収容台数を上回る夜間駐車が発生

し、駐車場から出ようとする者との間でトラブルとなるなどして、毎週のよう

に１１０番通報がある旨警察から指摘されている。また、夜間の管理外の時間
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に駐車し、翌日日中も駐車し続け、同日夜間の管理外の時間に出車する者もい

るようで、このような者の一部については、事実上駐車料金が回収できていな

い。 

４）本件各施設の利用状況は、管理委託時、指定管理後を通じて、下記のとおり

である。 

利用数（各施設合計）      利用料金（各施設合計） 

（管理委託時） 

Ｈ１５  ６８，６４４件         ５０，５０７，９２０円 

Ｈ１６  ６１，５６６件         ４６，０５８，１６０円 

Ｈ１７  ５９，１４０件         ４４，０２１，６３０円 

（指定管理後） 

Ｈ１８  ６２，９８６件        ４８，７１３，３８０円 

Ｈ１９  ５５，９９１件        ４５，７４５，２００円 

 

以上の利用状況を見るに、本件各施設については従前から利用数や利用料金

が減少傾向にあったといえるが、指定管理後も必ずしもその状況は改善されて

いない。 

５）指定管理者によれば、経費節減に努めているとのことであるが、その内実は

人件費カットであり、それも雇用人数は確保したまま、各従業員の給与をカッ

トすることによって対応しているとのことである。 

６）以上のような管理の実情に鑑みれば、本件各施設については効率的な運営が

なされているとは言い難い。 

本件各施設は駐車場であり、その利用状況は周辺施設の状況等にも左右され

る面があるとはいえ、指定管理によって効率的な管理運営を目指すという目的

には必ずしも合致しているとは言えない。 

したがって、現実の利用状況等、実績について、指定管理者に十分な分析を

させて、その具体的な対策を検討するよう、指示すべきである。 
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徳島県藍場町地下駐車場、徳島県松茂駐車場 

 

第１ 施設及び指定管理者等の概要 

１ 施設の概要 

【徳島県藍場町地下駐車場】 

① 所在地 徳島市藍場町１丁目 

② 根拠条例及び所管課 

条 例 徳島県駐車場事業管理条

例（昭和４８年徳島県条例第５号） 

所管課 企業局総務課経営企画室 

③ 供用開始 昭和４８年４月１日 

④ 施設概要、内容 

   施設規模 面積 １０，８２８㎡ 

収容台数 ３００台 

形式 地下式自走式 

主要施設 管制設備、受変電設備、

給排気設備、ポンプ設備 

自動火災報知設備、泡消火ポンプ設備、テレビ監視設備 

拡声設備、昇降機設備等 

⑤ 指定管理前の管理状況 

供用開始時から財団法人徳島県企業公社に管理委託 

      平成１５年度から同１７年度までの管理委託費 

年度 委託料(円) 

Ｈ１５       ６６，０４５，０７６ 

Ｈ１６       ５７，９６５，７４６ 

Ｈ１７       ５２，４４２，６６５ 

⑥ 施設の利用状況 

平成１５年度から同１９年度までの期間 

      利用台数及び利用料の推移 
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年度 利用台数 利用料金(円) 

Ｈ１５      １９８，８４８     １２３，９９１，２５０ 

Ｈ１６       １９４，５０１     １２２，９２２，４００ 

Ｈ１７       １７９，３７３     １０９，３７０，６００ 

Ｈ１８       １５７，２２０      ９２，８０２，３００ 

Ｈ１９       １８９，４８３     １２４，９７８，８９０ 

 

【徳島県松茂駐車場】 

① 所在地 徳島県板野郡松茂町中喜来字前原東５番地 

② 根拠条例及び所管課 

条 例 徳島県駐車場事業管理条例（昭和４８年徳島県条例第５号） 

所管課 企業局総務課経営企画室 

③ 供用開始 平成１５年４月６日 

④ 施設概要、内容 

   施設規模 面  積 ６，３７５㎡ 

収容台数 ２３０台 

形  式 広場式自走式 

主要施設 駐車場管理室、管制設備、監視カメラ設備、照明設備、雨水排水設

備、擁壁、防護柵、給水設備、植栽等 

⑤ 指定管理前の管理状況 

供用開始時から財団法人徳島県企業公社に管理委託 

      平成１５年度から同１７年度までの管理委託費 

年度    委託料(円) 

Ｈ１５       １２，４７１，８６３ 

Ｈ１６       １４，９７１，８７７ 

Ｈ１７       １３，９６２，５１５ 

⑥ 施設の利用状況 

平成１５年度から同１９年度までの期間 

      利用人数及び利用料の推移 



 

 142 

年度    利用台数   利用料金(円) 

Ｈ１５       ８８，８９７       ５０，４８０，０００ 

Ｈ１６         ７３，７６７       ６０，８３６，１５０ 

Ｈ１７         ７２，００８       ５２，２８７，４００ 

Ｈ１８         ７５，１９２       ５５，６９６，０５０ 

Ｈ１９         ６１，８６９       ３７，８２８，２００ 

 

２ 指定管理者について 

① 名 称 財団法人徳島県企業公社 

② 代表者 指定管理開始当時 理事長 小泉弘司（常勤、企業局職員ＯＢ） 

       現在       理事長 原田武則（常勤、企業局職員ＯＢ） 

③ 所在地 徳島市藍場町１丁目４番地 

④ 設立時期 昭和４８年３月３１日 

⑤ 目的 企業局が設置する施設を管理運営し、県民の福祉増進に寄与する 

⑥ 事業内容 徳島県藍場町地下駐車場及び徳島県松茂駐車場の管理運営 

⑦ 組織 

１）役員 

理事長  １名 （常勤、企業局職員ＯＢ） 

副理事長 １名 （非常勤、現職県職員） 

理事   ４名 （非常勤：うち現職県職員１名、県職員ＯＢ３名） 

監事   ２名 （非常勤：うち企業局職員ＯＢ１名） 

２）職員 

８名（常勤８名、うち県職員ＯＢ１名）※臨時職員含む 

⑧ 出資者、寄付行為者別の出捐金額  

   徳島県企業局  ５００，０００円 

 

３ 指定管理者の選定について 

① 申請資格 

徳島県内に主な事務所（本店）を置いている法人等であることその他一定の事

項に該当しないこと 
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② 指定管理者募集スケジュール 

平成１７年８月１２日 募集要項の公表 

平成１７年８月１２日 関係書類の配布開始 

平成１７年８月１９日 現地説明会参加申込締切 

平成１７年８月２２日 現地説明会の開催（参加者数・１１団体） 

平成１７年９月１４日 関係書類の配布終了 

平成１７年９月１５日 申請書類の受付 

平成１７年９月３０日 申請書類の提出の締切 

③ 審査方法 

１）選定委員の構成 

外部内部の別と役職名 

区分  役職名 

 外部  徳島県中小企業団体中央会会長 

 外部  財団法人日本建築士連合会委員 

 外部  公認会計士 

 外部  徳島地方労働審議会委員 

 内部  企業局次長（工務担当） 

 内部  企業局参事（経営企画担当） 

 内部  企業局総合管理事務所所長 

 内部  企業局総務課経営企画室長 

２）選定委員会の開催状況 

第１回選定委員会 平成１７年８月８日 

募集要項の決定（所要時間１時間４０分） 

第２回選定委員会 平成１７年１０月２１日 

書類審査及び詳細な審査基準の決定（所要時間２時間１

０分） 

第３回選定委員会 平成１７年１１月２日 

最終審査、指定管理候補者の決定（所要時間２時間） 

３）プレゼン・面接の実施状況 
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なし 

④ 審査基準及び配点 

審査項目 配点 

・平等な利用を図るための具体的手法及び期待される効果 

・施設の設置目的及び管理運営方針 

・利用者の増加を図るための具体的手法及び期待される効果 

・サービスの質の確保と向上を図るための具体的手法及び 

  期待される効果 

 

 

２５ 

・収支計画の内容及び実現の可能性並びに安定的な運営が可能 

  となる経営基盤 

 

２５ 

・安定的な運営が可能となる人的能力 

・施設の維持管理の内容、的確性及び実現の可能性 

・駐車場の管理運営実績 

 

４０ 

・地域貢献度 １０ 

  計 １００ 

⑤ 選定結果 

団体名 得点 

（指定管理者）財団法人徳島県企業公社  ７４．２２５点 

 Ａ団体  ６２．６７５点 

 Ｂ団体   ５７．７５０点 

 Ｃ団体   ５７．０２５点 

 Ｄ団体  ５３．７７５点 

 Ｅ団体  ５１．７２５点 

 Ｆ団体  ５１．４２５点 

 

４ 指定管理の内容について 

① 指定管理期間 

     平成１８年４月１日から平成２１年３月３１日まで（３年間） 

② 納付金実績額 
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   平成１８年度  ７１，０７９，０００円 

   平成１９年度  ８９，５３５，０００円 

 

 

第２ 指摘及び意見 

１ 指定管理の基本的な内容 

 ① 対象施設の組み合わせ（意見） 

平成１８年に指定管理が導入された際、本件各施設について、同一の指定管理

者による管理とすることとされた。本件各施設がいずれも駐車場であることから

すれば、これを同一指定管理者の管理とすることにも一定の合理性があるように

も思われる。他方で、本件各施設は、いずれも財団法人徳島県企業公社に対して

管理委託されていたものであり、指定管理移行時にもそのような事情が影響した

可能性がある。仮にそうであるならば、従前管理者に対する優遇につながるもの

であり、疑問が残る。 

また、県営駐車場は他にもあり、これらと一括して指定管理の対象とすること

も考えるべきである。 

したがって、指定管理の対象施設の組み合わせについて、従前の管理状況にと

らわれることなく、管理の合理性等を客観的に検討して決定すべきである。 

 

 ② 指定管理料及び利用料金制等（意見） 

本件各施設については、指定管理料の支払いはなく、指定管理者が本件各施設

の利用料金を自己の収入として収受できるという、利用料金制が採用されている

（基本協定書第２０条）。 

他方、指定管理者は県に対して、３年間で総額２億２０００万円の固定納付金

を支払うこと（基本協定書第２１条）、各事業年度の総収入が総支出を上回った場

合にはその上回った金額の２分の１を変動納付金として支払うこととされている

（基本協定書第２２条）。 

この点、本件各施設について利用料金制が採用されていること自体は、本件各

施設の性質や指定管理者のインセンティブを高める効果があるという点から、妥

当であると思われる。 
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他方で、上記固定納付金の金額は、指定管理者の募集前に募集要項によって一

律に決定されてしまっている。つまり、申請者において、申請段階で、固定納付

金額について増額した額を提示することができないシステムになってしまってい

るのである。このように、申請段階で価格競争ができないシステムは、経済性を

重要すべき駐車場の管理運営という観点からは疑問である。 

したがって、入札制度的な基準を取り入れるなどして納付金について、申請段

階における自由な価格競争をできるだけ確保できる条件の募集要項にすべきであ

る。 

 

２ 選定手続 

 ① 選定委員の選定等（指摘） 

本件各施設について、指定管理者選定委員会の委員の構成は、概要に記載した

とおり、８名の委員のうち、４名が内部委員（現職県職員）であり、全体の半分

を占めている。このような構成は、選定委員会による選定手続及び結果の公平性、

客観性に疑問を生じさせるおそれがある。 

特に、内部委員は、全員が徳島県企業局所属であるが、平成１８年度の指定管

理者に応募し、現実に選定された徳島県企業公社は、同局の全額の寄附行為によ

って設立された財団で、しかも同局の職員がその役員を兼任したり、徳島県企業

局ＯＢがその理事長に就任したりする慣行があるなど、同局との関係は極めて密

である。このような関係に鑑みれば、その選定手続及び結果の公平性、客観性に

はさらに大きな疑問を抱かざるを得ない。 

さらにいえば、４名の外部委員についても、各団体からの推薦を受けるなどの

手続を経たものではなく、同局において個別に就任を依頼したものであって、そ

の点でも公平性、客観性に疑問がある。 

 

〔指摘事項〕 

選定委員会は、公平性、客観性が確保される構成にすべきである。 

特に、指定管理者に応募する可能性のある団体と一定の関係のある部局の職員

は、選定委員会を構成すべきでない。 
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 ② 募集期間等（意見） 

本件各施設について、募集に関するスケジュールは、下記のとおりである。 

〔スケジュール〕 

平成１７年８月１２日 募集要項公表 

    同月１９日 現地説明会参加申込締切 

    同月２２日 現地説明会実施 

         （午前松茂駐車場、午後藍場町地下駐車場） 

  同年９月３０日 申請書類等提出期限 

上記スケジュールのうち、現地説明会は申請者にとって重要であるが、募集要

項公表後わずか１週間で参加申込が締め切られ、そのわずか３日後には現地説明

会が実施されることになっており、当初からその予定を把握していない者にとっ

ては現地説明会自体に参加しづらい内容といわざるを得ない。 

また、申請書類等の提出期限は、募集要項公表後１ヶ月半となっており、この

日程も極めて厳しい。 

このようなタイトなスケジュールを組んだ場合、従前本件各施設の管理運営に

あたっていた者が、そうでない者と比較して有利となることは明らかである。 

したがって、指定管理の対象となる施設の状況を初めて知ることになる者も含

めて、各申請者が公平に申請準備ができるように、余裕を持った募集期間等のス

ケジュールにするなど、配慮すべきである。 

 

③ 本件各施設に関する情報提供（意見） 

本件各施設に関する情報については、募集要項及びその資料に記載されている

一定の内容のほか、現地説明会により、提供されることになる。 

しかし、上記のとおり、現地説明会はわずかに１日（各施設についていえばそ

れぞれ数時間程度）であり、その情報提供の程度は極めて乏しい。そうなると、

やはり従前から本件各施設の管理運営にあたっていた者とそうでない者との間で

情報の質及び量に格差が生じることは明らかである。 

したがって、指定管理の対象となる施設の状況を初めて知ることになる者も含

めて、各申請者ができるだけ公平に情報を得られるように、現地説明会に十分な

時間を確保し、またその日程を複数回設け、さらにはその他施設や経営状況に関
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する具体的な資料を提供するなど、十分に配慮すべきである。 

 

④ 審査基準について（指摘） 

１）審査基準は、一応選定委員会に諮られるものの、事前に所管課である企業局

にて既に作成済みのものを提示し、選定委員会の了承を得るという手順で決め

られており、実際の選定委員会での議事経過を見ても、原案が全く修正される

ことなく了承されている。 

上記のとおり、所管課である徳島県企業局は、本件各施設の指定管理者に応

募し、現に選定された徳島県企業公社と非常に密接な関係があるが、このよう

な関係にある企業局が事実上その審査基準を策定していることになる。 

以上のような手順、経過は、選定委員会の機能の一部である審査基準作成の

形骸化を招き、ひいては、審査基準の公平性に疑問を抱かせることとなる。 

 

２）また、本件各施設の審査基準は、所管課の提案により、県全体の基準と比較

して、下記の項目の配点を下記のとおり変更した。 

 

    審査項目             全体の基準 変更後の基準 

・平等な利用を図るための具体的手法  ３０点 →  ２５点 

及び期待される効果など 

・効率的な管理運営（経済性の追求）  ３０点 →  ２５点 

・安定した管理のための 

人的・物的経営基盤の状況      ３０点 →  ４０点 

 

この点、本件各施設のように営利を目的とする施設であり、少なくとも現在

では公益的な意義が著しく低下している施設において、「効率的な管理運営（経

済性の追求）」が重要であることは明らかであり、これに対する配点を県全体の

基準から下げること、１００点満点中わずか２５点にとどめてしまうことには

強い疑問がある。また、平成１７年２月に、県人事課が本件各施設を含む公の

施設の見直しを検討した結果によれば、本件各施設に関する留意事項として、

「・・・近年では民間駐車場が増加し、利用台数は減少傾向にある。」とされて
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いるところ、「効率的な管理運営（経済性の追求）」の視点は重要である。 

このような施設の性質や現状に鑑みれば、「効率的な管理運営（経済性の追

求）」については、その配点を県全体の基準よりも低くするべきではなく、むし

ろ高く設定する方向を検討すべきである。 

 

３）さらに、「効率的な管理運営（経済性の追求）」の具体的な内容として、「収支

計画の内容及び実現の可能性並びに安定的な運営が可能となる経営基盤」を掲

げている。 

具体的には以下のとおり３つの基準を作って、申請者に提案額を提出させて

企業局の作成した推計値と比較し、その乖離率の低い者に多く点数を与えてい

る。 

ⅰ）収支計画評価基準（配点５点） 

収支差（収入から経費を差引いた差額）について、申請者の提案額と企業

局推計値の乖離状況（割合）により判断する。 

〔具体的な評価方法〕 

申請者提案額／企業局推計値＝乖離率 

乖離率  １   ～１．５   評価高い 

１．５１～２．０    

２．０１～２．５    

２．５１～３．０    

３．５１～      評価低い 

 

ⅱ）経費削減提案の実現確実性、具体性（配点４点） 

経費について、申請者の提案額と企業局推計値の乖離状況（割合）により

判断する。 

企業局推計値より１０％程度の削減が望ましく、評価が高いと考えられる。 

〔具体的な評価方法〕 

申請者提案額／企業局推計値＝乖離率 

乖離率  ０．９以下      評価高い 

０．９ ～０．９４    
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０．９５～１．０    

１．０ ～１．０５    

１．０５以上     評価低い 

 

ⅲ）増収策提案の実現確実性、具体性（配点４点） 

収益（売上げ）について、申請者の提案額と企業局推計値の乖離状況（割

合）により判断する。 

企業局推計値は最低限必要な収益であるため、これと比較して１０％～１

５％程度の増収を期待しており、評価が高いと考えられる。 

〔具体的な評価方法〕 

申請者提案額／企業局推計値＝乖離率 

乖離率  １．１１～１．１５   評価高い 

１．１６～１．２ 

１．２１～１．２５ 

１．２６～１．３及び 

１．０１～１．１     

１．３１～及び 

１．０以下       評価低い 

 

これによれば、各申請者の提示する上記項目に関する提案額により、機械

的にその評価点が算出されることになる。各選定委員の裁量は上記基準によ

って機械的に算出される点数の、上下１点の範囲である。 

上記３項目については、所管課である徳島県企業局が「推計値」なる数字

を一方的に設定し、その数字との乖離が大きければ評価が低くなるという基

準で審査が行われている。つまり、申請者が合理的経営を計画し、その具体

的な内容として大きな増収見込みや大きな経費削減見込みを提示した場合、

結果として徳島県企業局の推計値と乖離することになるが、そのような提示

は評価が低いものとなってしまうのである。 

このような評価方法に客観的な合理性があるとは考えにくい。 

なお、上記採点方法は、申請書類が提出された後に決定されている。所管
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課は各申請者の申請内容を把握した上で上記採点方法を検討できることにな

り、このような具体的な採点方法の決定の手順も、公平性、公正性に強く疑

問を抱かせる。 

 

４）加えて、本件各施設の審査項目には、駐車場の管理運営実績という項目があ

り、具体的には下記のとおりとなっている。 

〔駐車場の管理運営実績〕 

駐車場を良好に管理運営又は経営した実績はあるか 

 ・管理運営実績の有無（配点４点） 

 ・管理運営駐車場の規模（配点４点） 

    （３００台以上５点、２００台以上４点、１００台以上３点、１００台未満

２点、実績無１点として、０．８を乗じて配点する） 

 ・管理運営駐車場の形式１（配点４点） 

（地下式４点、立体式３点、広場式２点、実績無１点） 

 ・管理運営駐車場の形式２（配点３点） 

（機械式５点、自走式３点、実績無１点として、０．６を乗じて配点する） 

  以上配点合計１５点 

 

しかし、このような項目、採点基準を定めると、従前本件各施設の管理運営

にあたっていた者には高得点が与えられることになり、実際指定管理者は、ほ

ぼ満点に近い１３．７点となっている。他方で、これまで駐車場経営に携わっ

た経験のない者は、この項目では最低の点数しか得られず、事実上選定される

可能性は極めて小さくなってしまう。駐車場経営につき、実績の有無がそれほ

どまでに重視されるべき事情があるとは考えがたく、このような項目、採点基

準に合理性があるとは思われない。むしろ、このような基準は従前管理者を優

遇する結果につながることは明らかであって、その公平性、公正性には強い疑

問がある。 

 

〔指摘事項〕 

審査基準は、選定委員会の独立した意見が反映されるような手続によって
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作成されるべきである。また、審査基準の内容の決定は、当該施設の性質を

踏まえて慎重になされるべきであり、特に有料施設では経済性を軽視すべき

ではない。そして、本件各施設に関する審査基準のうち、特に徳島県企業局

の合理性のない「推計値」によって評価点が算出される方法や、管理実績に

関する項目、採点基準は、その合理性、公平性、公正性に強い疑問があるの

で、基本的に改めるべきである。 

 

 ⑤ 審査方法について（意見） 

本件各施設について、具体的な審査は、書類審査のみであり、面接等は実施さ

れていない。 

しかし、書類審査のみで各選定委員がそれぞれの申請者の意向をどの程度把握

し、イメージできるか、疑問であるし、申請者の側としても、直接自己の意向を

説明したいという希望を有している可能性もある。 

また、面接等を公開して実施すれば、審査過程が客観的なものとなり、その公

正性が担保されるというメリットもある。 

したがって、県としては、面接等を公開して実施するなど、申請者の意向を具

体的に把握し、また審査過程の客観性を確保できる審査方法を積極的に採用する

べきである。 

 

 ⑥ 議会承認の手続（意見） 

選定手続は非公開にてなされ、選定された指定管理候補者を、指定管理者とす

るかにつき、県議会で承認手続を経ることになる。 

この点、議会での資料には、指定管理候補者の提案内容や同候補者の収支状況

等、同候補者に関する情報は一定程度記載されているが、同候補者の役員、職員

の関係や、他の申請者の提案内容、具体的な採点方法についての特段記載はない。 

上記のとおり、上記各項目についてはその合理性、公平性、公正性に疑問があ

り、県議会でもその是非について議論がなされた上で承認手続がなされなければ

ならない。 

したがって、県議会での承認手続にあたり、指定管理候補者の役員、職員の関

係（特に県や所管課との関係）、他の申請者の提案内容、具体的な採点方法等につ
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いても、具体的に資料に記載して提出すべきである。 

 

３ 基本協定書等の内容 

 協定条項の変更と納付金額（意見） 

変動納付金について、基本協定書では、本件各施設に係る総収入が総支出を上回

った場合は、その差額の２分の１を県に対して支払うこととされている。この点、

平成１８年３月２２日に締結された年度協定書では、総支出の対象となる費用が限

定されており、法人税等の税金は総支出には含まれていない。しかし、平成１９年

２月２２日に、変更協定書が締結され、法人税等の税金が総支出に含まれるように

変更されている。 

その結果、平成１８年度では２６７万円、平成１９年度で２１９万円、県への納

付金額が少なくなっている。 

募集要項、基本協定書、年度協定書の納付金計算の基準を初年度の決算直前に、

しかも県への納付金額が少なくなるように変更したことは、不適当である。 

 

４ 指定管理の状況 

 ① 委託契約（意見） 

本件各施設に関する基本協定書では、第三者への委託については事前に県の書

面による承諾が必要とされているところ（基本協定書第１５条）、指定管理者から

県に提出された「徳島県藍場町地下駐車場及び徳島県松茂駐車場指定管理業務計

画書」には、委託業者名や委託業務内容を記載した一覧表が添付されているが、

これだけでは委託金額等具体的な委託契約の内容が把握できない上、県の側がこ

の内容について個別に検討を加えて承諾をした経過はうかがわれない。 

委託契約の内容については、指定管理者選定の手続が公平公正になされるべき

趣旨に照らしても、確実に承諾を得る手続を履行すべきである。 

また、管理委託時の再委託先８社はすべて、指定管理移行後も同様に委託先と

なっており、そのほとんどが随意契約となっている点も、真実効率性を追求した

ものといえるのかという点で、疑問が残る。 

したがって、委託契約の具体的な内容を事前に把握した上で承認すると共に、

指定管理者において、真実効率を追及した委託契約を締結しているのかを具体的
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に確認し、委託契約は原則として入札か相見積もりによって締結するよう、指導

すべきである。 

 

 ② モニタリングについて（意見） 

本件各施設のモニタリングは、平成１８年度にはセルフモニタリングとしての

報告書はなく、「利用促進策・サービス向上策の実施状況」と題する書面が年間で

４回程度提出されていた。 

しかし、その内容はアンケートの実施や、ホームページの開設などについて、

ごく簡単に２、３行程度で記載したものであった。 

また、平成１９年度には「セルフモニタリング実施状況報告書」と題する書面

が提出されるようになっているが、その内容はほとんど「特になし」との記載の

みで、たまに記載があってもごく簡単なものにとどまっていた。そのためか、上

記各書面には、県職員の側が指定管理者から聞き取りをして、その内容を手書き

で記載したという部分が何ヶ所か認められた。 

この点、セルフモニタリングは、本来指定管理者にて実施し、これを県に報告

しなければならないはずであって、このような取り扱いはセルフモニタリングの

趣旨に反する。 

したがって、指定管理者によるセルフモニタリング等を徹底、充実させるべき

である。 

 

 ③ 管理の実情（意見） 

本件各施設の利用状況は、管理委託時、指定管理後を通じて、下記のとおりで

ある。 

〔管理委託時〕 

 藍場町地下駐車場                    松茂駐車場 

利用台数    利用料金           利用台数   利用料金 

（管理委託時） 

H15 198,848 台  123,991,250 円     88,897 台  50,480,000 円 

H16 194,501 台  122,922,400 円        73,767 台  60,836,150 円 

H17 179,373 台  109,370,600 円        72,008 台  52,287,400 円 
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（指定管理後） 

H18 157,220 台   92,802,300 円        75,192 台  55,696,050 円 

H19 189,483 台  124,978,890 円        61,869 台  37,828,200 円 

 

以上の利用状況を見るに、指定管理後も必ずしもその利用状況がよくなってい

るとは言い難い。 

駐車場であり、その利用状況は周辺施設の状況等にも左右される面があるとは

いえ、指定管理によって効率的な管理運営を目指すという目的には必ずしも合致

しているとは言えない。 

したがって、現実の利用状況等、実績について、指定管理者に十分な分析をさ

せて、その具体的な対策を検討するよう、指示すべきである。 
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第４章 指摘及び意見の総括 

 

第１ 指定管理者制度の目指すもの 

１ 指定管理者制度は、公の施設について、民間能力の活用により、住民サービスの

向上と経費の節減等を図ることを目的として、従前存在した管理委託制度に変わる

形で創設されたものである。 

 

２ 今回監査にあたっては、このような制度目的に充分配慮された制度の導入が行わ

れているか、また、指定管理者制度の導入後も制度の目的に合致した運用がなされ

ているかに重点を置いて実施した。 

 

３ 確かに、指定管理者制度が導入されたことにより、従前の管理委託制度のもとで

の施設管理に比べて、一定の住民サービスの向上や経費の節減が図られた事実は認

められる。 

  例えば、住民サービスの点では、施設によっては開館日や開園日が拡大され、開

館時間、開園時間が延長されたり、従前なかったイベントが企画されたりするよう

になった。 

  また、経費の点では、多くの施設で県負担額が一定程度削減された、施設によっ

ては顕著な削減がなされたとの報告もある。 

 

４ しかし、その一方で、徳島県における指定管理者制度の運用状況は、①民間能力

の活用という制度目的に充分適合しているとはいえず、②住民サービスの向上、③

経費の節減等という点でも不充分な状況が見受けられた。 

 

第２ 徳島県における指定管理者制度の問題点 

１ これまでに指摘し、あるいは意見を述べてきた各施設の指定管理者制度の実情か

ら、徳島県における指定管理者制度における問題点を要約すると以下のとおりであ

る。 

 

２ 競争確保の視点から 
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① 対象施設の組み合わせ 

徳島県の指定管理者制度では、複数の施設が一括して指定管理の対象とされて

いるものがある。そのうち、対象施設の組み合わせの合理性に疑問があると思わ

れたのは下記の施設群である。 

施設名 所管課 従前管理者 指定管理者 

鳴門総合運動公園スポーツ施設 

蔵本公園スポーツ施設 

中央武道館 

県民スポーツ課 

（３施設共通） 

 

徳島県スポーツ振

興財団（３施設共

通） 

同左 

日峯大神子広域公園 

文化の森総合公園 

都市計画課 

（２施設共通） 

徳島県建設技術セ

ンター（２施設共

通） 

同左 

富田浜第一駐車場 

富田浜第二駐車場 

幸町駐車場 

都市計画課 

（３施設共通） 

徳島県社会福祉協

議会（３施設共通） 

同左 

藍場町地下駐車場 

松茂駐車場 

企業局総務課 

（２施設共通） 

徳島県企業公社 

（２施設共通） 

同左 

 

これらの施設群は、すでに意見を述べたとおり、必ずしも同一管理者に管理運

営をさせる合理性があるとは思えない。とりわけ、「鳴門総合運動公園スポーツ施

設、蔵本公園スポーツ施設」と「藍場町地下駐車場、松茂駐車場」については、

各施設が別の市町村にまたがり、かつ、施設間の距離も遠いことから、これらを

一体で指定管理の対象にしたのは疑問である。 

この点、これらの施設群は、いずれも従前同一管理者に管理委託していたとい

う共通点があるところ、指定管理移行時にもそのような事情が影響した可能性が

ある。 

仮にそうであるならば、従前管理者の優遇につながるものであり、自由な競争

を阻害することから、民間能力の活用という制度目的からすると問題である。 

 

 ② 選定委員の選定等 

   選定委員の選定に問題があることは、すべての施設において意見を述べてきた。 
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   選定委員の半分が県の職員であることは、たとえ公正な選定手続が行われたと

しても、外部から見た場合独立性に欠け、新規に参入しようとする者の参入意思

をそぐ可能性がある。 

   特に、「日峯大神子広域公園、文化の森総合公園」と「藍場町地下駐車場、松茂

駐車場」では、指定管理者と内部選定委員の所属部局の間に非常に密接な関係が

あり、外観的独立性という点では問題が大きい。 

 

③ 募集期間等、情報提供 

募集期間等がタイトであること、また、情報提供が不十分であることは、全て

の施設について意見を述べてきた。 

これらは、従前管理者として施設を熟知している者に対し有利に作用するもの

であり、自由な競争確保という点で問題がある。 

 

④ 審査基準の設定、変更 

１）審査基準について、富田浜第一駐車場などでは、「管理運営費の縮減」の算出

方法が、第２回選定委員会で、内部委員からの意見により事務局案が修正され

た。事務局案による算出方法では、各申請者が実際に提案した納付金の金額を

もとに管理運営費の縮減が図れたかどうかを算出していた。これに対して、修

正後では、最も高い売上金を提示した申請者と同額の売上が他の申請者でも計

上され、かつ、売上の増減にもかかわらず経費の金額が一定であったとした場

合に各申請者の納付金がどうなるかを計算し、その納付金の金額を基準として

算出するという方法となった。この算出方法は、実際の納付金とは全く関係の

ない仮定の上での金額であり、その妥当性には大いに疑問がある。 

また、この修正により、現実の採点結果が大きく変わり、指定管理者候補の

選定結果に影響を及ぼした可能性がある。このように、特にこの施設の選定手

続は、公平性、公正性の観点から不適切である。 

 

２）また、各施設群の審査基準のうち、下記の審査項目に対する配点内容、基準

からの加算には従前管理者に一方的に有利に働く可能性が強くその合理性に疑

問がある。 
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施設名 審査項目 配点 

神山森林公園 安定した管理のための人

的・物的経営基盤の状況 

４０点 

（基準から１０点加算） 

日峯大神子広域公園など 同上 ４０点（同上） 

鳴門ウチノ海総合公園 同上 ４０点（同上） 

藍場町地下駐車場など 安定した管理のための人

的・物的経営基盤 

 

駐車場の管理運営実績 

４０点 

（基準から１０点加算） 

 

１５点 

 

⑤ 選定委員会事務局の姿勢 

「あすたむらんど」の休業日について、申請者のＡ社は利用者サービスの向上

の観点から年中無休にすることを提案していた。これに対して、第２回選定委員

会において、委員会事務局は冒頭で、県として安全性確保の見地から一定の休業

日を確保する必要がある旨の発言が行われた。 

この施設には、選定された指定管理者とＡ社の２者が申請をしていたところ、

同指定管理者は、あすたむらんどの従前管理者である徳島県観光協会のＯＢが、

指定管理者制度創設直後に設立した会社であり、従前管理者との関係が深い団体

である。 

つまり、委員会事務局の発言は、従前管理者と関係の深い申請者に有利に作用

するものであり、その反面、Ａ社には不利益を及ぼす発言であり、自由な競争を

確保するという観点からは大いに疑問がある。 

 

 ⑥ ペナルティ制について 

   「アスティ」では、ペナルティ条項が設けられており、施設稼働率が基準を下

回った場合には、指定管理料の減額や場合によっては指定取消しを受けることに

なる。このようなペナルティ条項は一般的には効率的な施設運営のインセンティ
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ブになりうるものの、当該施設の管理運営に携わったことのないものに対して申

請を躊躇させてしまう可能性もあり、広く申請者を募るという点ではマイナス要

素となりかねない。 

 

⑦ 以上のとおり、徳島県における指定管理者制度への対応では、従前管理者への

配慮がうかがわれ、自由な競争の確保という視点が十分ではないと思われる点が

見受けられた。 

 

 ⑧ 今回個別に監査結果を報告した１２施設群について、従前の管理者であった団

体と選定手続の結果、指定管理者とされた団体は下記のとおりである。 

施設名 従前管理者 指定管理者 

文学書道館 県文化振興財団 同左 

鳴門総合運動公園スポーツ

施設など 

徳島県スポーツ振興財団 同左 

エディ、渦の道 徳島県観光協会 ネオビエント・県観光

協会 

出島野鳥公園 コート・ベール徳島 同左 

アスティ 徳島県観光協会 同左 

あすたむらんど 徳島県観光協会 ネオビエント 

神山森林公園 神山町 同左 

日峯大神子広域公園など 徳島県建設技術センター 同左 

鳴門ウチノ海総合公園 鳴門市 同左 

月見が丘海浜公園 なし（Ｈ１９から供用開始） 松茂町（Ｈ１９から） 

富田浜第一駐車場など 徳島県社会福祉協議会 同左 

藍場町地下駐車場など 県企業公社 同左 

 

以上の施設群について、従前管理者と変更があったのは「エディ、渦の道」と

「あすたむらんど」だけである。 

そして、「エディ、渦の道」は従前管理者である徳島県観光協会を含む共同体が
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選定されていること、新たに「エディ、渦の道」と「あすたむらんど」の指定管

理に携わることになったネオビエントは、徳島県観光協会と深い関係があること

から言えば、上記施設群ではすべて従前管理者と何らかの関係のある団体という

ことになる。 

このような選定の結果から見ても、果たして自由な競争の結果によるものであ

ったのかについて疑問が残る。 

 

３ 住民サービスの向上に対する視点から 

 ① 「文学書道館」の特別展示等の経費など 

   「文学書道館」での特別展示等に要する経費については、指定管理者が受領し

た指定管理料の中から支出することになっている。しかしながら、特別展示等の

内容を充実させればさせるほど指定管理者の支出が増えることから、特別展示等

の充実に対するインセンティブが働かない。 

   利用者数に応じた報奨金給付等、利用者へのサービス向上の視点に立った規定

の導入を検討する必要がある。 

 

 ② 駐車場の利用時間の設定 

   「富田浜第一駐車場など」では、施設の利用時間があらかじめ募集要項で一律

に決定されており、申請者の側で利用者サービス向上のために利用時間を延長す

ることができなくなっている。この取扱いは、利用者サービスの向上という視点

から問題であるとともに、従前管理者に有利に働く結果となる点でも問題である。 

 

 ③ 施設全体の安全性など 

   「鳴門総合運動公園スポーツ施設など」については、いずれの施設も築後相当

の年数が経過している。 

しかし、修繕の必要性について具体的に確認した形跡はなく、利便性、安全性

について十分な配慮がなされているのか疑問があり、広く住民の利用に供される

べき公の施設の、あるべき姿とは言いがたい。 

 

④ 管理の実情 



 

 162 

「出島野鳥公園」については、すでに意見を述べたとおり、管理の実情は利用

者の立場、便宜を考えての管理とは言いがたい状態であり、住民サービスの向上

という制度目的からも大きな問題がある。 

また、「富田浜第一駐車場など」では、夜間の駐車場の無料開放により、利用者

間でのトラブルが頻発するなど、住民サービスが向上しているとは言いがたい状

態である。 

さらに、「藍場町地下駐車場など」では、指定管理後の利用状況は必ずしも芳し

くない。 

このような管理の実情に対し、県は特段の対応をしているとは認められず、住

民サービス向上に対する意識が希薄であると言わざるを得ない。 

 

４ 経費の節減等に対する視点から 

① 価格競争の抑制 

「藍場町地下駐車場など」では、指定管理者からの納付金について、固定金額

を一律に決定しているため、価格競争ができないシステムになっている。 

しかし、駐車場は本来営利を目的とする施設であり、当然に経済性を重視すべ

きである。このように価格競争できないシステムは、経費の節減等を図るという

指定管理者制度の制度目的から大きく外れるものである。 

 

② 審査基準について 

審査基準（具体的な配点）に関して、当該施設の性質や平成１７年２月の県人

事課の見直し内容との関係から見て、経済性に関する審査基準について問題があ

ると思われる施設群は、下記のとおりである。 

施設名 審査項目 配点 

エディ、渦の道 効率的な管理運営 

（経済性の追求） 

２５点（基準から５点減） 

出島野鳥公園 同上 ２５点（同上） 

アスティ 同上 ２５点（同上） 

あすたむらんど 同上 ２５点（同上） 
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神山森林公園 同上 ２０点（基準から１０点減） 

日峯大神子広域公園など 同上 ２０点（同上） 

鳴門ウチノ海総合公園 同上 ２０点（同上） 

月見が丘海浜公園 同上 ２５点（基準から５点減） 

富田浜第一駐車場など 同上 ３０点（基準から加算せず） 

藍場町地下駐車場など 同上 ２５点（基準から５点減） 

 

これらの施設群のうち、駐車場は本来営利を目的とする施設であり、当然に経

済性を重視すべきであって、基準である３０点から加算した配点を検討すべきで

ある。この点、「藍場町地下駐車場など」では、県全体の基準からさらに５点低い

２５点の配点となっており、価格競争できない固定納付金制度の採用とあわせて、

経済性の観点からは大いに問題があるといえる。 

また、上記施設群のうち、「神山森林公園」と「鳴門ウチノ海総合公園」以外の

施設群は有料施設を備えているが、有料施設を備えている場合は経済性を軽視す

べきではなく、基準である３０点より配点を低くする合理性は見いだしがたい。 

さらに、公園等では、平成１７年２月の県人事課による公の施設見直しの際、

「施設維持費に比べて使用料収入が少なく、一般会計の負担が（非常に）大きい

ので、（大幅な）経費削減を図る。」とされている施設群が多いことなどに鑑みて

も、やはり経済性を軽視するような配点をした点は妥当とは言いがたい。 

具体的な採点方法についても、ほとんどの施設で効率的な管理運営の点数が一

律の計算式によって導かれていることや、「藍場町地下駐車場など」では企業局推

計値との乖離状況により評価の高低が決まるなどの問題がある。 

 

③ 委託契約について 

指定管理者から第三者への委託契約締結の際に、一者随意契約という形で締結

されたものが多く見受けられた。このような契約締結のあり方では、どうしても

委託料が高額になってしまうことは明らかであり、入札や相見積もりを原則とす

べきである。 

また、委託契約締結の際、県の承諾手続が徹底されていないことは、全ての施

設群について意見を述べてきた。委託契約の内容、委託料などはその施設群の管
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理運営のコスト等に大きく関わる事柄であり、その妥当性は厳格に判断すべきで

ある。  

このように、委託契約の締結や内容に対するチェックの甘さからも、経済性を

重視する姿勢が見られない。 

 

④ 事業報告書について 

事業報告書の内容に問題があった施設群は、下記のとおりである。 

施設名 主な問題点 指摘・意見

の別 

鳴門総合運動公園スポー

ツ施設など 

添付されていた指定管理者の貸借対照表の

内容の食い違いがある点 

意見 

エディ、渦の道 収支報告書の内容が実態と異なり、報告書

作成過程も不適切である点 

指摘 

アスティ 収支報告書の内容が実態と異なり、しかも

所管課が収支内容を合理的理由なく変更し

た点 

指摘 

あすたむらんど 収支報告書の内容が実態と異なり、しかも 

その原因が経費の水増しである点 

指摘 

日峯大神子広域公園など 収支報告書の内容が実態と異なり、しかも 

その原因が経費の水増しである点 

指摘 

 

以上の主な問題点の多くは、各施設群の管理運営によって利益が発生している

にもかかわらず、事業報告書ではあたかも利益を得ていないかのような内容とな

ってしまっていることである。 

このように報告内容が不正確であることやその報告内容に対する所管課による

指導のあり方等が、それ自体大きな問題であることについては、すでに指摘した

とおりである。そして、このような報告がなされてしまえば、以後の指定管理者

選定手続の際、その施設群の管理運営に報告された程度の経費がかかるものとい

う前提で検討されることとなり、その結果指定管理料を高額に設定してしまうこ

とにもなりかねない。このような事態は、経済性と矛盾すること明らかである。 
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⑤ 修繕費などについて 

修繕費などについて、問題があった施設群は、下記のとおりである 

施設名 主な問題点 指摘・意見

の別 

アスティ 翌年度執行の経費を当年度計上した点 

新規物品購入費を修繕費として計上し

た点 

意見 

あすたむらんど 新規物品購入費などを修繕費として計

上した点 

意見 

日峯大神子広域公園など 指定管理業務と無関係の支出を修繕費

として計上した点 

意見 

月見が丘海浜公園 指定管理者にて負担すべきではないか

と思われる備品購入費を県負担として

処理した点 

上記処理手続も不適切である点 

指摘 

 

以上の主な問題点のうち、「アスティ」、「あすたむらんど」、「日峯大神子広域公

園など」の３施設群に関するものは、いずれも本来修繕費には含まれるべきでは

ない支出を修繕費とすることで、県が指定管理料の範囲でその費用を負担したも

のである。つまり、県は本来負担すべきではない支出を負担したのである。 

また、「月見が丘海浜公園」についても、本来指定管理者が負担すべきではない

かと思われる支出を、県が事後的な手続によって追認し、負担したものである。

このように、指定管理者による不適切な処理に対するチェックが不十分であり、

あるいは、不適切な処理に対して安易に追認するなどして、県が不必要な支出を

することは、施設の管理運営における経済性を軽視した処理というほかはない。 

 

⑥ 県への納付金の算定方法の事後的変更 

  「藍場町地下駐車場など」では、総収入が総支出を上回った場合には、その差

額の２分の１を県に対して支払うこととなっているが、その算定方法について、



 

 166 

事後的に県への納付金が少なくなるように変更されている。このような変更は、

その妥当性に大きな疑問がある。 

 

⑦ 県によるモニタリングの状況 

県によるモニタリングがほとんどなされていない、あるいはなされているとい

うもののその結果が書面化されていないなど、不十分であることは、ほとんどの

施設群について意見を述べてきた。 

このような県の姿勢では、各施設群の管理運営が不適正であったり、非効率で

あったりしても、これをチェックできないことになる。 

 

⑧ 以上のとおり、価格競争の抑制、審査基準のあり方、委託契約、事業報告書、

修繕費の内容などのチェックや対応、基本協定の内容の事後的変更、モニタリン

グのあり方に対する姿勢など、徳島県における指定管理者制度では、経済性に対

する視点が不十分であると思われる点が見受けられた。 

 

５ その他の問題点 

 ① 指定管理の期間について 

   「あすたむらんど」では、指定管理期間を５年と定められている。しかし、指

定管理期間を長期に定めると、管理のあり方を固定化するなどして、柔軟な施設

の管理運営という指定管理の趣旨にそぐわないことになる。短期に定めた場合と

長期に定めた場合のメリットとデメリットを具体的に比較検討して決定すべきで

ある。 

 

 ② 報奨金制について 

   「あすたむらんど」では報奨金制が導入されているが、報奨金を支払う基準が

年度を追うごとに緩やかになっており、効率的な管理運営を図るという報奨金制

の趣旨にそぐわない。報奨金制の導入に当たっては、施設の効率的な管理運営に

資するかという視点をもって、具体的に検討すべきである。 

 

③ 利用料金制等の導入 
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   「出島野鳥公園」について、一部有料施設があるが、利用料金制も報奨金制も

採用されていない。出島野鳥公園はその利用が低迷していることからすれば、利

用料金制あるいは報奨金制を導入し、施設利用の充実をはかるよう検討すべきで

ある。 

 

 ④ 審査基準について 

   審査基準について、所管課にて事前に作成されたものがそのまま採用されてい

ることに対する問題については、すべての施設において意見を述べた。 

   審査基準については、選定委員会の独立した意見が反映されるような手続によ

って作成されるべきである。 

 

⑤ 審査方法について 

審査方法は、ほとんどの施設で書類審査のみであり、面接等は実施されていな

い。しかし、書類審査のみで各選定委員がそれぞれの申請者の意向をどの程度把

握し、イメージできるか、疑問であるし、申請者の側としても、直接自己の意向

を説明したいという希望を有している可能性もあることから、面接等の導入を検

討すべきである。 

 

 ⑥ 修繕費の規定について 

   修繕費の負担について、大規模修繕は県の負担、それ以外の修繕は指定管理者

の負担と定められている施設がある。このような抽象的な規定では、具体的な修

繕費の負担が県負担であるのか、指定管理者負担であるのか必ずしも明確でない

ことが起こりうる。 

   したがって、もっと明確に規定するよう検討すべきである。 

 

 ⑦ 利用料金の取扱いについて 

   「月見が丘海浜公園」では、コテージ収益（収入―支出）が一定の基準額を上

回った場合、その超過額の半分を県に納付させることになっている。しかし、コ

テージ収益算出のもとになる支出の範囲に、指定管理者が負担しない経費が含ま

れていたり、支出の範囲が不明確であったりする等納付金の算定方法には問題が
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ある。 

 

 ⑧ 議会承認手続について 

   指定管理候補者を指定管理者として承認する県議会での資料について、その内

容が不十分である施設があった。 

   県議会での承認手続にあたり、具体的な採点方法や他の申請者の提案内容等に

ついても、具体的に資料に記載して提出すべきである。 

 

６ 平成２１年度からの指定管理者選考手続について 

① 指定管理者選定手続の状況 

平成１８年度から指定管理者制度が開始した施設群のうち、指定管理期間が３

年間であったものは、平成２１年３月末でその期間が終了する。そこで、平成２

１年度からの指定管理者の選考手続が進められているが、その状況は下記のとお

りである。 

 

施設名 現在の指定管理者 平成 21年度以

降の指定管理

者(予定) 

申請団体数

（前回申請

団体数） 

エディ、渦の道 ネオビエント・県観光協会 同左 １（３） 

出島野鳥公園 コート・ベール徳島 同左 ２（３） 

神山森林公園 神山町 徳島中央森林

組合 

３（２） 

日峯大神子広域公園 

文化の森総合公園 

蔵本公園 

新町川公園 

県建設技術センター 

（蔵本公園、新町川公園は

県直営） 

県建設技術セ

ンター 

２（６） 

鳴門ウチノ海公園 

鳴門総合運動公園（公園

部分） 

鳴門市（鳴門総合運動公園

は県直営） 

鳴門市 ３（５） 
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富田浜第一駐車場など 県社会福祉協議会 同左 ３（５） 

藍場町地下駐車場など 県企業公社 同左 ２（７） 

佐那河内いきものふれあ

いの里 

佐那河内村 同左 ２（２） 

総合福祉センター 県社会福祉事業団 同左 １（１） 

ライトホーム 県社会福祉事業団 同左 １（２） 

障害者交流プラザ（交流

センター） 

県社会福祉事業団 同左 １（２） 

障害者交流プラザ（スポ

ーツセンター） 

ハッピー 同左 １（２） 

美馬野外交流の郷 四国開発土木 同左 １（３） 

腕山放牧場 県酪農業協同組合 同左 １（０） 

高丸山千年の森 かみかつ里山倶楽部 同左 １（３） 

借上公共賃貸住宅 シティ・ハウジング 同左 ２（２） 

埋蔵文化財総合センター 県埋蔵文化財総合センター 同左 １（１） 

 

以上の内容を見れば、全体として申請者数が前回から大きく減少していること

がよく分かる。 

 しかも、公募した１７の施設群につき、平成１８年度には申請者が複数であっ

たにもかかわらず、平成２１年度では申請者が１者となっている施設が６施設群

に及んでいる。 

また、事業報告書の内容に問題があると指摘した５施設群のうち、今回募集対

象となったのは「エディ、渦の道」と「日峯大神子広域公園など」であるが、「エ

ディ、渦の道」は前回申請者が３者であったものが今回は１者だけに、「日峯大神

子広域公園など」は前回申請者が６者もあったのに今回はわずかに２者に、それ

ぞれ大きく減少している。この結果は、事業報告書の内容が不正確であり、その

施設の管理運営による利益の状況が正確に知らされなかったことも影響している

のではないかと懸念される。 

そして、結果として、「神山森林公園」以外は全て前回指定管理者がそのまま選
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定されている。 

なお、「神山森林公園」について言えば、前回指定管理者である神山町が申請を

しなかったこと、従前から神山町は「神山森林公園」の管理業務の大半を徳島中

央森林組合に委託していたこと、今回はその徳島中央森林組合が指定管理者に選

定されたことなどの経緯に鑑みれば、これについても実質的には管理者は変わっ

ていないということもできる。 

このように、申請者が軒並み減少し、選定結果もほぼ従前管理者と変更なしと

いった状況は、民間能力の活用により、住民サービスの向上と経費の節減等を図

るといった指定管理者制度の目的から見て、大いに問題のある状況といえる。 

 

 ② 対象施設の組み合わせについて 

   今回の選定手続では、基本的に対象施設の組み合わせは変更されていない。す

でに意見を述べた、各駐車場の組み合わせに変更はなく、「日峯大神子広域公園」

と「文化の森総合公園」の組み合わせも維持されたままである。 

   他方で、「鳴門総合運動公園のスポーツ施設以外の部分」が「鳴門ウチノ海総合

公園」と組み合わされ、「蔵本公園のスポーツ施設以外の部分」と「新町川公園」

が、「日峯大神子広域公園など」と組み合わされている。 

   しかし、「鳴門総合運動公園」と「鳴門ウチノ海総合公園」は明らかに別の施設

であり、これを組み合わせることに合理性はない。むしろ、「鳴門総合運動公園」

は、同じ敷地内にある同公園のスポーツ施設と併せて指定管理の対象とすること

が管理経費の節減や利用者サービスの向上といった点から合理的であると思われ

るが、それぞれ別々に指定管理の対象とされ、結局別の指定管理者によって管理

運営されることとなった。 

   また、「蔵本公園」、「新町川公園」も「日峯大神子広域公園など」と組み合わせ

ることにも合理性はない。そして、「蔵本公園」は、やはり同じ敷地内にある同公

園のスポーツ施設と併せて指定管理の対象とすることが合理的であると思われる

が、別々に指定管理の対象とされ、別の指定管理者によって管理運営されること

になった。 

   このような組み合わせとなったのは、「鳴門総合運動公園」のスポーツ施設の部

分とそれ以外の部分、「蔵本公園」のスポーツ施設とそれ以外の部分がそれぞれ県
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の所管課が異なることから生じたものと思われる。 

   経費の節減や住民サービスの向上を犠牲にしてまで、県の所管課単位で指定管

理の対象施設を決定することは改める必要があると思われる。 

 

７ まとめ 

  このように、徳島県の指定管理者制度の状況には、①民間能力の活用、②住民サ

ービスの向上、③経費の節減等という制度目的のそれぞれについて、大なり小なり

の問題点が見受けられた。 

  このような状況が続けば、新規参入しようとするものがなくなり、指定管理者制

度はますます形骸化することになりかねない。 

  今後は、①従前の管理状況にとらわれることなく、新規参入者の視点に立ち、む

しろいかにして有効な民間能力を取り入れるかという観点で、②従前のサービス内

容との比較ではなく、その施設が本来もっている効用を最大限に発揮したサービス

を提供するとの観点で、③従前要していた経費との比較ではなく、民間事業者と同

じ目線で厳格な経費管理を行い、施設によっては徹底した合理化を図るとの観点で、

指定管理者制度を運用していく必要があると思われる。 

  少なくとも、ここで指摘あるいは意見を述べた点については、もう一度制度の目

的に立ち返って充分検討を加え、改善すべき点は改善し、より良い指定管理者制度

となるよう切に望むものである。 
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指摘及び意見の一覧表 

 

施設名 指摘及び意見の要旨 

全施設共通 １ 選定委員の選定等（意見） 

選定委員会について、全体に占める内部委員の割合や外部委員選

任の手続等の点に疑問があるところ、公平性、客観性が確保される

構成にすべきである。 

 

２ 募集要項の内容 

・募集期間等（意見） 

指定管理の対象となる施設の状況を初めて知ることになる者も含

めて、各申請者が公平に申請準備ができるように、余裕を持った募

集期間等のスケジュールにするなど、配慮すべきである。 

 

 ・情報提供（意見） 

指定管理の対象となる施設の状況を初めて知ることになる者も含

めて、各申請者ができるだけ公平に情報を得られるように、現地説

明会に十分な時間を確保し、またその日程を複数回設け、さらには

その他施設や経営状況に関する具体的な資料を提供するなど、十分

に配慮すべきである。 

 

 ・審査基準（意見） 

審査基準は、選定委員会の独立した意見が反映されるような手続

によって作成されるべきである。 

 

３ 指定管理の状況 

 ・委託契約（意見） 

委託契約の具体的な内容を事前に把握した上で承認すると共に、

指定管理者において、真実効率を追及した委託契約を締結している
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のかを具体的に確認するべきである。 

 

文学書道館 １ 基本協定書等の内容 

 ・特別展示等の経費など（意見） 

利用者数に応じた報奨金給付制度の導入や、特別展示等に要する

経費につき、事前事後にその内容を確認することを前提として、県

が最終的に負担する制度の導入など、その展示内容の充実や利用の

促進を確保するための方策を検討すべきである。 

 

 ・修繕費（意見） 

修繕費の県負担の範囲と指定管理者負担の範囲について、もっと

明確な規定の導入を検討すべきである。 

 

２ 指定管理の状況 

 ・委託契約（意見） 

委託契約は原則として入札か相見積もりによって締結するよう、

指導すべきである。 

 

・モニタリング（意見） 

施設の利用状況について、指定管理者が正確な報告をするよう指

導するとともに、報告される利用状況を精査し、県自らその真実性

を確認すべきである。 

鳴門総合運動

公園スポーツ

施設 

蔵本公園スポ

ーツ施設 

中央武道館 

１ 対象施設の組み合わせ（意見） 

指定管理の対象施設の組み合わせは、従前の管理状況にとらわれ

ることなく、管理の合理性等を客観的に検討して決定すべきである。 

併設されている駐車場や遊具等の施設と一括して指定管理者の管

理とすることも考えるべきである。 

 

２ 指定管理の状況 
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・事業報告書（意見） 

事業報告書等、収支や管理の実態に関する報告は、正確な数字を

提示させるよう指導することは当然であり、決算処理等の結果その

内容が変更された場合には、改めてその内容を提出させるべきであ

る。 

 

・モニタリング（意見） 

施設の利用状況は、報告される利用状況を精査して県自らその真

実性を確認すべきであるし、県自ら定期的にモニタリングを実施す

べきである。 

 

・施設全体の安全性等（意見） 

施設の安全性、利便性を十分に点検し、必要な修繕等を速やかに実

施すべきである。 

 

エディ 

渦の道 

１ 審査基準等 

・審査基準（意見） 

審査基準の内容の決定や変更は、施設の性質を踏まえて慎重にな

されるべきであり、特に有料施設について、安易に経済性を軽視す

るような決定、変更をすべきではない。また、審査基準は各選定委

員の裁量を尊重する方法を採用すべきである。 

 

・審査方法（意見） 

面接等を公開して実施するなど、申請者の意向を具体的に把握し、

また審査過程の客観性を確保できる審査方法を積極的に採用するべ

きである。 

 

２ 修繕費（意見） 

修繕費の県負担の範囲と指定管理者負担の範囲について、もっと
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明確な規定の導入を検討すべきである。 

 

３ 指定管理の状況 

 ・委託契約（意見） 

委託契約は原則として入札か相見積もりによって締結するよう、

指導すべきである。 

 

・事業報告書（指摘） 

事業報告書等、収支に関する報告は、具体的、かつ正確な数字を

提示させるよう指導することは当然として、その数字が正確なもの

であるか否かについて、当該指定管理者の決算書を精査するなどし

て県自らその真実性を確認すべきである。 

 

・モニタリング（意見） 

県への納付金額が利用料金収入額によって上下する規定となって

いる場合には、県自ら指定管理者の利用料金収入の状況について具

体的な確認をすべきである。 

 

出島野鳥公園 １ 指定管理の基本的な内容（意見） 

利用状況が不十分である本施設については、利用料金制あるいは

報奨金制その他指定管理者にインセンティブを与える制度を導入す

るなど、施設利用の充実を図るための具体的な方策を検討すべきで

ある。 

 

２ 審査基準等 

・審査基準（意見） 

審査基準の内容の決定や変更は、施設の性質を踏まえて慎重になさ

れるべきであり、特に有料施設について、安易に経済性を軽視する

ような決定、変更をすべきではない。また、審査基準は各選定委員
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の裁量を尊重する方法を採用すべきである。 

 

・審査方法（意見） 

面接等を公開して実施するなど、申請者の意向を具体的に把握し、

また審査過程の客観性を確保できる審査方法を積極的に採用するべ

きである。 

 

３ 修繕費（意見） 

修繕費の県負担の範囲と指定管理者負担の範囲について、もっと

明確な規定の導入を検討すべきである。 

 

４ 指定管理の状況 

・モニタリング（意見） 

指定管理者に対して施設の利用状況を正確に把握するよう指導す

ることはもちろん、県自らモニタリングを徹底して行い、本施設の

管理の実情を理解し、その問題点を改善するよう指導すべきである。 

 

・管理の実情（指摘） 

利用者の立場に立った管理、運営を行うよう、徹底して指導し、

その利用の充実を図るべきである。 

 

アスティ １ ペナルティ等の条項 

ペナルティ等の条項は、新規参入者を過度に躊躇させるような内

容になっていないか、十分に検討して導入を決定すべきである。 

 

２ 審査基準等 

・審査基準（意見） 

審査基準の内容の決定や変更は、施設の性質を踏まえて慎重にな

されるべきであり、特に有料施設について、安易に経済性を軽視す
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るような決定、変更をすべきではない。また、審査基準は各選定委

員の裁量を尊重する方法を採用すべきである。 

 

・審査方法（意見） 

面接等を公開して実施するなど、申請者の意向を具体的に把握し、

また審査過程の客観性を確保できる審査方法を積極的に採用するべ

きである。 

 

３ 指定管理の状況 

 ・委託契約（意見） 

委託契約は原則として入札か相見積もりによって締結するよう、

指導すべきである。 

 

・事業報告書（指摘） 

指定管理者から提出された内容を合理的理由なく修正することは

絶対に許されない。また、事業報告書等、収支に関する報告につい

ては、正確な数字を提示させるよう指導することは当然であり、決

算処理の結果、収支が最終的に確定した時点で、改めてその収支の

内容を提出させるべきである。 

 

・修繕費の内容（意見） 

指定管理者が誤った報告あるいは請求をしないよう指導するとと

もに、報告等される修繕費の内容を精査し、県自らその真実性を確

認すべきである。 

   

・修繕費の削減（意見） 

修繕について、事前に県と協議することや相見積もり、入札等に

よって行うことなどを指導し、今後はそのような内容を基本協定書

に規定するなどして、修繕費の削減を図るよう対策を講じるべきで

ある。 
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・モニタリング（意見） 

指定管理者による具体的な支出は、県自らその内容を事後的にき

ちんと確認する手続を取るべきである。 

 

あすたむらん

ど 

１ 指定管理の基本的な内容 

・指定管理の期間（意見） 

指定管理期間の定めは、指定管理者制度の趣旨を踏まえた上で、

具体的な施設について、短期に定めた場合と長期に定めた場合のメ

リットとデメリットを具体的に比較検討して決定するべきである。 

 

・「報奨金制」（意見） 

「報奨金制」の導入に当たっては、それが当該施設の効率的な管

理運営に資するかという視点をもって、具体的に検討すべきである。 

 

２ 選定手続 

・審査基準（意見） 

審査基準の内容の決定や変更は、施設の性質を踏まえて慎重にな

されるべきであり、特に有料施設について、安易に経済性を軽視す

るような決定、変更をすべきではない。また、審査基準は各選定委

員の裁量を尊重する方法を採用すべきである。 

 

・審査方法（意見） 

選定委員会において、事務局は、特定の申請者に利益または不利

益に作用するような発言や議事進行をすべきではない。 

面接等を公開して実施するなど、申請者の意向を具体的に把握し、

また審査過程の客観性を確保できる審査方法を積極的に採用するべ

きである。 
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３ 指定管理の状況 

・委託契約（意見） 

委託契約は原則として入札か相見積もりによって締結するよう、

指導すべきである。 

 

・事業報告書（指摘） 

事業報告書等、収支に関する報告は、正確な数字を提示させるよ

う指導することは当然として、その数字が正確なものであるか否か

について、当該指定管理者の決算書を精査するなどして、県自らそ

の真実性を確認すべきである。 

 

・修繕費の内容（意見） 

指定管理者が誤った報告あるいは請求をしないよう指導するとと

もに、報告等される修繕費の内容を精査し、県自らその真実性を確

認すべきである。 

   

・修繕費の削減（意見） 

 修繕について、事前に県と協議することや相見積もり、入札等に

よって行うことなどを指導し、今後はそのような内容を基本協定書

に規定するなどして、修繕費の削減を図るよう対策を講じるべきで

ある。 

 

神山森林公園 １ 審査基準（意見） 

審査基準の内容の決定や変更は、公平性、公正性に配慮すべきで

あり、特に従前管理者と新規参入者との間に不公平が生じないよう、

十分留意して行うべきである。 

 

２ 修繕費（意見） 

修繕費の県負担の範囲と指定管理者負担の範囲について、もっと
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明確な規定の導入を検討すべきである。 

 

３ 指定管理の状況 

・委託契約（意見） 

委託契約は原則として入札か相見積もりによって締結するよう、

指導すべきである。 

 

・モニタリング（意見） 

施設の利用状況について、指定管理者が正確な報告をするよう指

導するとともに、報告される利用状況を精査して県自らその真実性

を確認すべきであるし、県によるモニタリングのあり方ももっと充

実させるべきである。 

 

日峯大神子広

域公園 

文化の森総合

公園 

１ 対象施設の組み合わせ 

指定管理の対象施設の組み合わせは、従前の管理状況にとらわれ

ることなく、管理の合理性等を客観的に検討して決定すべきである。 

 

２ 選定手続 

・選定委員の選定等（指摘） 

選定委員会は、公平性、客観性が確保される構成にすべきである。 

特に、指定管理者に応募する可能性のある団体と一定の関係のあ

る部局の職員は、選定委員会を構成すべきでない。 

 

・審査基準（意見） 

 審査基準の内容の決定や変更は、公平性、公正性に配慮すべきで

あり、特に従前管理者と新規参入者との間に不公平が生じないよう、

十分留意して行うべきである。 

 

・審査方法（意見） 
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面接等を公開して実施するなど、申請者の意向を具体的に把握し、

また審査過程の客観性を確保できる審査方法を積極的に採用するべ

きである。 

 

３ 指定管理の状況 

・事業報告書（指摘） 

事業報告書等、収支に関する報告は、指定管理者として正確な数

字を提示する必要があるし、また、県としてもそのように指導すべ

きである。 

 

・修繕費の内容（意見） 

修繕費は、指定管理業務と無関係の費用を指定管理料として処理

しないようにすべきである。 

 

・修繕費の削減（意見） 

 修繕について、事前に県と協議することや相見積もり、入札等に

よって行うことなどを指導し、今後はそのような内容を基本協定書

に規定するなどして、修繕費の削減を図るよう対策を講じるべきで

ある。 

 

・モニタリング（意見） 

施設の利用状況は、県自ら定期的にモニタリングを実施すべきで

ある。 

 

鳴門ウチノ海

総合公園 

１ 選定手続 

・審査基準（意見） 

 審査基準の内容の決定や変更は、公平性、公正性に配慮すべきで

あり、特に従前管理者と新規参入者との間に不公平が生じないよう、

十分留意して行うべきである。 
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・審査方法（意見） 

面接等を公開して実施するなど、申請者の意向を具体的に把握し、

また審査過程の客観性を確保できる審査方法を積極的に採用するべ

きである。 

 

２ 修繕費（意見） 

修繕費の県負担の範囲と指定管理者負担の範囲について、もっと

明確な規定の導入を検討すべきである。 

 

３ モニタリング（意見） 

施設の利用状況は、県自ら定期的にモニタリングを実施すべきで

ある。 

 

月見が丘海浜

公園 

１ 選定手続 

・審査基準（意見） 

審査基準の内容の決定や変更は、施設の性質を踏まえて慎重にな

されるべきであり、特に有料施設について、安易に経済性を軽視す

るような決定、変更をすべきではない。また、審査基準は各選定委

員の裁量を尊重する方法を採用すべきである。 

 

・審査方法（意見） 

面接等を公開して実施するなど、申請者の意向を具体的に把握し、

また審査過程の客観性を確保できる審査方法を積極的に採用するべ

きである。 

 

２ 利用料金の取り扱い（指摘） 

  利用料金の一部を県に納付する規定を採用する場合には、その算

出方法を一義的かつ合理的な内容で規定すべきである。 
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３ 指定管理の状況 

・修繕、備品購入費の内容（指摘） 

修繕、備品購入費の処理について、指定管理者が適切な手続をす

るよう指導するとともに、誤った手続による申請に対しては、安易

な追認をするべきではない。 

 

・修繕、備品購入費の削減（意見） 

 修繕について、事前に県と協議することや相見積もり、入札等に

よって行うことなどを指導し、今後はそのような内容を基本協定書

に規定するなどして、修繕費の削減を図るよう対策を講じるべきで

ある。 

 

・モニタリング（意見） 

施設の利用状況は、県自ら定期的にモニタリングを実施し、その

記録をきちんと書面化すべきである。 

 

富田浜第一駐

車場 

富田浜第二駐

車場 

幸町駐車場 

１ 対象施設の組み合わせ（意見） 

指定管理の対象施設の組み合わせは、従前の管理状況にとらわれ

ることなく、管理の合理性等を客観的に検討して決定すべきである。 

 

２ 選定手続 

 ・利用時間（意見） 

利用時間について、申請段階における自由な競争をできるだけ確

保できる条件の募集要項にすべきである。 

 

 ・審査基準（指摘） 

審査基準の内容の決定は、施設の性質を踏まえて慎重になされる

べきであり、特に有料施設では経済性を重視すべきである。 



 

 184 

そして、審査基準のうち、特に「管理運営費の縮減」に関する項

目について、申請書類提出後にその採点方法を修正した点は、その

内容の合理性や手順の公平性、公正性の観点から不適切である。 

 

・審査方法（意見） 

面接等を公開して実施するなど、申請者の意向を具体的に把握し、

また審査過程の客観性を確保できる審査方法を積極的に採用するべ

きである。 

 ・議会承認の手続（意見） 

 県議会での承認手続にあたり、具体的な採点方法や他の申請者の

提案内容等についても、具体的に資料に記載して提出すべきである。 

 

３ 修繕費（意見） 

修繕費の県負担の範囲と指定管理者負担の範囲について、もっと

明確な規定の導入を検討すべきである。 

 

４ 指定管理の状況 

 ・委託契約（意見） 

県が特定の会社と委託契約を締結するように要求している点につ

いて、その妥当性には疑問がある。また、たとえ徳島県管理運営業

務要求水準書で要求されているとはいえ、基本協定書で事前の承諾

が必要と定められている以上、その手続を履行すべきである。 

 

・管理の実情（意見） 

現実の利用状況等、実績について、指定管理者に十分な分析をさせ

て、その具体的な対策を検討するよう、指示すべきである。 

 

藍場町地下駐 １ 指定管理の基本的な内容 
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車場 

松茂駐車場 

 ・対象施設の組み合わせ（意見） 

指定管理の対象施設の組み合わせは、従前の管理状況にとらわれ

ることなく、管理の合理性等を客観的に検討して決定すべきである。 

 

 ・指定管理料及び利用料金制等（意見） 

利用料金や納付金は、入札制度的な基準を取り入れるなどして、

申請段階における自由な価格競争をできるだけ確保できる条件の募

集要項にすべきである。 

 

２ 選定手続 

 ・選定委員の選定等（指摘） 

選定委員会は、公平性、客観性が確保される構成にすべきである。 

特に、指定管理者に応募する可能性のある団体と一定の関係のあ

る部局の職員は、選定委員会を構成すべきでない。 

 

・審査基準（指摘） 

審査基準の内容の決定は、施設の性質を踏まえて慎重になされる

べきであり、特に有料施設では経済性を軽視すべきではない。 

そして、審査基準のうち、特に申請者の提案額と徳島県企業局の

「推計値」によって評価点が算出される方法や、管理実績に関する

項目、採点基準は、その合理性、公平性、公正性に強い疑問がある

ので、基本的に改めるべきである。 

 

・審査方法（意見） 

面接等を公開して実施するなど、申請者の意向を具体的に把握し、

また審査過程の客観性を確保できる審査方法を積極的に採用するべ

きである。 

 ・議会承認の手続（意見） 

県議会での承認手続にあたり、指定管理候補者の役員、職員の関
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係（特に県や所管課との関係）、他の申請者の提案内容、具体的な採

点方法等についても、具体的に資料に記載して提出すべきである。 

 

３ 協定条項の変更と納付金額（意見） 

変動納付金について、募集要項、基本協定書、年度協定書の基準

を初年度の決算直前に、しかも県への納付金額が少なくなるように

変更したことは、不適当である。 

 

４ 指定管理の状況 

・委託契約（意見） 

委託契約は原則として入札か相見積もりによって締結するよう、

指導すべきである。 

 

・モニタリング（意見） 

指定管理者によるセルフモニタリング等を徹底、充実させるべき

である。 

 

 ・管理の実情（意見） 

現実の利用状況等、実績について、指定管理者に十分な分析をさ

せて、その具体的な対策を検討するよう、指示すべきである。 

 

 


